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八
件
と
な
り
、

③
 

一
九
五

0
年
代
の
ナ
チ
犯
罪
の
追
及

ナ
チ
犯
罪
追
及
の
弛
緩

ナ
チ
犯
罪
者
の
社
会
的
統
合

(
1
)
 

一
九
五

0
年
代
は
、
西
ド
イ
ツ
に
と
っ
て
は
そ
の
過
去
と
未
来
の
間
に
揺
ら
ぐ
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ツ
の
時
代
で
あ
っ
た
。
未
来
に
向
か

っ
て
は
、
経
済
的
復
興
の
時
代
で
あ
り
、
新
た
に
建
国
さ
れ
た
連
邦
共
和
国
の
西
側
の
一
員
と
し
て
の
国
際
政
治
の
世
界
へ
の
復
帰
の
時

代
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
他
方
で
は
、
過
去
は
、
い
ま
だ
、
社
会
的
現
実
で
あ
っ
た
。
何
百
万
人
と
い
う
東
部
か
ら
の
難
民
や
移
住
者
、

シ
ア
で
戦
争
捕
虜
と
な
っ
て
い
た
人
々
の
社
会
的
統
合
と
い
う
課
題
が
突
き
つ
け
ら
れ
て
い
た
ほ
か
、
五
一
年
の
「
ニ
―
―
一
条
法
」
に
よ

(
2
)
 

っ
て
、
非
ナ
チ
化
手
続
が
実
質
的
に
終
了
し
、
大
量
の
元
ナ
チ
達
が
連
邦
共
和
国
の
社
会
や
国
家
機
構
に
「
統
合
」
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
、
戦
後
民
主
社
会
の
政
治
的
基
盤
に
も
影
響
が
現
れ
始
め
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
東
西
冷
戦
の
は
じ
ま
り
が
、
過
去
と
の
急
速
な
和

(
3
)
 

解
を
可
能
と
す
る
強
烈
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
。
現
実
的
脅
威
を
も
っ
た
の
は
、
過
去
の
ナ
チ
で
は
な
く
、
現
在
の
共
産
主
義
者
で
あ

り
、
ナ
チ
の
犯
罪
は
著
し
く
相
対
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
五

0
年
代
初
期
は
、

①
 (1) 

ド
イ
ツ
の
裁
判
権
の
拡
大
と
ナ
チ
犯
罪
追
及
の
下
降

一
九
五
四
年
に
は
四
四
件
、

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
祠

第
一
節

第
四
章
連
邦
共
和
国
に
お
け
る
ナ
チ
犯
罪
の
追
及

五
九

一
九
五

0
年
に
は
、
九
〇

ナ
チ
犯
罪
追
及
の
弛
緩
の
時
代
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

か
く
し
て
、
司
法
に
よ
る
ナ
チ
犯
罪
追
及
は
、
五

0
年
代
に
入
る
と
、
急
激
に
下
降
線
を
た
ど
る
。
有
罪
判
決
の
統
計
か
ら
み
て
も
、

一
九
四
八
年
に
は
一
八
一
九
件
、
そ
し
て
一
九
四
九
年
に
は
ま
だ
一
五
二
三
件
の
有
罪
判
決
が
見
ら
れ
た
が
、

(
4
)
 

一
九
五
五
年
に
は
ニ
―
件
と
な
っ
た
。

一
九
五

0
年
の
急
激
な
下
降
の
原
因
の
ひ
と
つ
は
、

（一＿―-―-七）

口



れ
な
い
組
織
を
作
る
必
要
が
あ
る
こ
と
が
痛
感
さ
れ
、

か
く
し
て
、

一
日
に
は
、

第
四
一
巻
第
二
号

こ
の
年
に
軽
微
な
犯
罪
、

お
い
て
は
、
特
定
の
刑
罰
構
成
要
件
に
対
す
る
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
の
管
轄
除
外
を
規
定
し
て
い
た
が
、
そ
こ
に
は
、
ナ
チ
犯
罪
は
も
は
や

(
7
)
 

挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
法
律
の
一
四
条
に
よ
っ
て
、
管
理
理
事
会
法
第
四
号
は
、

(
8
)
 

事
会
法
一

0
号
は
、
そ
の
ま
ま
(
-
九
五
五
年
ま
で
）
通
用
し
続
け
た
。

た
統
計
に
よ
れ
ば
、
未
だ
七
―
―

1
0件
に
お
い
て
管
理
理
事
会
法
一

0
号
に
も
と
づ
く
判
決
が
下
さ
れ
た
。

イ
ギ
リ
ス
軍
政
府
命
令
二
三
四
号
に
よ
り
、
管
理
理
事
会
法
一

0
号
の
三
条
一

0
号
に
よ
る
一
般
的
授
権
は
解
除
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
っ

て
、
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
は
、
爾
後
、
ド
イ
ツ
刑
法
の
規
定
の
み
に
よ
っ
て
裁
判
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
職
権
で
捜
査
さ
れ
た
の
は
、
僅
か
の
事
案
に
す
ぎ
な
い
。
検
察
官
は
、
依
然
と
し
て
、
差
し
迫
っ
た
毎
日
の
犯
罪

の
処
理
に
忙
殺
さ
れ
、
そ
の
仕
事
の
能
力
の
限
界
に
ま
で
達
し
て
い
た
。
ナ
チ
犯
罪
の
大
部
分
に
つ
い
て
は
、
そ
の
犯
行
現
場
は
、
ド
イ

ツ
検
察
庁
の
管
轄
外
で
あ
っ
た
。
ド
イ
ッ
各
地
の
検
察
庁
に
と
っ
て
は
、
そ
の
犯
罪
者
が
当
該
地
に
現
れ
る
か
、
そ
も
そ
も
生
き
て
い
る(

9
)
 

の
か
ど
う
か
も
不
確
定
で
あ
り
、
そ
の
検
察
庁
も
そ
の
よ
う
な
ナ
チ
犯
罪
者
に
対
す
る
捜
査
を
開
始
す
べ
き
義
務
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

他
方
、
す
で
に
捜
査
が
開
始
さ
れ
、
客
観
的
に
は
完
全
に
見
込
み
の
あ
り
そ
う
な
手
続
も
、
手
続
打
ち
切
り
に
終
わ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

な
ぜ
な
ら
、
所
管
の
検
察
官
に
は
、
往
々
に
し
て
ナ
チ
犯
罪
を
解
明
す
る
に
必
要
な
現
代
史
の
知
識
が
不
足
し
て
お
り
、
絶
望
的
な
挙
証

の
困
難
に
直
面
し
て
、
匙
を
投
げ
て
し
ま
う
こ
と
が
多
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
当
時
す
で
に
、
検
察
や
裁
判
所
の
管
轄
に
縛
ら

関
法

一
九
五

0
年
以
降
、
ド
イ
ツ
の
司
法
は
、
連
合
国
か
ら
嵌
め
ら
れ
た
足
枷
を
大
部
分
取
り
払
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ

一
九
五
二
年
に
は
す
で
に
そ
の
よ
う
な
官
庁
の
設
立
の
立
案
が
な
さ
れ
た
と
い
う
。

一
九
五
一
年
八
月
＝
二
日
に
は
、

一
九
五

0
年
お
よ
び
五
一
年
に
は
、
連
邦
司
法
省
に
提
出
さ
れ

「
適
用
さ
れ
な
い
」
こ
と
に
な
っ
た
が
、
管
理
理

（＝―-―-八）

(
5
)
 

つ
ま
り
、
上
限
が
五
年
の
自
由
刑
に
あ
た
る
犯
罪
の
公
訴
時
効
が
完
成
し
た
こ
と
に
あ
る
。
一
九
五

0
年
一
月

(
6
)
 

「
留
保
さ
れ
た
領
域
に
お
け
る
裁
判
権
」
に
関
す
る
連
合
国
最
高
管
理
理
事
会
法
第
一
三
号
が
発
効
す
る
。
そ
の
第
一
条
に

六
〇



五
0
年
代
の
ナ
チ
犯
罪
恩
赦
と
再
軍
備

ナ
チ
化
手
続
は
終
了
し
た
。

(11) 
律
」
が
発
効
し
た
。
そ
の
法
律
に
よ
っ
て
、
終
戦
後
、
公
職
か
ら
追
放
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
職
に
つ
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
多
数
の
か
つ

て
の
公
務
員
が
、
ふ
た
た
び
職
に
復
帰
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

他
方
、
五

0
年
代
初
頭
は
、
東
西
関
係
の
緊
張
が
増
し
、
ド
イ
ツ
の
再
軍
備
が
ま
す
ま
す
注
目
を
浴
び
て
き
た
時
代
で
あ
る
。

犯
罪
人
」
を
宥
如
し
、
ド
イ
ツ
軍
人
を
誹
謗
す
る
こ
と
を
や
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
は
、
西
側
に
軍
事
的
に

(12) 

貢
献
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

(
1
3
)
 

す
で
に
一
九
五
一
年
一
月
に
は
、
西
側
連
合
国
の
政
治
的
目
的
は
、
ド
イ
ツ
の
非
軍
事
化
、
非
ナ
チ
化
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
。
元
の

陸
軍
中
将
ハ
ン
ス
・
シ
ュ
パ
イ
デ
ル
博
士

(
D
r
•Ha
n
s
 S
p
e
i
d
e
l
)

と
元
の
将
軍
ホ
イ
ジ
ソ
ガ
ー

(
H
e
u
s
i
n
g
e
r
)

校
団
の
影
響
力
の
あ
る
代
弁
者
と
し
て
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
新
し
い

N
A
T
O
の
司
令
官
た
る
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ウ
ア
ー
将
軍
の
も
と
で
、
第
二

次
大
戦
の
ド
イ
ツ
の
将
校
に
対
し
て
公
開
で
名
誉
毀
損
に
対
す
る
謝
罪

(
E
h
r
e
n
e
r
k
l
a
r
u
n
g
)
を
受
け
た
。
し
か
も
、
か
れ
ら
は
、
こ
の

ア
メ
リ
カ
軍
の
将
軍
が
以
前
に
な
し
た
否
定
的
な
、
国
防
軍
を
ナ
チ
ズ
ム
と
同
一
視
す
る
発
言
に
つ
き
、
謝
罪
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
連

邦
共
和
国
の
軍
事
専
門
家
と
し
て
の
シ
ュ
。
ハ
イ
デ
ル
と
ホ
イ
ジ
ン
ガ
ー
の
主
導
は
、

(
1
4
)
 

下
さ
れ
た
戦
争
犯
罪
人
に
向
け
ら
れ
た
。
か
れ
ら
は
、
占
領
軍
の
将
校
と
会
い
、
ア
メ
リ
カ
の
最
高
司
令
官
を
し
て
、
戦
争
犯
罪
人
の
一

般
的
恩
赦
証
を
与
え
さ
せ
る
よ
う
試
み
た
。

T
h
a
y
l
o
r
)
 
は
、
後
に
、

そ
の
外
交
官
と
し
て
の
経
歴
に
お
い
て
最
も
不
快
だ
っ
た
こ
と
の
一
っ
と
し
て
、

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
向 こ

の
会
合
に
出
席
し
た
者
の
ひ
と
り
、

③
 

ー』

ノ‘

（＝＝―-九）

「
か
れ
ら
は
、
陰
鬱
に
、
も

チ
ャ
ー
ル
ズ

•
W
・
セ
イ
ラ
ー

(
C
h
a
r
l
e
s

W. 

一
九
五
一
年
一
月
末
に
は
、
連
合
国
に
有
罪
判
決
を

一
九
五
一
年
五
月

l

―
日
に
は
、

し
か
し
、
実
際
に
は
五

0
年
代
前
半
に
は
、

「
戦
争

(10) 

一
般
的
傾
向
は
、
ま
っ
た
く
違
っ
た
方
向
に
向
い
て
い
た
。
五

0
年
代
の
初
頭
に
は
、
非

「
基
本
法
―
―
―
―
一
条
に
あ
た
る
人
々
の
法
律
関
係
の
規
制
に
関
す
る
法

は
、
元
の
ド
イ
ツ
将



『
一
定
の
兵
士
を
釈
放
し
な
い
な
ら
、

第
四
一
巻
第
二
号

し
ラ
ン
ズ
ペ
ル
ク
の
囚
人
達
が
絞
首
刑
と
さ
れ
る
な
ら
、
東
側
に
対
す
る
ド
イ
ッ
防
衛
連
合
は
幻
想
に
終
わ
る
だ
ろ
う
と
確
言
し
た
」
と

い
う
ニ
ピ
ソ
ー
ド
を
報
告
し
た
。
実
際
に
は
、

カ
の
高
等
弁
務
官
の
マ
ク
ロ
イ

(
M
a
c
C
l
o
y
)
は
、
す
で
に
一
九
五
一
年
一
月
＝
―
-
日
に
恩
赦
の
決
定
を
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ

に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
の
軍
事
法
廷
に
よ
っ
て
言
い
渡
さ
れ
た
刑
の
大
部
分
が
軽
減
さ
れ
、
恩
赦
に
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
こ
で
は
、
さ
ら
に
、
こ
の
当
時
一
般
に
、
戦
争
犯
罪
と
、
謀
殺
・
故
殺
な
ど
の
刑
事
犯
罪
と
が
は
っ
き
り
と
区
別
さ
れ
て
い
な
か
っ

(15) 

た
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
両
種
の
犯
罪
の
無
反
省
な
同
視
の
結
果
と
し
て
、
ナ
チ
犯
罪
は
、
往
々
に
し
て
、

と
は
、
若
干
の
犯
罪
者
が
、
そ
の
上
、
社
会
的
評
価
を
得
て
、
元
の
社
会
的
地
位
を
得
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
。

(
G
n
a
d
e
n
f
i
e
b
e
r
)
 

な
っ
た
。
例
え
ば
、

し
か
し
、

か
れ
ら
の
行
為
は
、
直
接
の
効
果
は
生
ま
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、

や
「
恩
赦
ロ
ビ
ー
」

(
G
n
a
d
e
n
、L
o
b
b
y
)

一
定
の

（
三
四

0
)

ア
メ
リ

「
通
常
の
戦
争
犯
罪
」

「
戦
争
犯
罪
人
」
と
し
て
免
責
さ
れ
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
そ
の
こ

に
よ
っ
て
促
さ
れ
た
こ
の
よ
う
な
展
開
は
、
占
領
国
の
み
の
責
任
で
は
な

(16) 

い
。
恩
赦
委
員
会
に
お
い
て
は
ド
イ
ッ
側
の
代
表
者
が
指
導
的
で
あ
っ
た
。
ロ
バ
ー
ト
・
ケ
ン
プ
ナ
ー
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

カ
側
か
ら
の
非
常
な
圧
力
が
か
け
ら
れ
た
こ
と
は
歴
史
的
事
実
で
あ
る
。
そ
の
際
、

割
を
果
た
し
た
。
そ
れ
は
、

グ
ル
ー
プ
が
ま
と
め
ら
れ
、
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
た
。

(
1
6
a
)
 

も
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
。

で
あ
る
と
評
価
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
真
の
ナ
チ
犯
罪
者
が
、

関
法

一
兵
卒
と
い
え
ど
も
ド
イ
ツ
軍
に
は
入
ら
な
い
で
あ
ろ
う
』
と
い
う

論
拠
を
も
っ
て
、
そ
の
他
の
政
治
的
に
通
常
の
考
え
方
を
す
る
多
く
の
人
々
に
影
響
を
与
え
た
。
こ
の
恩
赦
ロ
ビ
ー
の
中
で
は
、

「
も
し
そ
っ
ち
（
軍
人
）
を
恩
赦
に
す
る
な
ら
、
あ
っ
ち
（
ナ
チ
出
撃
部
隊
）
に

こ
の
よ
う
に
し
て
、
恩
赦
は
、
元
軍
人
の
有
罪
者
に
限
ら
ず
、
出
撃
団
の
指
導
者
や
保
安
警
察
や
S
D
の
出
撃
部
隊
に
も
及
ぶ
こ
と
に

一
九
四
八
年
四
月
一

0
日
に
ニ
ュ
ル
ン
ペ
ル
ク
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
軍
事
法
廷
に
よ
っ
て
、
何
一

0
万
人
も
の
人
々

一
定
の
利
益
団
体
か
ら
の
ロ
ビ
ー
活
動
が
大
き
な
役

「
ア
メ
リ

「
恩
赦
フ
ィ
ー
バ
ー
」

， 
ノ‘



る
政
治
裁
判
で
あ
る
と
断
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、

． 
•ノ‘

一
九
五
二
年
九
月
一
七
日
の
会
議
で
は
、
連
邦
議
会
に
お
い
て
行
わ
れ
た
の

一
ュ
ル
ン
ペ
ル
ク
裁
判
を
非
難
し
て
、

ア
ド
ホ
ッ
ク
に
作
ら
れ
た
法
に
よ

に
お
い
て
「
正
義
と
政
治
的
理
性
の
要
請
に
従
っ
た
、

る
名
誉
あ
る
賛
成
の
可
能
性
に
対
す
る
前
提
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
会
議
に
お
い
て
は
、

こ
と
が
、
反
対
側
も
多
く
の
場
合
に
行
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
…
…
戦
後
七
年
も
た
っ
た
こ
と
で
も
あ
る
か
ら
、
決
着
を
つ
け
る
良
い
機

会
で
あ
る
」

(
F
D
P
議
員
メ
ン
デ
博
士
）
と
主
張
さ
れ
、
ま
た
、

C
D
u
の
議
員
で
元
の
ニ
ュ
ル
ン
ペ
ル
ク
・

I
G
フ
ァ
ル
ペ
ン
裁
判
の

弁
護
人
で
あ
っ
た
ヴ
ァ
ー
ル
教
授

(Professor
Dr. 
W
a
h
l
)
が
、
今
日
で
も
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
る
ナ
チ
犯
罪
者
の
免
責
公
式
を
使
用

「
こ
の
強
大
な
体
制
に
対
し
て
あ
ら
ゆ
る
抵
抗
の
努
力
を
払
っ
た
と
こ
ろ
で
目
に
見
え
る
成
果
は
、
初
め
か
ら
非
常
に
微
々
た
る

も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
個
々
人
の
当
罰
性
に
関
し
て
は
、
最
終
的
に
は
そ
の
内
面
の
心
情
の
み
が
決
定
を
下
す
こ
と
に
な
る
、
…
…
他

の
場
合
で
あ
れ
ば
、
刑
法
に
お
い
て
は
、
個
々
の
犯
罪
者
が
そ
の
意
図
か
ら
距
離
を
と
れ
ば
、
好
都
合
な
結
果
に
つ
な
が
る
の
に
対
し
て
、

こ
こ
で
は
、
個
々
人
は
、

る」。

S
P
D
の
代
表
者
、

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
祠

し
た
。

「
ド
イ
ッ
側
に
非
難
さ
れ
る
よ
う
な

の
「
戦
争
犯
罪
人
問
題
の
解
決
」

い
わ
ゆ
る
『
戦
争
犯
罪
人
』
の
問
題
の
解
決
は
、
ド
イ
ツ
の
防
衛
貢
献
策
に
対
す

か
れ
ら
が
協
力
す
べ
き
で
あ
っ
た
犯
罪
を
、
自
ら
の
善
行
に
よ
っ
て
阻
止
す
る
こ
と
は
全
く
で
き
な
い
の
で
あ

メ
ル
テ
ン
議
員

(
M
e
r
t
e
n
)

も、

は
、
ナ
チ
犯
罪
に
つ
い
て
忘
却
の
ヴ
ェ
ー
ル
を
広
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
過
去
を
克
服
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
が
は
っ
き
り
す
る
の
で
あ

（
三
四
一
）

ィ
ッ
党

(
D
e
u
t
s
c
h
e
Partei) 

J

の
再
軍
備
と
戦
争
犯
罪
人
の
恩
赦
の
内
的
連
関
に
つ
い
て
は
、
当
時
、

一
九
五
二
年
九
月
一
七
日
の
連
邦
議
会
の
会
議
に
お
け
る
ド

(18) 

に
関
す
る
質
問
に
お
い
て
も
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
質
問
の
冒
頭

④
 

を
殺
害
し
た
か
ど
で
有
罪
と
さ
れ
た
出
撃
団
お
よ
び
保
安
警
察
の
出
撃
部
隊
の
指
導
者
の
例
で
は
、
こ
の
恩
赦
実
務
の
及
ぼ
し
た
影
響
と
、

(17) 

実
行
さ
れ
た
犯
罪
に
対
す
る
贖
罪
の
要
求
が
日
常
政
治
の
考
慮
の
背
後
へ
と
減
退
し
て
い
る
こ
と
が
と
く
に
明
瞭
に
な
っ
て
い
る
。

一
九
五

1

一
年
連
邦
議
会
の
態
度



こ、＇ ①
 

公
務
、
職
務
ま
た
は
法
義
務
と
し
て
、

と
く
に
命
令
に
基
づ
い
て
実
行
さ
れ
た
犯
罪
行
為
に
は
、

第
四
一
巻
第
二
号

（
三
四
二
)

(20) 

一
九
五
四
年
七
月
一
七
日
に
は
、
連
邦
議
会
は
、
恩
赦
法
、
正
式
に
は
「
刑
罰
と
過
料
の
免
除
と
刑
事
手
続
と
過
料
手
続
の
免
除
に
関

一
九
四
四
年
一

0
月
一
日
か
ら
一
九
四
五
年
七
月
―
―
―
―
日
ま
で
の
期
間
に
、
国
家

の
崩
壊
と
い
う
異
常
事
態
の
影
響
の
も
と
に
、
公
務
上
の
、
職
務
上
の
、
ま
た
は
法
上
の
義
務
、
と
く
に
命
令
を
受
け
て
行
わ
れ
た
犯
罪

に
対
し
て
は
、
す
べ
て
三
年
以
下
の
刑
と
す
る
と
規
定
さ
れ
た
。
し
か
も
裁
判
所
や
非
ナ
チ
化
委
員
会
に
よ
っ
て
言
い
渡
さ
れ
た
刑
は
、

犯
罪
簿
か
ら
抹
消
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
う
ち
に
、
西
側
連
合
国
は
、
ま
さ
し
く
「
恩
赦
フ
ィ
ー
バ
ー
」
の
状
態
と
な
っ
て
、
有

罪
と
さ
れ
た
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
ナ
チ
犯
罪
者
が
恩
赦
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。

死
刑
囚
の
う
ち
、
三
人
が
執
行
さ
れ
た
だ
け
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
が
懲
役
刑
に
減
じ
ら
れ
、

(21) 

一
九
五
八
年
に
最
後
の
一
人
が
釈
放
さ
れ
た
。
次
頁
に
、
そ
の
一
覧
表
を
掲
げ
て
お
こ
う
。

被
害
者
補
償
法
・
刑
罰
免
除
法
・
占
領
法
の
廃
止

(22) 

一
九
五
三
年
以
降
は
、
捜
査
手
続
数
は
、
ふ
た
た
び
若
干
増
加
し
た
。
そ
の
原
因
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、

(23) 

の
「
ナ
チ
ス
に
よ
る
迫
害
の
被
害
者
に
対
す
る
補
償
の
た
め
の
連
邦
補
充
法
」
が
発
効
し
た
こ
と
で
あ
る
。
外
国
に
住
ん
で
い
た
多
数
の

ナ
チ
ス
政
権
に
よ
る
被
迫
害
者
達
が
、
そ
の
賠
償
の
申
込
み
を
な
し
た
か
ら
で
あ
る
。

(24) 

一
九
五
四
年
七
月
一
七
日
の
「
刑
罰
と
過
料
の
免
除
と
刑
事
手
続
と
過
料
手
続
の
免
除
に
関
す
る
法
律
」
（
処
罰
免
除
法
）
の
第
六
条

に
お
い
て
は
「
一
九
四
四
年
一

0
月
一
日
か
ら
一
九
四
五
年
七
月
＝
―
-
日
ま
で
の
時
期
に
〔
国
家
の
〕
崩
壊
と
い
う
異
常
事
態
の
影
響
下

…
…
行
為
者
に
そ
の
地
位
ま
た

一
九
五
三
年
九
月
一
八
日

さ
れ
、

(
1
9
)
 

る。

一
九
五
三
年
に
は
大
抵
の
者
が
す
で
に
釈
放

一
九
四
八
年
四
月
の
「
出
撃
団
裁
判
」
の
一
三
人
の

す
る
法
律
」
、
を
可
決
す
る
。

そ
の
六
条
に
よ
れ
ば
、

②
恩
赦
法
の
成
立
と
恩
赦
フ
ィ
ー
バ
ー

関
法

六
四



ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
日

六
五

（三四一―一）

（特出姓撃部団=EGr.,出撃部隊名=EK, 

1 9 4 8 年4 喜月 51年等の弁合1衆務月31 赦その後の恩釈10日の判
吉向日 官国 による

による宣
別隊=SK) 刑 の決定 放期日

オーレンドルフ，オットー (EGr.D) 死刑 確認

ヨスト，ハインツ (EGr.A) 終身 10年 1951年12月

ナウマン，エーリッヒ (EGr.B) 死刑 確認

シュルツ，エルヴィン (EK5) 20年 15年 1954年1月

ジックス，フラソツ (SK7c) 20年 10年 1952年10月

プローペル，パウル (SK4a) 死刑 確認

プルーメ， ヴァルクー (SK7a) 死刑 25年 1953年1月

ザンドペルク，マルティン (EKla) 死刑 終身 ＇ 1953年1月

ザイベルト，ヴィルヘルム (EGr.D) 死刑 15年 1954年5月

シュタインプレ，オイゲン (SK7a) 死刑 20年 1954年6月

ビーバーシュタイン，ニルンスト
死刑 終身 1958年5月(EK 6) 

プラウネ， ヴェルナー (SKllb) 死刑 確認

ヘンシュ， ヴァルクー (SK4b) 死刑 15年 1955年8月

ノスケ，グスクフ (EK12) 終身 10年 1951年12月

オト，アドルフ (SK7b) 死刑 終身 1958年5月

クリンゲルヘーファー， ヴァルデマー
死刑 終身 1956年12月ル (SK7c) 

フェンドラー， ロークー (SK4b) 10年
I 

8年 1951年3月

ラーデツキー，ヴァルデマール (SK4a) 20年 8年 1951年2月

リュール， フェリックス (EK12) 10年 1951年2月

ツューベルト，ハインツ (EGr.D) 死刑 10年 1951年12月

シュトラウフ，ニドゥアルト (EK2) 死刑 ペルギーに移

送禁，中死195亡5年拘

Aus: Zentralstelle Ludwigsburg, Zentralkartei und Dok.-Sammlg. Versch., 

Bd. 88, Liste 15d; Kruse, KJ 1978, S. 119; Riickerl, NS-Verbrechen vor 

Gericht, S. 131. 
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一
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は
弁
識
能
力
に
し
た
が
い
、
そ
の
犯
罪
を
行
わ
な
い
こ
と
が
期
待
さ
れ
、
ま
た
、
三
年
以
下
の
自
由
刑
ま
た
は
罰
金
刑
以
上
の
刑
を
、
単

独
で
ま
た
は
併
科
さ
れ
て
、
本
法
の
施
行
の
と
き
に
確
定
的
に
言
い
渡
さ
れ
、
ま
た
は
予
期
さ
れ
る
の
で
な
い
場
合
、
不
処
罰
が
保
障
さ

れ
る
」
と
さ
れ
、
そ
の
第
九
条
で
は
、
謀
殺
と
故
殺
は
一
般
的
に
、
不
処
罰
か
ら
除
外
さ
れ
る
が
、
六
条
の
場
合
の
故
殺
は
例
外
と
さ
れ

(25) 
こ。

一
九
五
五
年
末
ま
で
に
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
で
は
、

(26) 

よ
っ
て
有
罪
と
判
決
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
で
、
連
邦
議
会
は
、

五
八
六
六
人
が
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
に
よ
っ
て
ナ
チ
犯
罪
へ
の
関
与
と
戦
争
犯
罪
に

一
九
五
五
年
初
頭
に
は
一

0
年
以
下
の
自
由
刑
を
科
し
て
い
る
犯
罪
の
一

0
年
間
の
時
効
が
完
成
し
た
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
爾
後
は
、
故
意
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
殺
人
の
み
が
刑
法
上
訴
追
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
。

（町）

一
九
五
六
年
五
月
―
―

10日
の
占
領
法
の
廃
止
に
関
す
る
第
一
次
法
に
お
い
て
、

た
め
の
、
ま
た
人
道
に
対
す
る
犯
罪
を
処
罰
す
る
た
め
の
す
ぺ
て
の
連
合
国
法
の
廃
止
を
決
定
し
た
。
そ
の
法
律
の
五
条
に
お
い
て
、
連

邦
議
会
は
、
占
領
諸
国
に
よ
っ
て
停
止
さ
れ
て
い
た
時
効
期
間
の
経
過
期
日
を
一
九
五
六
年
―
二
月
＝
―
-
日
と
し
た
。
謀
殺
と
故
殺
以
外

の
第
三
帝
国
の
も
と
で
実
行
さ
れ
た
す
べ
て
の
犯
罪
は
、
こ
の
期
日
の
経
過
に
よ
っ
て
時
効
が
完
成
し
た
。

五

0
年
代
の
ナ
チ
犯
罪
追
及
の
評
価

五

0
年
代
の
と
く
に
前
半
の
ナ
チ
犯
罪
の
追
及
に
つ
い
て
は
、

チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
大
学
の
刑
法
教
授
カ
ー
ル
・
バ
ー
ダ
ー
は
、

(28) 

年
―
一
月
の
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
カ
ト
リ
ッ
ク
・
ア
カ
デ
ミ
ー
の
大
会
で
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

「
多
く
の
こ
と
が
そ
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。
新
た
に
政
界
に
入
っ
て
き
た
議
員
達
、
大
臣
達
、
高
級
公
務
員
達
は
司
法
を
ご
く
最
近

過
ぎ
去
っ
た
時
代
の
歴
史
的
・
政
治
的
不
法
の
贖
罪
の
た
め
の
そ
の
努
力
に
お
い
て
有
効
に
支
援
し
よ
う
と
い
う
気
持
ち
も
情
熱
も
示

さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
通
貨
改
革
に
至
る
ま
で
、
政
治
機
関
は
、

③
 

関
法

（
三
四
四
）

ナ
チ
ス
法
を
失
効
さ
せ
る

と
く
に
困
窮
の
緩
和
、
食
料
お
よ
び
住
宅
問
題
に
つ
い
て
配
慮
し
な

六
六

一
九
六



①
 (3) 

か
ら
の
ナ
チ
犯
罪
者
の
帰
還
で
あ
る
。

六
七 「

該
当
せ
ず
」
と
判
断
さ
れ
て
い

一
九
四
一
年
に
メ
メ
ル
に
お
い
て
警
察
署
長
を
し
て
い
た
元

S

S

一
九
四
八
年
以
降
は
、
お
そ
る
べ
き
程
に
、

一
九
五
八
年
の
い
わ
ゆ
る
「
ウ
ル
ム
出
撃

ナ
チ
犯
罪
の
追
及
に
対
す
る
関
心
が
、
優
れ
た
政
治
家
の
場
合

も
、
失
わ
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
減
少
の
根
拠
、
背
景
は
十
分
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
過
去
の
政
治
的
責
任
の
処
罰
を
促
し
た
り
協
力
し

た
り
す
る
こ
と
が
、
選
挙
民
に
は
人
気
が
な
い
。
大
臣
、
司
法
大
臣
も
、
都
合
の
悪
い
と
き
に
『
厄
介
な
問
題
』
を
も
っ
て
来
ら
れ
る

こ
の
五

0
年
代
前
半
の
傾
向
は
、
後
半
に
至
っ
て
、
変
化
の
兆
し
を
見
せ
る
。
そ
の
序
奏
を
な
す
の
が
、

際
、
ソ
ビ
ニ
ト
政
府
と
交
わ
し
た
合
意
の
結
果
に
よ
り
、
そ
の
年
の
う
ち
に
一
五

0
0
0人
の
ド
イ
ツ
人
戦
争
捕
虜
、
被
抑
留
者
、
民
間

被
連
行
者
な
ど
が
ソ
連
か
ら
ド
イ
ツ
ヘ
引
き
揚
げ
て
き
た
。
そ
の
中
に
は
、
多
数
の
「
恩
赦
を
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
な
い
」
ナ
チ
犯
罪
者

(29) 

達
、
と
く
に
、
ド
イ
ツ
の
訴
追
官
庁
が
長
ら
く
捜
査
し
て
い
た
ナ
チ
犯
罪
者
も
、
多
数
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
の
他
、
多
数
の
事
件
の
解
朋

に
役
立
つ
証
人
も
い
た
。
こ
の
出
来
事
は
、

セ
ン
ク
ー
設
立
の
契
機

と
、
…
…
腹
が
立
つ
も
の
で
あ
る
」
。

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

一
九
五
五
年
末
の
ソ
ビ
エ
ト

一
九
五
五
年
九
月
に
、
時
の
連
邦
共
和
国
首
相
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
が
モ
ス
ク
ワ
を
訪
れ
た
が
、
そ
の

ナ
チ
犯
罪
追
及
の
必
要
性
を
改
め
て
認
識
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
変
化
は
、

九
五
八
年
に
「
ナ
チ
犯
罪
追
及
セ
ン
ク
ー
」
が
設
立
さ
れ
た
と
き
に
始
ま
る
。

ル
ー
ト
ヴ
ィ
ッ
ヒ
ス
プ
ル
ク
に
お
け
る
「
ナ
チ
犯
罪
追
及
セ
ン
ク
ー
」
の
設
立

で
あ
っ
た
。

ナ
チ
ス
犯
罪
の
刑
事
訴
追
の
強
化
集
中
の
た
め
の
決
定
的
な
イ
ン
パ
ル
ス
を
与
え
た
の
は
、

(30) 

部
隊
裁
判
」

(
U
l
m
e
r,
 
E
i
n
s
a
t
z
k
o
m
m
a
n
d
o
 ,
 
Pro.zeB) 

の
隊
長

(
O
b
e
r
f
u
h
r
e
r
)
が
、
戦
後
、
偽
名
を
用
い
て
ウ
ル
ム
の
近
く
の
難
民
収
容
所
の
署
長
を
し
て
い
た
（
ペ
ル
ン
ハ
ル
ト
・
フ
ィ
ッ

シ
ャ
ー
＂
シ
ュ
ヴ
ェ
ー
ダ
ー

B
e
r
n
h
a
r
d
F
i
s
c
h
e
r
-
S
c
h
 w
e
d
 er)
。
彼
は
、
非
ナ
チ
化
手
続
に
よ
り
、

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
付

（
三
四
五
）



の
で
あ
る
。
故
殺
の
相
助
に
処
せ
ら
れ
た
の
は
、

一
名
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

1
0人
と
も
「
命
令
緊
急
避
難
」
を
主
張
し
た
が
、
認
め
ら

ヽ

ヒ
ム
ラ
ー
、

ハ
イ
ト
リ
ヒ
お
よ
び
そ
の
取
り
巻
き
達
」
だ
と
さ
れ
、

1
0人
の
被
告
人
達
は
、
謀
殺
ま
た
は
故
殺
の
暫
助
と
さ
れ
た

1
0人
の
被
告
人
に
対
す
る
訴
訟
は
、

の
特
別
処
遇
の
任
務
を
帯
び
て
い
た
。

③
ウ
ル
ム
出
撃
部
隊
裁
判

一
九
五
六
年
に
逮
捕
さ
れ

道
さ
れ
た
と
き
、
あ
る
読
者
が
、
こ
の
男
が
、

関
法

第
四
一
巻
第
二
号

た
の
で
あ
る
が
、
身
元
の
確
認
の
の
ち
解
雇
さ
れ
、
こ
れ
に
対
し
て
裁
判
所
を
通
じ
て
再
雇
用
を
請
求
し
た
。
こ
の
訴
訟
が
新
聞
等
に
報

一
九
四
一
年
六
月
の
ロ
シ
ア
遠
征
開
始
時
に
、
ド
イ
ツ
ー
リ
ト
ア
ニ
ア
の
国
境
に
お
け
る

ユ
ダ
ヤ
人
の
大
量
銃
殺
の
と
き
に
重
要
な
地
位
に
つ
い
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
彼
は
、

た
。
こ
の
訴
訟
に
お
い
て
行
わ
れ
た
広
範
・
入
念
・
強
力
な
捜
査
に
よ
り
、
多
数
の
と
く
に
東
部
で
行
わ
れ
た
重
要
な
ナ
チ
犯
罪
が
こ
れ

ま
で
裁
判
所
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
て
き
て
い
な
い
と
い
う
確
証
が
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
後
に
い
わ
ゆ
る
ウ
ル
ム
出
撃
部
隊

裁
判
と
な
っ
た
。

(31) 

ウ
ル
ム
出
撃
部
隊
裁
判
と
は
次
の
よ
う
な
裁
判
で
あ
る
。
問
題
に
な
っ
た
の
は
、
国
家
警
察
と
S
D

六
月
二
二
日
に
形
成
さ
れ
た
出
撃
部
隊
の
殺
人
行
為
で
あ
る
。
こ
の
出
撃
部
隊
は
、
出
撃
団
A
の
下
に
位
置
し
、
略
し
て
、

テ
ィ
ル
ジ
ッ
ト
」
と
呼
ば
れ
た
。
こ
の
部
隊
は
、
約
二
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
広
が
る
リ
ト
ア
ニ
ア
の
国
境
線
で
、

さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
出
撃
部
隊
テ
ィ
ル
ジ
ッ
ト
だ
け
で
、
国
境
地
帯
に
お
い
て
、

「
出
撃
部
隊

ユ
ダ
ヤ
人
と
共
産
党
員

一
九
五
八
年
四
月
二
八
日
に
始
ま
り
、
第
一
判
決
に
よ
っ
て
一
九
五
八
年
八
月
二
九
日
に
終
わ

っ
た
。
リ
ト
ア
ニ
ア
で
は
総
じ
て
七
―

1
0五
人
の
ユ
ダ
ヤ
人
を
抹
殺
さ
れ
、
七
四
八
人
の
精
神
病
者
、
八
六

0
人
の
共
産
党
員
が
抹
殺

五
五

0
二
人
の
共
産
党
員
と
ユ
ダ
ヤ
人
を
抹
殺
し
た
。

被
告
人
達
は
、
共
同
の
謀
殺
な
い
し
故
殺
に
対
す
る
共
同
の
割
助
の
責
め
を
問
わ
れ
た
。
こ
の
判
決
に
お
い
て
は
、
正
犯
は
、

「
ヒ
ト
ラ

テ
ィ
ル
ジ
ッ
ト
の
一
九
四
一
年

六
八

（
三
四
六
）



れ
な
か
っ
た
。
裁
判
所
が
、
当
時
妥
当
し
て
い
た
法
状
態
か
ら
出
発
し
、
帯
助
に
も
既
遂
行
為
と
同
じ
刑
が
可
能
で
あ
る
と
し
た
。
た
だ

し
未
遂
処
罰
に
関
す
る
原
則
に
従
い
刑
を
軽
減
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
訴
訟
に
は
、

ル
ー
ト
ヴ
ィ
ッ
ヒ
ス
プ
ル
ク
・
ナ
チ
犯
罪
追
及
セ
ン
ク
ー
の
設
立

(32) 

マ
ス
コ
ミ
•
世
間
の
大
き
な
反
応
が
見
ら
れ
た
。
と
り
わ
け
政
治
家
の
姿
勢
に
も
微
妙
な
変
化
を
与
え
た
。
こ
の
裁

判
は
、
ま
た
、

マ
ス
コ
ミ
に
お
い
て
コ
メ
ソ
ト
さ
れ
、

「
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
非
道
行
為
に
関
す
る
共
同
の
資
料
の
入
手
や
交
換
で
あ
り
、
現
代
史
研
究
所
の
努
力
に
よ
る
中
央

カ
ク
ロ
グ
の
整
備
、
連
邦
と
諸
ラ
ン
ト
の
間
で
行
わ
れ
る
べ
き
協
定
」
で
あ
る
。
彼
は
、
同
時
に
マ
ス
コ
ミ
と
世
論
に
刑
事
訴
追
を
裁
判

(33) 

所
に
の
み
任
せ
な
い
よ
う
訴
え
た
。

ウ
ル
ム
出
撃
部
隊
裁
判
の
管
轄
地
域
で
あ
る
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
が
き
っ
か
け
を
与
え
、
バ
ー
デ
ン
ヴ
ュ
ル
テ

ン
ベ
ル
ク
州
の
司
法
省
の
提
案
に
よ
り
、
ペ
ル
リ
ン
を
含
め
た
連
邦
諸
ラ
ン
ト
の
司
法
大
臣
は
、

一
九
五
八
年
―
一
月
六
日
、
バ
ー
ト
・

(34) 

ハ
ル
ッ
プ
ル
ク
に
お
い
て
「
ナ
チ
犯
罪
の
検
挙
の
た
め
の
ラ
ン
ト
司
法
行
政
セ
ソ
ク
ー
」
の
設
立
を
決
定
し
た
。
そ
の
地
位
は
、

ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
近
郊
の
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ッ
ヒ
ス
プ
ル
ク
に
決
ま
っ
た
。

の
後
の
一
―
―
月
一
日
か
ら
作
業
を
開
始
し
た
。
初
代
所
長
に
は
、

さ
れ
た
。

シ
ュ
ー
レ
ま
、
9
.
 

一九―――――一年、

S
A
隊
員
と
な
り
、

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
向

チ
時
代
の
全
謀
殺
の
時
効
を
一
九
六
五
年
五
月
と
す
る
こ
と
に
賛
成
し
、

六
九

一
九
六
五
年
に
は
上
級
検
察
官
ア
ダ
ル
ペ
ル
ト
・
リ
ュ
ッ
ケ
ア

一
九
＿
―
-
五
年
か
ら
ナ
チ
党
の
党
員
で
あ
っ
た
が
、

一
九
六
四
年
に
は
、

ナ

八
年
―
一
月
六
日
に
決
定
さ
れ
た
行
政
協
定
に
よ
る
と
「
暫
定
的
な
」

ナ
チ
犯
罪
裁
判
に
対
す
る
法
政
策
的
措
置
の
必
要
性
が
論
じ
ら
れ
た
。
と
く
に
、

「
ラ
ン
ト
司
法
行
政
の
共
同
施
設
」
で
あ
る
。
そ
の
本
拠
は
、

セ
ン
ク
ー
は
、
バ
ー
ト
・
ハ
ル
ッ
プ
ル
ク
の
会
議
か
ら
数
週
間

上
級
検
察
官
エ
ル
ヴ
ィ
ン
・
シ
ュ
ー
レ

(
E
r
w
i
n
S
c
h
u
l
e
)

が
任
命

（
三
四
七
）

シ

一
九
五

こ。t
 

リ
ペ
ラ
ル
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、

「
南
ド
イ
ッ
新
聞
」
の
ミ
ュ
ラ
ー
11

マ
イ
ニ
ン
ゲ
ン

(
M
u
l
l
e
r
 ,
 
M
e
i
n
i
n
g
e
n
)

が
次
の
よ
う
に
論
じ

③
 



④
 

い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

の
管
轄
が
及
ぶ
の
で
、

セ
ン
ク
ー
の
管
轄
外
で
あ
る
。

第
四
一
巻
第
二
号

(35) 

ル
に
所
長
の
座
を
明
け
渡
す
こ
と
に
な
っ
た
。
行
政
協
定
の
第
一
節
で
は
、
そ
の
管
轄
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
た
。

ク
ー
の
活
動
は
、
当
面
、
連
邦
領
域
に
お
い
て
犯
行
現
場
の
裁
判
権
が
な
い
犯
罪
、
す
な
わ
ち
、

本
来
の
戦
闘
行
為
外
で
の
民
間
人
に
対
す
る
戦
争
事
象
と
の
関
係
に
お
い
て
、
と
く
に
い
わ
ゆ
る
出
撃
部
隊
の
活
動
に
あ
た
っ

て
実
行
さ
れ
、

(36) 

連
邦
領
域
外
で
あ
っ
て
、
強
制
収
容
所
お
よ
び
そ
の
他
類
似
の
施
設
で
実
行
さ
れ
た
犯
罪
に
及
ぶ
。

（
三
四
八
）

す
な
わ
ち
、
セ
ン
ク
ー
の
場
所
的
・
物
的
管
轄
は
、
ま
ず
、
連
邦
領
域
に
犯
行
現
場
の
裁
判
管
轄
が
な
く
、
し
か
も
第
二
次
大
戦
の
間

に
、
本
来
の
戦
闘
行
為
の
外
で
実
行
さ
れ
た
民
間
人
に
対
し
て
行
わ
れ
た
ナ
チ
殺
人
犯
罪
の
検
挙
で
あ
る
。
そ
れ
に
含
ま
れ
る
の
は
、
強

制
収
容
所
、
強
制
労
働
所
、
ゲ
ッ
ト
ー
に
お
い
て
、
ま
た
保
安
警
察
の
出
撃
隊
や

S
D
の
出
撃
団
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
謀
殺
ま
た
は
故
殺

と
評
価
さ
れ
う
る
犯
罪
行
為
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
内
の
強
制
収
容
所
で
行
わ
れ
た
犯
罪
な
ど
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
の
裁
判
所

設
立
の
際
、
ラ
ン
ト
司
法
行
政
に
よ
っ
て
合
意
を
見
た
の
は
、
各
ラ
ン
ト
が
ひ
と
り
の
検
察
官
ま
た
は
裁
判
官
を
そ
こ
へ
派
遣
す
る
と

一
九
五
九
年
初
頭
か
ら
一
九
六
四
年
晩
秋
に
い
た
る
ま
で
に
セ
ン
ク
ー
の
所
員
の
数
は
二

0
人
か
ら
二
五
人
に
の

（町）

ぼ
っ
た
。
そ
の
う
ち
七
人
か
ら

1
0人
が
検
察
官
ま
た
は
裁
判
官
で
あ
る
。

セ
ン
ク
ー
の
機
構
と
任
務

行
政
協
定
に
含
ま
れ
た
セ
ン
ク
ー
ヘ
の
委
託
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
検
挙
さ
れ
る
べ
き
犯
罪
行
為
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
入
手
可
能
な
資
料

(38) 

を
収
集
し
、
整
理
し
、
相
互
に
区
別
で
き
る
事
件
複
合
を
明
ら
か
に
し
、
行
為
者
の
存
在
を
確
か
め
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
予
備

捜
査
の
間
に
生
じ
た
事
件
は
、
次
に
、
主
犯
の
住
所
な
い
し
居
所
に
つ
き
場
所
的
管
轄
権
を
も
つ
検
察
庁
に
、
正
式
の
捜
査
手
続
の
開
始

(
b
)
 

(

a

)
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の
た
め
に
、
送
致
さ
れ
る
。

提
起
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

場
合
に
も
検
察
庁
の
介
入
が
必
要
で
あ
る
。
予
備
捜
査
を
行
う
に
あ
た
っ
て
は
、

さ
ら
に
、

七

セ
ン
ク
ー
は
、
そ
の
担
い
手
の
観
念
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
自
体
は
検
察
庁
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
公
訴
を

セ
ン
タ
ー
は
、
自
ら
、
裁
判
所
の
取
調
決
定
、
お
よ
び
捜
索
決
定
を
促
す
こ
と
も
、
ま
た
は
勾
留
命
令
を

申
請
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
セ
ン
ク
ー
に
よ
っ
て
為
さ
れ
た
予
備
捜
査
の
途
上
で
、
そ
の
よ
う
な
処
分
が
必
要
に
な
る
と
、

セ
ン
ク
ー
は
、
刑
事
警
察
の
そ
の
地
方
分
署
に
よ
っ
て

援
助
さ
れ
る
。
と
く
に
個
々
の
ラ
ン
ト
の
刑
事
警
察
署
に
設
置
さ
れ
た
特
別
委
員
会
に
よ
っ
て
援
助
さ
れ
る
。

セ
ン
ク
ー
の
任
務
は
、
実
際
上
、
ナ
チ
犯
罪
の
刑
事
訴
追
に
お
い
て
そ
れ
ま
で
行
わ
れ
た
手
続
法
方
法
の
逆
転
で
あ
る
。
取
調
は
、
従

来
の
よ
う
に
、
も
は
や
容
疑
者
に
対
す
る
告
発
に
基
づ
い
て
初
め
て
開
始
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
刑
法
上
ま
だ
訴
追
で
き
る
行

為
に
示
唆
を
与
え
る
こ
と
が
、
ま
だ
知
ら
れ
ざ
る
、
ま
た
は
ま
だ
発
見
さ
れ
て
い
な
い
行
為
関
与
者
に
対
す
る
捜
査
を
惹
き
起
こ
す
の
で

あ
る
。
そ
の
応
答
に
よ
り
、
従
来
、
時
に
は
手
続
の
開
始
が
挫
折
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
検
察
庁
の
管
轄
に
関
す
る
問
題
は
、
も
は

や
取
調
の
開
始
時
点
で
は
な
く
、
事
実
が
少
な
ぐ
と
も
大
略
に
お
い
て
解
明
さ
れ
、
少
な
く
と
も
容
疑
者
が
捜
査
さ
れ
た
時
点
で
提
起
さ

セ
ン
ク
ー
は
、
行
政
協
定
に
よ
れ
ば
、
そ
の
他
の
機
能
を
も
も
つ
。
検
察
庁
は
、
そ
の
手
続
に
お
い
て
尋
問
調
書
お
よ
び
一

件
記
録
の
形
で
作
成
さ
れ
た
本
質
的
認
識
と
そ
の
結
末
所
見
を
す
べ
て
セ
ン
タ
ー
に
報
告
し
、
同
じ
く
こ
の
手
続
に
お
い
て
発
せ
ら
れ
た

裁
判
所
の
処
分
と
決
定
を
も
報
告
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
情
報
を
カ
ー
ド
形
式
で
保
管
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

い
か
な
る

セ
ン
ク
ー

は
、
様
々
な
検
察
庁
や
裁
判
所
に
係
属
中
の
捜
査
手
続
や
刑
事
手
続
を
、
余
計
な
二
重
の
捜
査
が
回
避
さ
れ
う
る
よ
う
に
、
調
整
す
る
こ

(39) 

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

一
九
五
八
年
ご
一
月
一
日
に
活
動
を
開
始
し
た
セ
ン
ク
ー
は
、
こ
の
年
の
う
ち
に
す
で
に
六
四
件
の
予
備
捜
査
手
続
に
着
手
し
た
。

れ
る
。

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
祠

（
三
四
九
）
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ブ
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谷
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雄
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『
現
代
ド
イ
ッ
政
治
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』
(
-
九
八
六
年
）
ー
ニ
八
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
一
九
五
二
年
に
行
わ
れ
た
世

論
調
査
に
よ
る
と
、
当
時
、
ヒ
ト
ラ
ー
を
模
範
的
な
国
家
指
導
者
で
あ
る
と
す
る
も
の
が
、
三
二
。
＾

1
七
ン
ト
も
い
た
と
い
う
（
同
書
―
―
―

10頁

参
照
）
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o
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 N
S
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V
e
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e
n
 

1
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4
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1978,
1979, 
s. 
125. 
~
~
-
リ
ュ
ッ
ケ
ア
ル
に
よ
る
と
、
一
十
8四
五
年
＇
か
ら
一
九
五
一
年
'
-
―
一
月
一
五
日
ま
で
に
ナ
チ
犯
罪
で
訴
追
さ
れ

た
者
は
、
全
部
で
一
万
二
千
七
一
五
人
で
あ
り
、
九
三
八
三
人
が
法
廷
に
立
ち
、
五
三
七
二
人
が
有
罪
と
さ
れ
、
そ
の
う
ち
―
―
―
―
―
人
が
謀
殺
、

二
三
一
人
が
故
殺
の
罪
で
あ
っ
た

(ders.,
P
r
o
b
l
e
m
e
 d
e
r
 
V
e
r
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o
l
g
u
n
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e
w
a
l
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v
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r
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c
h
e
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c
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h
n
e
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r
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N
o
l
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e
m
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e
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R
e
c
h
t
l
i
c
h
e
 
u
n
d
 politische 
A
s
p
e
k
t
e
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e
r
 

N
S
-
V
e
r
b
r
e
c
h
e
r
p
r
o
z
e
s
s
e
,
 
1968, 
S. 
64.)
。
加
込
貝
の
蕊
t

グ
ラ
フ
は
、
一
十
パ
四
五
年
：
か
ら
一
九
五
一
年
の
ナ
チ
犯
罪
有
罪
者
数
を
表
し
た
も
の

で
あ
る
。

の
予
備
捜
査
手
続
を
行
っ
た
。

(40) 

る。

そ
の
中
で
も
重
要
な
の
は
、

と
く
に
、

出
撃
団
と
出
撃
部
隊
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
た
犯
罪
の
検
挙
で
あ

れ
た
。

ま
た
、

一
人
の
専
門
家
は
、

「
命
令
緊
急
避
難
」
の
専
門
と
な
っ
た
。

第
四
一
巻
第
二
号

九
五
九
年
中
頃
に
は
、

七
ン
ク
ー
の
仕
事
は
、
地
区
に
よ
っ
て
分
業
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
毎
に
専
門
家
が
配
属
さ

一
九
五
九
年
に
は
、

そ
の
成
立
後
一
年
で
、

四

0
0件

関
法

七

（
三
五

0)
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な
ど
は
一
五
年
の
経
過
で
時
効
が
完
成
す
る
。
従
っ
て
、

一
九
六

0
年
代
は
、
時
効
論
議
に
よ
っ
て
明
け
る
。

第
二
節

＇ー、ーヽ＼

は
じ
め
に

一
九
六

0
年
代
の
ナ
チ
犯
罪
の
追
及

第
四
一
巻
第
二
号

ユ
ダ
ヤ
人
の
殖
減
と
い
う
大
規
模
な
犯
行
に
直
接
加
担
し
た
と

（
三
五
四
）
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145f. な
お
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七
ン
ク
ー
の
資
料
整
理
の
様
子
に
つ
い
て
は
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宮
沢
•
前
掲
法
学
研
究
六
一
巻
二
号
三
九
頁
以
下
を
も

参
照
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そ
の
他
、
宮
沢
•
世
界
一
九
八
五
年
九
月
号
四0
頁
以
下
、
お
よ
び
同
・
一
九
八
六
年
九
月
号
一
四
頁
以
下
を
も
参
照
。
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Riickerl, 
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0., S
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.
 

日
を
時
効
の
起
算
日
と
し
て
、

一
九
六

0
年
の
初
頭
、

ナ
チ
犯
罪
の
時
効
の
問
題
が
初
め
て
公
衆
の
耳
目
を
釜
動

さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
当
時
の
刑
法
六
七
条
に
よ
れ
ば
、
法
律
上
の
規
定
に
よ
っ
て
刑
事
訴
追
が
可
能
と
な
っ
た
一
九
四
五
年
五
月
八

-
0年
以
下
の
自
由
刑
を
法
定
刑
と
す
る
犯
罪
、
例
え
ば
、
故
殺
、
傷
害
致
死
、
逮
捕
監
禁
致
死
、
強
盗

一
九
六

0
年
五
月
八
日
に
こ
れ
ら
の
ナ
チ
犯
罪
に
つ
い
て
は
時
効
と
な
る
は
ず

で
あ
っ
た
。
こ
の
時
効
論
議
に
つ
い
て
は
、
第
四
節
で
詳
論
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。

(41) 

一
九
六

0
年
代
の
初
期
、
多
数
の
ナ
チ
犯
罪
に
対
す
る
裁
判
が
行
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
代
に
行
わ
れ
た
ナ
チ
犯
罪
の
解
明
の
た

め
の
努
力
の
総
数
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
行
わ
れ
た
捜
査
の
数
や
処
罰
に
ま
で
至
ら
ず
に
打
ち
切
ら
れ
た
手
続
の
数
を
見
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
百
件
に
一
件
の
捜
査
の
み
が
手
続
の
開
始
に
至
り
、
有
罪
判
決
に
ま
で
至
っ
た
の
は
さ
ら
に
微
々
た
る
数
の
も
の
に
す
ぎ
な

い
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
こ
の
よ
う
な
裁
判
に
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
、
我
々
の
法
に
対
す
る
考
え
方
に
真

剣
に
挑
戦
状
を
突
き
つ
け
る
こ
と
に
な
る
し
そ
こ
で
は
、
刑
罰
の
意
味
が
問
い
直
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
ほ
か
、
こ
の
よ
う
な
裁
判

の
意
義
は
、

ナ
チ
の
犯
罪
の
大
き
な
全
体
を
忘
却
の
彼
方
に
押
し
や
ら
な
い
と
い
う
点
に
あ
っ
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
被

告
人
や
有
罪
者
の
絶
対
数
は
、
歴
史
家
の
見
解
で
は
一

0
万
人
の
者
が
、

関
法

七
六



C
o
m
p
a
n
y
)
な
ど
に
勤
め
た
あ
と
、

ア
ド
ル
フ
・
ア
イ
ヒ
マ
ン
は
、

表
わ
し
て
い
る
。

ナ
チ
犯
罪
の
処
理
は
、

イ
ス
ラ
ニ
ル
の
諜
報
機
関
に
よ
っ
て
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
か
ら
イ
ス
ラ
ニ
ル
に
護
送
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
広
く
世
界
の
注
目
を
集
め
る
こ

と
と
な
っ
た
。
ア
イ
ヒ
マ
ン
の
逮
捕
、
お
よ
び
彼
を
イ
ス
ラ
エ
ル
の
裁
判
所
で
裁
こ
う
と
い
う
意
図
は
、
ド
イ
ツ
の
連
邦
議
会
に
お
け
る

時
効
論
議
の
最
中
に
新
聞
や
ラ
ジ
オ
に
よ
っ
て
広
く
報
道
さ
れ
た
。
裁
判
は
、

所
に
お
い
て
開
始
さ
れ
、
八
月
一
四
日
ま
で
、

九
六
二
年
六
月
一
日
に
は
、
こ
の
死
刑
判
決
が
執
行
さ
れ
た
。

ア
イ
ヒ
マ
ン
裁
判
の
報
告
と
し
て
著
名
に
な
っ
た
著
書
に
ハ
ナ
・
ア
レ
ン
ト
の
『
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
の
ア
イ
ヒ
マ
ン
』

の
行
為
者
の
外
見
上
の
風
貌
と
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
表
現
す
る
た
め
に
、
よ
く
引
用
さ
れ
る
。

「
人
々
は
、
二

0
世
紀
の
大
悪
党
を
予
期

(44) 

し
て
い
た
が
、
歴
史
的
に
比
類
の
な
い
卑
劣
な
行
為
が
、
こ
の
月
並
み
な
姿
に
人
格
化
し
て
い
た
の
だ
っ
た
」
。
こ
の
言
葉
は
、
犯
罪
後

何
年
も
経
っ
て
起
訴
さ
れ
、
ほ
と
ん
ど
が
七

0
歳
を
越
え
る
老
人
と
な
っ
た
ナ
チ
犯
罪
の
被
告
人
の
裁
判
に
よ
る
追
及
の
困
難
性
を
よ
く

ヴ
ィ
ー
ン
の
石
油
会
社
(
V
a
c
u
u
m
Oil 

(45) 

一
九
三
四
年
一

0
月
に
、
ヒ
ム
ラ
ー
の

S
D
の
保
安
本
部
に
職
を
求
め
た
。
そ
の
後
、
一
九
三
九
年

(46) 

に
ラ
イ
ヒ
保
安
本
部
の
第
四
部
の
ユ
ダ
ヤ
人
担
当
者
(
I
V

B
 4
)

の
長
と
な
っ
た
。
ラ
イ
ヒ
保
安
本
部
は
、
全
部
で
六
つ
の
部
を
も
ち
、

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
祠

が
あ
る
。
こ
の
著
書
の
副
題
は
、

(2) 

ア
イ
ヒ
マ
ン
裁
判

一
九

0
六
年
一
二
月
一
九
日
に
ゾ
ー
リ
ン
ゲ
ン
に
生
ま
れ
、

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
相
対
的
に
少
数
に
す
ぎ
な
い
。

一
九
六

0
年
五
月
―
―
日
に
は
、
元
S
S
の
突
撃
隊
長
ア
ド
ル
フ
・
ア
イ
ヒ
マ
ン
(
A
d
o
l
f
E
i
c
h
m
a
n
n
)
が

口
頭
弁
論
が
開
催
さ
れ
、

七
七

一
九
六
一
年
四
月
―
一
日
に
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
の
地
区
裁
判

(42) 

一
九
六
一
年
―
二
月
一
五
日
に
は
死
刑
判
決
が
下
さ
れ
た
。

「
悪
人
の
月
並
み
さ
に
つ
い
て
の
報
告
」
で
あ
る
が
、
こ
の
言
葉
は
、
被
告
人
の
ナ
チ
犯
罪
行
為
と
そ

（
三
五
五
）

(43) 

（
一
九
六
四
年
）



①
 

ま、＂ 

第
四
一
巻
第
二
号

第
四
部
は
、
さ
ら
に
カ
ト
リ
ッ
ク
を
対
象
と
す
る
第
一
担
当
課
、
プ
ロ
テ
ス
ク
ン
ト
を
対
象
と
す
る
第
二
担
当
課
、
そ
の
他
の
教
会
や
フ

ア
イ
ヒ
マ
ン
は
、
終
戦
後
か
ら
隠
れ
住
ん
で
い
た
ア
ル
ゼ
ソ
チ
ン
で
発
見
さ
れ
た
。
イ
ス
ラ
ニ
ル
は
、
一
九
六

0
年
に
そ
の
（
モ
サ
ド
）

秘
密
諜
報
員
を
使
っ
て
、
彼
を
そ
の
自
身
の
裁
判
管
轄
内
に
移
送
す
る
た
め
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
ヘ
送
ら
れ
る
の
を
阻
止
す

こ
れ
ら
の
国
に
お
い
て
、

と
ナ
チ
の
帯
助
者
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
」
で
あ
る
。
そ
の
法
律
は
、
管
理
理
事
会
法
第
一

0
号
に
範
を
求
め
た
も
の
で
あ
っ
て
、
遡
及

効
を
も
ち
、
そ
の
場
所
的
適
用
範
囲
に
お
い
て
限
定
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
多
数
の
法
治
国
家
を
標
榜
す
る
法
律
家
に
よ

っ
て
反
対
さ
れ
た
。
そ
の
他
、

ア
イ
ヒ
マ
ン
は
、

ハ
ン
ガ
リ
ー
ま
た
は
ボ
ー
ラ
ン
ド
で
の
裁
判
が
考
え
ら
れ
た
。
な
ぜ
な
ら
、

ア
イ
ヒ
マ
ソ
の
決
定
的
な
関
与
に
よ
っ
て
「
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
の
最
終
的
解
決
」
が
実
現
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

一
九
五

0
年
八
月
一

0
日
に
イ
ス
ラ
ニ
ル
の
議
会

(
K
n
e
s
s
e
t
h
)

に
よ
っ
て
可
決
さ
れ
た
「
ナ
チ
ス

ア
イ
ヒ
マ
ン
の
拉
致
と
い
う
事
実
に
も
違
法
行
為
と
し
て
疑
問
が
あ
っ
た
。

一
五
項
目
の
訴
因
に
関
し
、

ニ
ュ
ル
ン
ペ
ル
ク
裁
判
の
法
思
考
に
倣
っ
て
い
る
点
が
顕
著
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

ユ
ダ
ヤ
人
の
民
族
に
対
す
る
犯
罪
と
し
て
、
抹
殺
裁
判
所
で
の
、
出
撃
部
隊
に
よ
る
、
強
制
労
働
所
に
お
け
る
、
お
よ
び
ゲ
ッ
ト

ー
と
強
制
収
容
所
に
お
け
る
六
百
万
人
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
殺
害
。
ア
イ
ヒ
マ
ン
は
、

と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ア
イ
ヒ
マ
ン
裁
判
の
法
的
基
礎
は
、

ユ
ダ
ヤ
人
問

一
九
六
一
年
四
月
―
一
日
に
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
の
区
裁
判
所
に
起
訴
さ
れ
た
。
こ
の
法
律

(
4
7
)
 

一
五
の
訴
因
と
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

る
た
め
、
彼
を
拉
致
し
た
。
モ
ス
ク
ワ
の
説
明
に
よ
れ
ば
、

リ
ー
メ
イ
ス
ン
を
担
当
す
る
第
三
課
、
そ
し
て
、
第
四
課
は
、

「
最
終
的
解
決
に
対
す
る
受
託
官
」
と
し
て
有
責

題
の
「
最
終
的
解
決
」
の
中
心
地
で
あ
っ
た
。

ユ
ダ
ヤ
人
問
題
の
担
当
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
彼
の
課
は
、

第
四
部
は
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、

四
部
は
、

一
般
に
は
ゲ
シ
ュ
ク
ボ
と
通
称
さ
れ
て
お
り
、

「
敵
対
者
制
圧
」
が
そ
の
任
務
で
あ
っ
た
。

関
法

七
八

（
三
五
六
）



こ
の
裁
判
の
被
告
人
ア
イ
ヒ
マ
ン
の
イ
ス
ラ
ニ
ル
諜
報
機
関
に
よ
る
拉
致
は
、

こ
の
点
が
議
論
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
裁
判
に
お
い
て
は
、
被
告
人
の
人
柄
、
お
よ
び
彼
に
よ
っ
て
指
揮
さ
れ
た
犯
罪
の
程
度
は
、

ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
ナ
チ
犯
罪
に
対
す
る
一
層
の
議
論
を
呼
び
起
こ
し
た
。
上
記
の
よ
う
に
、
拉
致
に
対
す
る
国
際
的
批
判
が
あ
り
、
そ

し
て
、
イ
ス
ラ
＝
ル
の
見
世
物
裁
判
で
あ
る
こ
と
を
恐
れ
た
た
め
に
、
裁
判
は
、
厳
密
に
法
治
国
的
に
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
ア
イ

ヒ
マ
ン
と
い
う
人
物
に
お
い
て
「
最
終
的
解
決
」
の
条
件
と
程
度
を
明
ら
か
に
示
す
と
い
う
そ
の
目
的
を
達
成
し
た
。

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
祠

⑬

t
⑮
 

対
す
る
抹
殺
措
置
、
お
よ
び

L
i
d
i
c
e
,
 
K
i
n
d
e
r
に
対
す
る
殺
害
を
挙
げ
る
。

S
S
や

S
D
お
よ
び
ゲ
シ
ュ
タ
ポ
の
構
成
員
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

R
2⑫
 
こ
こ
で
は
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
と
し
て
、
ボ
ー
ラ
ン
ド
市
民
の
強
制
移
住
、

⑥
第
八
の
訴
因
は
、

「
戦
争
犯
罪
」

で
あ
る
。

⑦
第
七
の
訴
因
は
、
財
産
の
強
奪
で
あ
る
。

さ
れ
る
。

⑥
 
第
六
は
、
国
民
的
、
人
種
的
、
宗
教
的
そ
し
て
政
治
的
理
由
か
ら
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
迫
害
に
関
係
す
る
。
人
道
に
対
す
る
犯
罪
と
称

⑤
 
第
五
の
訴
因
は
、
以
上
の
訴
因
を
総
括
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
人
道
に
対
す
る
犯
罪
」
と
称
さ
れ
る
。

④
第
四
の
訴
因
は
、
不
妊
術
と
堕
胎
に
よ
る
出
産
妨
害
で
あ
る
。

③
 殺

の
故
意
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
た
も
の
た
る
べ
き
で
あ
る
。

③
 

第
三
点
は
、
肉
体
的
・
精
神
的
損
害
の
惹
起
で
あ
る
。
ド
イ
ッ
法
で
は
「
傷
害
」
に
あ
た
る
。

七
九

第
二
の
訴
因
は
、
死
に
至
る
劣
悪
な
生
活
条
件
を
作
り
出
し
た
こ
と
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
行
為
は
、

ユ
ダ
ヤ
民
族
の
抹

ソ
ビ
ニ
ト
市
民
の
強
制
移
住
、

(48) 

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
主
権
を
侵
す
も
の
で
あ
り
、
国
連
で

マ
ス
コ
ミ
の
報
道

（
三
五
七
）

ジ
プ
シ
ー
に



査
手
続
が
行
わ
れ
た
。
ま
た
、

セ
ン
ク
ー
で
は
、

セ
ン
タ
ー
の
も
つ
戦
力
は
、
比
較
的
小
さ
か
っ
た
が
、

た
が
、
そ
の
う
ち
に
、

①
 

に
よ
れ
ば
、

第
四
一
巻
第
二
号

ア
イ
ヒ
マ
ン
裁
判
が
、
ド
イ
ツ
の
司
法
に
対
し
て
ナ
チ
犯
罪
追
及
を
強
化
す
る
べ
く
影
響
し
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
リ

ュ
ッ
ケ
ア
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
誤
り
で
あ
り
、
す
で
に
、
ア
イ
ヒ
マ
ン
裁
判
の
前
か
ら
外
圧
に
よ
ら
ず
に
強
化
さ
れ
は
じ
め
て
い
た
と

(49) 

.
「
/

ル
ー
ト
ヴ
ィ
ッ
ヒ
ス
プ
ル
ク
・
セ
ン
ク
ー
の
活
動
と
そ
れ
に
対
す
る
批
判

セ
ン
ク
ー
の
活
動

（
三
五
八
）

ナ
チ
犯
罪
追
及
セ
ン
ク
ー
は
、
集
中
的
に
行
わ
れ
る
、
専
ら
ナ
チ
犯
罪
の
検
挙
に
向
け
ら
れ
た
捜
査
活
動
、
地
理
的
な
観
点
や
個
別
事

例
毎
に
専
門
的
な
観
点
に
従
っ
た
作
業
領
域
の
分
配
、
専
門
職
員
同
士
で
の
ア
イ
デ
ア
の
交
換
、
お
よ
び
そ
れ
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
迅

速
な
経
験
の
積
み
重
ね
、
な
ら
び
に
、
、
必
要
な
発
見
手
段
お
よ
び
補
助
手
段
が
存
在
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
ぐ
に
成
果
を
挙
げ
始
め
た
。

(3) 

関
法

一
種
の
「
司
法
の
看
板
」
、

セ
ン
ク
ー
に
は
、
初
め
は
、
た
ん
に
恥
部
を
隠
す
い
ち
じ
く
の
葉
と
し
て
の
機
能

(
F
e
i
g
e
n
b
l
a
t
t
-
F
u
n
k
t
i
o
n
)

の
み
を
期
待
さ
れ
て
い

(50) 

「
連
邦
共
和
国
の
法
意
思
の
シ
ン
ボ
ル
」
に
ま
で
高
め
ら
れ
た

U

一
九
五
九
年
か
ら
一
九
六
四
年
ま
で
に
、
大
き
な
犯
罪
事
件
に
つ
き
、
予
備
捜

一
九
五
八
年
ご
一
月
一
日
の
そ
の
活
動
の
開
始
か
ら
一
九
六
四
年
ま
で
に
全
体
で
七
〇

(
5
1
)
 

一
件
の
予
備
捜
査
を
行
い
、
そ
の
う
ち
五
四
五
件
が
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
検
察
官
に
送
致
さ
れ
た
。

さ
て
、
検
察
庁
と
警
察
の
間
に
は
誰
が
通
常
の
刑
事
事
件
に
お
い
て
事
実
上
「
捜
査
手
続
の
主
」
で
あ
る
か
が
争
わ
れ
て
い
る
が
、

チ
犯
罪
手
続
に
お
い
て
は
、
検
察
官
が
、
捜
査
の
種
類
と
規
模
に
つ
き
責
任
を
負
う
ば
か
り
で
は
な
く
、
事
実
上
も
決
定
す
る
こ
と
に
疑

(52) 

い
は
な
い
。
セ
ン
ク
ー
に
よ
っ
て
、
限
定
さ
れ
た
区
別
さ
れ
た
行
為
複
合
に
関
し
て
行
わ
れ
た
予
備
捜
査
は
、
通
常
、
知
ら
れ
た
す
べ
て

の
関
与
者
、
ま
た
未
だ
知
ら
れ
て
い
な
い
関
与
者
、
す
な
わ
ち
、
多
数
の
潜
在
的
な
被
疑
者
を
含
む
の
で
あ
る
か
ら
、
検
察
庁
に
送
致
さ

八
〇

ナ



R
 

れ
た
事
件
は
非
常
に
し
ば
し
ば
大
裁
判
に
発
展
し
た
。
そ
れ
ら
の
事
件
の
処
理
に
必
要
な
、
ど
の
よ
う
に
そ
の
よ
う
な
裁
判
を
実
際
上
行

う
べ
き
か
と
い
う
基
本
的
知
識
と
知
見
を
、
あ
ら
ゆ
る
専
門
家
は
、
差
し
当
た
り
み
ず
か
ら
進
ん
で
身
に
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

そ
れ
に
は
、

ナ
チ
時
代
の
重
要
な
事
件
や
、

に
関
与
し
た
、
ま
た
は
関
与
の
疑
い
を
も
た
れ
て
い
る
機
関
に
つ
い
て
の
知
識
、
さ
ら
に
当
時
の
ド
イ
ツ
国
防
軍
保
安
警
察
、

S
S
な
ど

の
職
階
や
職
名
な
ど
の
些
事
に
関
す
る
知
識
が
属
し
た
。
法
学
教
育
は
、
こ
れ
に
は
何
の
役
に
も
立
た
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
容

疑
者
た
る
ナ
チ
犯
罪
者
の
方
は
、
も
と
の
警
察
官
の
訓
練
を
受
け
た
も
の
で
あ
っ
て
、
刑
事
訴
追
機
関
の
弱
点
を
知
悉
し
、
し
か
も
、
元

セ
ン
ク
ー
に
対
す
る
批
判

J¥ 

一
九
六
九
年
―
一
月

セ
ン
ク
ー
は
、
官
庁
で
は
な
く
、
国
家
の
権
威
を
と

一
九
六
六
年
に
「
。
ハ
ノ
ラ
マ
」
と
い
う
テ
レ
ビ

と
き
に
は
知
ら
れ
て
い
な
い
政
治
的
、
軍
事
的
事
件
に
つ
い
て
の
知
識
、
さ
ら
に
犯
罪
複
合

ル
ー
ト
ヴ
ィ
ッ
ヒ
ス
プ
ル
ク
・
セ
ン
ク
ー
に
対
す
る
批
判
や
消
極
的
評
価
は
、
自
ら
が
刑
事
上
の
取
調
を
受
け
る
恐
れ
の
あ
る
人
々
か

ら
の
み
な
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
公
的
に
も
私
的
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
行
わ
れ
た
。

番
組
の
中
で
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ッ
ヒ
ス
プ
ル
ク
の
選
挙
前
の
市
長
が
、
次
の
よ
う
に
発
言
し
、

ー
ト
ヴ
ィ
ッ
ヒ
ス
プ
ル
ク
市
に
と
っ
て
、

シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
の
行
政
裁
判
所
で
行
わ
れ
た
訴
訟
に
お
い
て
、
原
告
は
、

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
⇔

の
同
僚
と
訴
訟
経
験
を
交
換
し
あ
っ
て
情
報
を
集
め
て
い
た
。

マ
ス
コ
ミ
の
話
題
と
な
っ
た
。
司
会
者
の
、

セ
ソ
ク
ー
は
迷
惑
か
ど
う
か
と
い
う
質
問
に
答
え
て
、
市
長
は
、
当
時
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

「
迷
惑
だ
な
ど
と
は
言
い
た
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、
評
判
が
よ
い
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
外
国
で
も
国
内
で
も
、
こ
の
セ
ン
ク
ー
は
、
確

(53) 

か
に
市
と
し
て
当
然
に
も
つ
特
定
の
臭
い
を
も
っ
て
い
ま
す
か
ら
」
。

も
な
わ
な
い
施
設
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
最
高
の
ラ
ソ
ト
官
庁
が
、
協
定
に
よ
っ
て
、
連
邦
官
庁
と
ラ
ン
ト
官
庁
の
間
に
位

(54) 

置
す
る
官
庁
を
作
る
の
は
基
本
法
に
反
す
る
か
ら
で
あ
る
。
バ
ー
デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
の
行
政
裁
判
所
は
、（

三
五
九
）

Jレ



さ
れ
た
検
事
が
事
件
を
引
き
継
ぎ
、

一
九
六
三
年
当
時
、

一
九
六
五
年
五
月
に
謀
殺
の
時
効

執
行
権

る」。

関
法
第
四
一
巻
第
二
号

(55) 

一
三
日
の
判
決
に
よ
っ
て
こ
の
問
題
に
つ
き
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
た
。

法
上
の
機
関
規
範
に
も
と
づ
く
、
国
家
機
関
に
分
類
さ
れ
る
、
権
利
能
力
の
な
い
設
備
で
あ
り
、
そ
れ
は
外
に
向
か
っ
て
は
高
権
的
に
活

動
す
る
権
限
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。
…
…
そ
れ
は
刑
事
司
法
の
領
域
で
の
特
別
の
活
動
に
対
す
る
諸
ラ
ン
ト
の
公
法
上
の
行
政
協
定
に
よ

っ
て
作
ら
れ
、
外
部
的
効
果
を
も
っ
て
活
動
す
る
権
限
を
も
つ
。
か
く
し
て
、
そ
れ
は
、
そ
の
活
動
か
ら
み
て
司
法
機
関
に
編
入
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
諸
ラ
ン
ト
の
行
政
が
そ
の
よ
う
な
官
庁
を
こ
の
目
的
で
作
る
権
限
を
も
つ
か
ど
う
か
が
こ
こ
で
問
題
に
な
る
こ

と
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
創
設
行
為
が
、
万
一
違
法
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
そ
の
存
在
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ

外
国
で
行
わ
れ
た
も
の
だ
け
で
は
な
く
あ
ら
ゆ
る
ナ
チ
犯
罪
に
関
す
る
捜
査
が
起
訴
へ
と
熟
し
て
く
る
ま
で
、

ル
ク
で
予
備
捜
査
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
目
的
か
ら
セ
ン
ク
ー
を
拡
張
し
、
そ
れ
に
相
応
し
い
検
察
官
数
を
あ
ら
ゆ
る
連
邦
の

ラ
ン
ト
か
ら
確
保
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
ペ
ル
リ
ン
の
カ
マ
ー
裁
判
所
の
上
級
検
事
は
、
司
法
大
臣
会
議
で
、
連
邦
共
和
国
の
全
上

級
検
事
の
職
務
範
囲
か
ら
セ
ン
ク
ー
に
結
集
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
特
別
の
地
位
を
も
た
な
い
共
同
作
業
体
と
し
て
、

ま
ず
予
備
捜
査
を
行
う
が
、
次
に
個
々
の
事
件
で
、
行
為
と
行
為
者
を
特
定
す
る
や
、
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
の
地
区
の
セ
ン
ク
ー
に
配
属

公
訴
を
提
起
し
、

裁
判
所
の
手
続
を
行
う
。

ル
ー
ト
ヴ
ィ
ッ
ヒ
ス
プ

七
ン
ク
ー
は
、

こ
の
よ
う
に
し
て
協
力
し
あ
っ
た
検
事
は
、

限
（
勾
留
命
令
の
申
請
）
を
行
使
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
あ
ら
ゆ
る
事
件
を
予
備
捜
査
か
ら
起
訴
に
い
た
る
ま
で
扱
う
こ
と
が
可
能

に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
提
案
は
、
時
機
を
得
て
い
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、

が
迫
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
知
ら
れ
た
全
事
件
に
つ
き
裁
判
官
に
よ
っ
て
時
効
を
中
断
さ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
こ
の
提
案
を
実
現
し
よ

う
と
す
る
と
、
当
時
係
属
し
て
い
た
予
備
捜
査
手
続
な
ど
か
ら
み
て
少
な
く
と
も
一

0
0名
の
検
事
と
そ
の
他
の
職
員
が
必
要
で
あ
っ
た
。

「
こ
の
セ
ン
ク
ー
は
、
司
法
官
庁
で
あ
る
。

It
だ
し
そ
れ
は
公

J¥ 

（
三
六

0)



九
四
五
年
五
月
九
日
以
前
に
実
行
さ
れ
た
犯
罪
の
時
効
は
、

J¥ 

（
三
六
一
）

ご
一
月
九
日
の
会
議
に
お
い
て
、

一
九
六
四
年

一
九
六
四
年
―
二
月
八
日
の

C

一
万
人
か
ら
一
〇

憲
法
上
の
理
由
か
ら
延
長
で
き
な
い
と
い
う
事
実
に
鑑
み
て
」

そ
の
日
、

-, 

お
い
て
会
議
を
開
き
、

一
九
六
四
年
―
一
月
二

0
日
に
ボ
ン
に

(4) 

(
5
6
)
 

そ
の
他
も
ろ
も
ろ
の
事
情
を
考
慮
し
て
も
、
こ
の
提
案
は
、
当
時
、
実
現
不
能
で
あ
っ
た
。

時
効
の
接
近
と
外
国
の
ナ
チ
犯
罪
資
料
の
入
手

後
述
す
る
よ
う
に
、

一
九
六
四
年
に
は
、

ナ
チ
政
権
の
下
で
行
わ
れ
た
謀
殺
の
二

0
年
の
時
効
の
完
成
が
一
九
六
五
年
春
に
近
づ
き
、

世
論
に
お
い
て
も
ナ
チ
犯
罪
処
罰
に
関
す
る
関
心
が
高
ま
っ
て
い
た
。
当
時
の
ナ
チ
犯
罪
追
及
七
ソ
ク
ー
の
所
長
は
、
す
で
に
、
将
来
今

ま
で
に
ま
だ
発
見
さ
れ
て
い
な
い
犯
罪
複
合
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
は
予
想
で
き
な
い
と
し
て
、
謀
殺
の
時
効
を
延
長
す
る
必
要

(57) 

は
な
い
と
表
明
し
て
い
た
。

一
九
六
四
年
―
一
月
五
日
お
よ
び
―
一
日
に
は
、
連
邦
政
府
は
、
詳
細
な
審
議
の
後
、
自
ら
は
時
効
の
延
長

に
関
す
る
法
案
を
議
会
に
提
出
し
な
い
こ
と
を
決
議
し
た
。
実
際
に
、
す
べ
て
の
ナ
チ
犯
罪
が
把
握
さ
れ
、
必
要
な
限
度
で
関
係
者
に
関

し
て
時
効
期
間
の
経
過
が
適
宜
中
断
で
き
る
よ
う
確
保
す
る
べ
く
、
ラ
ン
ト
の
司
法
大
臣
達
は
、

セ
ン
ク
ー
の
管
轄
を
国
内
で
実
行
さ
れ
た
ナ
チ
犯
罪
に
拡
大
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
殺
到
す
る
こ
と
に
な
る
過
剰
な

仕
事
を
こ
な
す
た
め
に
、
さ
ら
に
五
人
の
検
察
官
を
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ッ
ヒ
ス
プ
ル
ク
に
派
遣
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
連
邦
政
府
は
、

「
内
外
の
あ
ら
ゆ
る
政
府
、
組
織
お
よ
び
個
人
に
」
そ
の
手
中
に
あ
る
、
連
邦
共
和
国
に
従
来
知
ら
れ
て
い
な
い
ナ
チ
犯
罪
と
ナ
チ
犯
罪

者
に
関
す
る
資
料
を
ナ
チ
犯
罪
追
及
セ
ン
ク
ー
に
提
供
さ
れ
る
よ
う
公
開
の
呼
び
か
け
を
行
っ
た
。
連
邦
政
府
の
呼
び
か
け
の
翌
日
、

一
月
二
三
日
に
は
、

u
p
I
の
報
道
に
よ
れ
ば
、
東
ド
イ
ツ
の
最
高
裁
の
長
官
は
、
東
ド
イ
ツ
の
文
書
館
に
は
ま
だ
、

万
人
の
ド
イ
ツ
人
の
罪
を
記
し
た
「
も
の
す
ご
い
量
」
の
資
料
が
山
積
み
に
さ
れ
て
い
る
と
表
朋
し
た
。

D
u
/
C
S
U
お
よ
び
S
P
D
の
議
員
団
の
共
同
の
提
議
に
従
っ
て
、
連
邦
議
会
は
、

一
月
二

0
日
の
連
邦
政
府
の
呼
び
か
け
に
応
じ
て
、
遅
滞
な
く
連
邦
諸
ラ
ン
ト
の
政
府
と
交
渉
を
す
る
よ
う
、
こ
の
提
案
に
応
じ
て
要
請

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
日



一
九
六
五
年
一
二
月
一
日
ま
で
に
考
察
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
謀
殺
事
件
に
お
い
て
、
捜
査
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、

そ
し
て
時
効
の
中
断
が
確
保
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
必
要
な
場
合
に
は
、
連
邦
政
府
が
、
他
の
方
法
を
も
っ
て
し
て
は
そ
の
よ
う
な
謀

殺
行
為
は
確
保
さ
れ
え
な
い
と
い
う
確
信
に
達
し
た
場
合
に
は
、
連
邦
政
府
が
、
時
効
延
長
の
問
題
を
適
時
に
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
と
協
力

④
連
邦
司
法
大
臣
は
、

③
 
組
織
的
な
検
討
は
、
ラ
ン
ト
の
司
法
行
政
部
の
セ
ン
タ
ー
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。

．．．．．． 

(

C

)

 

外
国
、
と
く
に
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
か
ら
入
手
さ
れ
う
る
も
の
。

(
b
)
 

(

a

)

 

③
 

①
 

第
四
一
巻
第
二
号

し
た
。
そ
の
内
容
は
、
以
下
の
如
く
で
あ
る
。

「
ナ
チ
時
代
に
お
け
る
大
量
殺
人
の
追
及
と
検
挙
の
た
め
に
検
察
と
裁
判
所
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
作
業
を
完
全
に
承
認
し
て
、

ヴ
ィ
ッ
ヒ
ス
プ
ル
ク
・
セ
ン
ク
ー
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
、
こ
の
よ
う
な
殺
人
行
為
を
贖
罪
し
、
そ
れ
に
責
任
を
負
い
、
そ
の
責
め
を
帰
せ

ら
れ
る
べ
き
す
べ
て
の
人
々
に
適
正
な
処
罰
を
受
け
さ
せ
る
と
い
う
目
的
を
も
つ
検
討
を
と
く
に
評
価
し
て
、
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
は
、
あ

ら
ゆ
る
把
握
可
能
な
事
件
に
お
い
て
適
時
の
時
効
の
中
断
を
達
成
す
る
た
め
に
、
こ
の
努
力
を
い
っ
そ
う
強
く
迅
速
に
継
続
す
る
こ
と
を

要
求
す
る
。
そ
れ
は
一
九
六
四
年
―
一
月
二

0
日
の
連
邦
政
府
の
呼
び
か
け
に
続
く
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
殺
人
行
為
の
検
挙
の
た

め
の
資
料
が
存
在
す
る
す
べ
て
の
も
の
が
ド
イ
ツ
の
官
庁
に
役
立
て
ら
れ
る
よ
う
希
望
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
連
邦
政
府
は
次
の
よ
う
な
協

(58) 

定
を
締
結
す
る
目
的
で
遅
滞
な
く
連
邦
州
の
政
府
と
交
渉
す
る
こ
と
を
要
請
さ
れ
る
。

ナ
チ
時
代
か
ら
の
す
べ
て
の
謀
殺
行
為
に
関
す
る
全
記
録
資
料
が
体
系
的
に
評
価
さ
れ
る
こ
と
、

こ
の
検
討
に
お
い
て
は
、
次
の
す
べ
て
の
資
料
が
含
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

連
邦
共
和
国
領
域
に
お
い
て
存
在
す
る
が
、
ま
だ
整
理
さ
れ
て
い
な
い
も
の
、

ソ
ビ
エ
ト
占
領
地
域
の
文
書
の
う
ち
入
手
可
能
な
も
の
、

関
法

八
四

（
三
六
二
）

レ
ー
ト

I
 



の
反
応
は
な
か
っ
た
。

こ。t
 

合
い
、
上
記
第
③
点
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
変
更
さ
れ
た
。

し
て
検
討
す
る
用
意
が
あ
る
か
ど
う
か
を
報
告
す
る
こ
と
を
委
託
さ
れ
る
」
。

こ
の
―
二
月
九
日
の
連
邦
議
会
の
会
議
の
二
日
後
、

「
組
織
的
な
検
討
は
、

一
九
六
五
年
二
月
初
旬
、

ル
ー
ト
ヴ
ィ
ッ
ヒ
ス
プ
ル
ク
の
ナ
チ
犯
罪
追
及
の
た
め
の
ラ
ン
ト
司
法
行
政
セ
ン
ク
ー
に
委
ね
ら
れ
る
」
。

「
セ
ン
ク
ー
は
、
ボ
ー
ラ
ン
ド
の
官
庁
と
ボ
ー
ラ
ン
ド
占
領
地
域
に
存
在
し
た
書
類
の
検
討
の
た
め
に
、
た
だ
ち
に
連
絡
を
と
る
べ
き

(59) 

で
あ
る
」
。

そ
の
一
週
間
後
す
で
に
ワ
ル
シ
ャ
ワ
の
司
法
省
に
お
い
て
ボ
ー
ラ
ン
ド
主
要
委
員
会
と
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ッ
ヒ
ス
プ
ル
ク
・
セ
ン
ク
ー
の
間

で
会
合
が
も
た
れ
、
ボ
ー
ラ
ソ
ド
の
文
書
館
に
存
在
す
る
資
料
を
検
討
す
る
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
処
理
方
法
を
と
る
か
が
討
議
さ
れ
た
。

セ
ン
ク
ー
の
検
察
官
グ
ル
ー
プ
が
ワ
ル
シ
ャ
ワ
を
訪
れ
、
四
週
間
滞
在
し
て
ポ
ー
ラ
ン
ド
司
法
省
や
ワ
ル
シ
ャ

ワ
の
ユ
ダ
ヤ
歴
史
博
物
館
に
あ
っ
た
記
録
を
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、
ボ
ー
ラ
ソ
ド
の
文
書
館
が
、
従
来
ま
だ
刑
事
訴
追
さ
れ
て
い
な
い

膨
大
な
数
の
犯
罪
に
関
す
る
証
拠
資
料
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
少
な
く
と
も
、

に
含
ま
れ
て
い
る
ナ
チ
謀
殺
罪
の
大
多
数
に
つ
き
適
時
、
時
効
の
中
断
が
可
能
に
な
る
よ
う
措
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ

(60) 

そ
の
他
の
国
か
ら
も
―
一
月
二

0
日
の
呼
び
か
け
に
対
す
る
反
応
が
あ
っ
た
。
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
か
ら
は
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア

反
フ
ァ
シ
ズ
ム
抵
抗
グ
ル
ー
プ
の
代
表
者
か
ら
記
録
の
コ
ピ
ー
が
送
付
さ
れ
て
き
た
。
プ
ル
ガ
リ
ア
、

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
は
、
文
書
館
の
資
料
を
調
査
中
で
あ
る
と
の
回
答
が
あ
っ
た
。
ア
ル
バ
ニ
ア
は
、
役
立
て
う

る
資
料
は
な
い
と
宣
言
し
た
。
ソ
ビ
エ
ト
か
ら
の
反
応
は
遅
か
っ
た
が
、

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
祠

八
五

（
三
六
―
―
―
)

セ
ン
ク
ー
の
所
員
が
文
書
館
の
資
料
を
検
討
す
る
可
能
性
を
見

ご
一
月
―
―
日
に
は
、
連
邦
司
法
大
臣
が
九
つ
の
諸
ラ
ン
ト
の
司
法
大
臣
と
話
し

ル
ー
マ
ニ
ア
、

ハ
ン
ガ
リ
ー
か
ら

一
九
六
五
年
五
月
八
日
ま
で
に
そ
こ



捜
査
協
力
願
い
に
も
全
く
答
え
な
く
な
っ
た
。

の
で
あ
る
。
こ
の
発
表
の
時
点
は
、
ま
さ
し
く
シ
ュ
ー
レ
が
、

料
を
検
討
す
る
た
め
に
、
連
邦
司
法
省
と
東
ド
イ
ツ
の
彼
の
官
庁
の
代
表
者
か
ら
な
る
委
員
会
を
設
置
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
東
ド
イ

ツ
の
上
級
検
事
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
そ
の
際
、
第
一
に
、
連
邦
共
和
国
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
て
い
な
い
「
二
つ
の
国
家
説
J

を
重
ん
じ
る

よ
う
に
す
る
こ
と
が
問
題
で
あ
っ
た
。
連
邦
司
法
省
は
、
捜
査
の
遂
行
は
そ
の
管
轄
事
項
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
手
紙
を
ル
ー
ト
ヴ

ィ
ッ
ヒ
ス
プ
ル
ク
・
セ
ン
タ
ー
に
回
付
し
た
。

う
手
紙
を
上
級
検
事
に
書
い
た
が
、

れ
た
。

セ
ン
タ
ー
の
方
で
は
、
こ
の
間
、
国
内
の
犯
罪
に
対
し
て
も
管
轄
が
拡
大
さ
れ
た
の
だ
と
即
刻
返
答
し
た
。
東
ド
イ
ツ
は
、
こ
れ

に
対
し
て
、
情
報
局

(
A
D
N
)
に
よ
っ
て
世
界
中
に
広
め
ら
れ
た
報
道
と
い
う
形
で
、
こ
れ
に
答
え
た
。
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ッ
ヒ
ス
プ
ル

ク
・
セ
ン
ク
ー
の
所
長
、

ニ
ル
ヴ
ィ
ン
・
シ
ュ
ー
レ
は
、

セ
ン
タ
ー
所
員
と
訪
れ
て
い
た
ワ
ル
シ
ャ
ワ
旅
行
に
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
以
降
、
東
ド
イ
ツ
の
司
法
官
庁
は
、

個
々
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
東
ド
イ
ツ
の
上
級
検
事
は
、
連
邦
共
和
国
の
検
察
官
に
証
人
尋
問
や
記
録
の
貸
与
な
ど
の
形
で
貴
重
な
援
助

を
与
え
た
。

一
九
六
七
年
に
ヘ
ッ
セ
ン
上
級
検
事
バ
ウ
ア
ー
が
、
ラ
ン
ト
司
法
大
臣
の
要
請
で
も
う
一
度
、
東
ド
イ
ツ
に
存
在
す
る
資
料

(61) 

を
検
討
さ
せ
て
く
れ
る
よ
う
、
道
を
開
こ
う
と
し
た
が
、
う
ま
く
行
か
な
か
っ
た
。

東
ド
イ
ツ
の
上
級
検
事
は
、

こ。t
 

関
法

第
四
一
巻
第
二
号

込
ん
で
い
る
と
回
答
し
て
き
た
。

一
九
六
五
年
二
月
初
旬
、
文
書
官
の
記
録
資
料
を
確
保
す
る
た
め
数
人
の

モ
ス
ク
ワ
に
お
け
る
連
邦
政
府
の
長
期
に
わ
た
る
交
渉
の
末
、

一
九
六
四
年
一

1

一
月
二
二
日
に
、
連
邦
司
法
大
臣
に
宛
て
た
手
紙
に
お
い
て
、
東
ド
イ
ツ
に
存
在
す
る
資

セ
ン
タ
ー
所
長
の
シ
ュ
ー
レ
は
、
東
ド
イ
ツ
に
あ
る
資
料
の
検
討
を
許
し
て
欲
し
い
と
い

セ
ン
タ
ー
は
連
邦
共
和
国
内
で
実
行
さ
れ
た
ナ
チ
犯
罪
の
み
を
所
管
す
る
は
ず
だ
と
し
て
、
拒
否
さ

ナ
チ
支
配
の
時
代
に
ナ
チ
党
の
党
員
で
あ
り
、

S
A
の
隊
員
で
あ
っ
た
と
い
う

セ
ン
タ
ー
の

一
九
六
六
年
夏
に
シ
ュ
ー
レ
が
解
任
さ
れ
た
と
き
も
何
の
反
応
も
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

よ
う
や
く
一
九
六
八
年
秋
に
実
現
し

八
六

(
-
＝
六
四
）



こ
の
報
告
書
の
末
尾
に
お
い
て
連
邦
司
法
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
な
結
論
に
達
し
て
い
る
。

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
祠

J

の
時
点
で
ま
だ
捜
査
・
刑
事
手
続
に
係
属
中
の
も
の

八
七

(-――六五）

一
三
八
九
二
名

合

計

六
―
―
五
名

青
少
年
法
に
よ
る
警
告

一
名

罰

金

刑

―
―
四
名

外
国
お
よ
び
東
ド
イ
ツ
に
お
け
る
刑
事
手
続
、

有
罪
と
さ
れ
た
者

有
期
自
由
刑

五
九
―
―
名

終

身

刑

七
七
名

死

刑
（
基
本
法
に
よ
る
死
刑
廃
止
以
前
）

捜
査
手
続
が
開
始
さ
れ
た
人
の
数

議
会
議
長
に
提
出
さ
れ
た
の
が
、

一
九
六
四
年
―
二
月
九
日
に
、
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
は
、

⑮
連
邦
司
法
省
の
ナ
チ
犯
罪
追
及
に
関
す
る
報
告
書

―
二
名

六
七
一
六
一
名

一
九
六
四
年
―
二
月
八
日
の

C
D
u
/
C
S
U
お
よ
び
S
P
D
の
会
派
議
員
団

の
先
の
よ
う
な
提
議
を
採
用
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
も
と
づ
い
て
連
邦
司
法
省
に
よ
っ
て
一
九
六
五
年
二
月
二
六
日
に
ド
イ
ツ
連
邦

(62) 

「
ナ
チ
の
犯
罪
行
為
の
追
及
に
関
す
る
報
告
」
で
あ
る
。
そ
の
報
告
書
は
、
占
領
軍
に
よ
る
刑
事
訴
追
、

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
司
法
機
関
に
よ
る
訴
追
お
よ
び
諸
外
国
の
文
書
館
に
お
け
る
利
用

に
つ
い
て
の
詳
細
な
報
告
で
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
領
域
に
お
け
る
検
察
庁
と
裁
判
所
に
よ
っ
て
一
九
四
五
年
以
降
開
始
さ
れ

(63) 

た
捜
査
、
刑
事
手
続
に
関
し
て
は
そ
の
報
告
書
に
は
次
の
よ
う
な
数
字
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。



の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、

セ
ン
ク
ー
の
人
員
は
、

間
は
経
過
し
な
い
と
い
う
結
論
と
な
っ
た
。

第
四
一
巻
第
二
号

「
…
…
犯
罪
全
体
の
大
部
分
が
完
全
に
解
明
さ
れ
た
。
し
か
し
、
個
々
の
関
係
に
お
い
て
は
今
後
の
捜
査
が
新
た
な
重
荷
を
生
じ
さ
せ

る
こ
と
は
排
除
で
き
な
い
。
様
々
な
文
書
館
に
お
い
て
1

と
く
に
ソ
ビ
ニ
ト
の
権
力
領
域
に
お
い
て
ー
一
九
六
五
年
五
月
八
日
ま

で
に
余
さ
ず
利
用
し
き
れ
て
い
な
い
資
料
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
も
示
さ
れ
た
。
従
っ
て
、
も
っ
と
重
要
な
知
ら
れ
ざ
る
犯
罪
や
知
ら

れ
ざ
る
行
為
者
が
決
定
的
な
地
位
に
お
い
て
一
九
六
五
年
五
月
八
日
以
降
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
は
な
い
と
は
い
え
な
い
」
。

時
効
問
題
と
セ
ン
タ
ー
の
拡
充

つ
ま
り
、
当
時
犯
罪
に
加
担
し
た
組
織

一
九
六
九
年
ニ
―
月
三
一
日
以
前
に
は
時
効
期

一
九
六
五
年
三
月
二
五
日
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
は
「
刑
事
時
効

一
九
六
五
年
一
月
に
連
邦
議
会
議
員
ベ
ン
ダ
ほ
か
の

C
D
u
の
議
員
か
ら
な
さ
れ
た
、
終
身
懲
役
刑
を
も
っ
て
威
嚇
さ
れ
て
い
る
犯
罪

の
時
効
を
三

0
年
に
延
長
す
る
と
い
う
動
議
は
、
連
邦
司
法
省
の
報
告
書
の
提
出
以
降
、
こ
れ
ら
の
行
為
は
、
将
来
は
時
効
に
か
か
ら
な

(
6
4
)
 

い
と
す
べ
き
だ
と
修
正
さ
れ
た
。
時
効
論
議
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
が
、

期
間
の
計
算
に
関
す
る
法
律
」
を
可
決
し
た
。
そ
こ
で
は
、

で
き
る
だ
け
多
く
の
潜
在
的
な
ナ
チ
犯
罪
容
疑
者
に
対
し
て
裁
判
官
の
手
に
よ
っ
て
時
効
が
中
断
さ
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

時
効
の
中
断
さ
れ
る
べ
き
被
疑
者
の
概
念
は
、
そ
の
際
、
検
察
官
に
よ
っ
て
広
く
解
釈
さ
れ
た
。

や
役
所
に
所
属
し
て
い
た
と
い
う
だ
け
に
も
と
づ
い
て
、
有
罪
で
あ
っ
た
と
、
推
測
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
名
前
の
知
ら
れ
た
人
々
に
ま
で
拡

大
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

一
九
六
五
年
四
月
二
八
日
に
諸
ラ
ン
ト
の
司
法
大
臣
に
よ
っ
て
起
草
さ
れ
た
決
議
に
従
っ
て
、

ー
は
、
可
及
的
速
や
か
に
、

ル
ー
ト
ヴ
ィ
ッ
ヒ
ス
ブ
ル
ク
・
セ
ン
タ

(65) 

セ
ン
タ
ー
に
委
ね
ら
れ
た
拡
大
さ
れ
た
任
務
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
こ

(6) 

関
法

ナ
チ
謀
殺
犯
に
つ
い
て
は
、

―
二
七
名
の
所
員
、
そ
の
う
ち
検
察
官
五

0
名
、
に
拡
充
さ
れ
た
。
空
間
的
に
も
手

¥
¥
 

I
,．‘ 

(=―六六）



年 I 件数

1965 約4300

1966 約4300

1967 1859 

1968 2397 

1969 1623 

1970 1277 

狭
に
な
っ
た
の
で
、

セ
ン
ク
ー
は
、
町
の
中
の
五
カ
所
に
分
散
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、

ク
ー
の
所
員
は
、
あ
ら
ゆ
る
ラ
ソ
ト
か
ら
派
遣
さ
れ
て
く
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
、
様
々
な
問
題
を
も
露
呈
さ
せ
て
い
た
。
派
遣

さ
れ
た
人
々
の
一
部
の
み
が
、
自
ら
望
ん
で
セ
ソ
ク
ー
に
出
向
し
て
い
た
。
法
律
上
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
公
務
員
は
、
そ
の
意
に
反
し
て

そ
の
主
務
官
庁
の
公
務
領
域
外
で
一
年
以
上
赴
任
さ
せ
ら
れ
な
い
と
定
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
も
、
家
族
と
離
れ
単
身
赴
任
す
る
場
合
や
、

長
ら
く
出
向
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
務
官
庁
に
お
け
る
コ
ネ
を
失
う
危
険
も
あ
り
、

一
九
六
六
年
か
ら
一
九
七

0
年
代
前
半
ま
で
は
、

ル
ー
ト
ヴ
ィ
ッ
ヒ
ス
プ
ル
ク
・
セ
ン
ク
ー
の
最
も
繁
忙
な
時
期
で
あ
っ
た
。
リ
ュ
ッ

(66) 

ケ
ア
ル
に
よ
る
と
検
察
官
が
ナ
チ
謀
殺
行
為
へ
の
関
与
の
容
疑
で
新
た
に
捜
査
を
開
始
し
た
数
は
、
上
の
表
の
如
く
で
あ
る
。

一
九
六
五
年
か
ら
一
九
六
六
年
に
か
け
て
は
、
外
国
の
官
庁
か
ら
の
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
訴

追
機
関
へ
の
関
係
資
料
の
提
供
に
よ
っ
て
、
そ
の
多
く
の
部
分
が
す
で
に
継
続
中
の
手
続
に
証
拠

手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
の
み
な
ら
ず
、
新
た
に
開
始
さ
れ
る
べ
き
手
続
も
急

増
し
、

み
て
も
、

人
に
対
し
て
公
判
を
開
い
た
。
そ
の
う
ち
六
三
人
が
終
身
刑
に
、

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
祠

(7) 

一
九
六

0
年
代
後
半
の
ナ
チ
犯
罪
の
処
理

が
育
た
な
い
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
。

八
九

一
六

0
人
が
有
期
懲
役
刑
に
処
せ
ら
れ
た
。

（
三
六
七
）

一
九
六
九
年
末
に
は
、
連

年
か
前
か
ら
す
で
に
捜
査
の
重
点
は
、

ル
ー
ト
ヴ
ィ
ッ
ヒ
ス
プ
ル
ク
・
セ
ソ

セ
ン
ク
ー
や
そ
の
後
、
検
察
を
忙
殺
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

一
九
六
七
年
だ
け
を
と
っ
て

(67) 

ル
ー
ト
ヴ
ィ
ッ
ヒ
ス
プ
ル
ク
で
四
三
六
件
の
予
備
捜
査
が
開
始
さ
れ
た
。
し
か
し
、
何

セ
ン
ク
ー
か
ら
検
察
庁
に
移
っ
て
い
た
。

ら
一
九
六
九
年
末
ま
で
の
期
間
に
、
陪
審
裁
判
所
は
第
一
審
に
お
い
て
、
専
ら
ナ
チ
謀
殺
犯
罪
へ
の
関
与
の
ゆ
え
に
起
訴
さ
れ
た
三
六
一

一
九
六
五
年
か

一
年
で
帰
っ
て
い
く
所
員
が
多
く
、
専
門
家



(

4

1

)

 

S
t
e
i
n
b
a
c
h
,
 
a. a. 
0., 
S. 
74・

六
0
年
代
に
お
け
る
有
罪
判
決
の
増
加
は
、
ア
メ
リ
カ
で
の
資
料
の
入
手
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
一
九

六
0
年
の
夏
、
当
時
の
七
ン
ク
ー
所
長
と
二
人
の
所
員
が
、
ア
メ
リ
カ
に
渡
り
、
何
週
間
も
の
間
、
ワ
シ
ン
ト
ン
の
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
の
ア
メ

リ
カ
国
家
文
書
館

(National
A
r
c
h
i
v
)

の
第
二
次
世
界
大
戦
記
録
課
で
、
軍
事
法
廷
で
の
裁
判
の
終
結
の
後
ア
メ
リ
カ
に
運
ば
れ
た
当
時
の

ド
イ
ツ
の
資
料
の
状
況
を
調
査
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
未
だ
刑
事
訴
追
を
受
け
て
い
な
い
多
数
の
ナ
チ
犯
罪
に
対
す
る
示
唆
を
得
た
と
い
う

(
R
昔
kerl,
a. a. 
0., 
S
.
 
1
5
7
)
。
な
お
、
リ
ュ
ッ
ケ
ア
ル
に
よ
る
と
、
こ
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
調
査
は
、
ア
イ
ヒ
マ
ン
逮
捕
で
沸
い
た
マ
ス

n

ミ
の
影
響
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
か
ら
計
画
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

(
4
2
)
R
号
kerl,
a. a. 
0., 
S. 
1
5
6
.
 

(
4
3
)
 

H
a
n
n
a
h
 A
r
e
n
d
t
,
 
E
i
c
h
m
a
n
n
 in J
e
r
u
s
a
l
e
m
.
 
E
i
n
 B
e
r
i
c
h
t
 
v
o
n
 d
e
r
 Banalitiit 
d
e
s
 B
o
s
e
n
,
 
M
i
i
n
c
h
e
n
 1
9
6
4
.
 

(

4

4

)

 

B
e
r
n
d
 Nellessen, 
D
e
r
 P
r
o
z
e
s
s
 
v
o
n
 
J
e
r
u
s
a
l
e
m
,
 
1
9
6
4
,
 

S. 
8
;
 H
e
l
g
e
 Grabitz, 
D
i
e
 V
e
r
f
o
l
g
u
n
g
 nationalsozialistischer 

G
e
w
a
l
t
v
e
r
b
r
e
c
h
e
n
 a
u
s
 d
e
r
 S
i
c
h
t
 
einer d
a
m
i
t
 b
e
f
a
B
t
e
n
 Staatsanwiiltin, 
i
n
:
 W
e
b
e
r
/
S
t
e
i
n
b
a
c
h
,
 
Vergangenheitsbewiilti-

g
u
n
g
 d

u
r
c
h
 S
t
r
a
f
v
e
r
f
a
h
r
e
n
 ?
 

S. 
9
4
.
 

(
4
5
)

ア
イ
ヒ
マ
ン
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、

A
r
e
n
d
t
,
a. a. 
0
 ., 
S. 
5
4
f
f
.
 
;
 E

r
w
i
n
 
Schille, 
D
i
e
 
strafrechtliche 
A
u
f
a
r
b
e
i
t
u
n
g
 
d
e
s
 
V
e
r
-

haltens 
in 
totaritiiren 
S
y
s
t
e
m
e
n
 -
D
e
r
 E
i
c
h
m
a
n
n
-
P
r
o
z
e
s
s
 a
u
s
 d
e
u
t
s
c
h
e
r
 Sicht, i
n
:
 
(
K
a
r
l
 Forster Hrsg.), 
Miiglichkeiten 

u
n
d
 G
r
e
n
z
e
n
 fur 
d
i
e
 
B
e
w
i
i
l
t
i
g
u
n
g
 
historischer 
u
n
d
 politischer 
S
c
h
u
l
d
 in 
Strafprozessen, 
1
9
6
2
,
 
S. 
6
5
f
f
.
 
~
 ぉ
‘
望
〒
E
去
f

男
『
ナ
チ
ス
追
及
』
（
一
九
九

0
年
）
講
談
社
新
書
、
一

110頁
以
下
、
三
七
頁
以
下
を
も
参
照
せ
よ
。

(

4

6

)

そ
の
後
、
名
称
が
変
更
さ
れ
、

W

D

4

と
な
っ
た

(Schille,
a. a. 
0., 
S. 
6
7
.
)
 

(
4
7
)
 

V
g
l
.
 Schille, 
a. a. 
0., 
S. 
7
1
f
f
.
 

(

4

8

)

 

V
 gl. 
Schille, 
a. a. 
O., 
S. 
75・ 

(
4
9
)
 

V
 gl. 
R
u
c
k
e
r
!
,
 
a. a. 
0., 
S. 
1
5
6
.
 

(
5
0
)
 

V
 gl. 
Riickerl, 
a. a. 
0., 
S. 
1
4
7
;
 

「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ナ
チ
犯
罪
追
及
の
シ
ン
ボ
ル
」
と
も
い
う

(vgl.
a
u
c
h
 
ders•• 

R
e
c
h
t
l
i
c
h
e
 u
n
d
 

ゆ
え
に
係
属
し
て
い
た
。

邦
共
和
国
の
裁
判
所
と
検
察
庁
に
は
、
八
九
四
二
人
の
被
告
人
、
お
よ
び
捜
査
手
続
に
お
け
る
被
疑
者
に
対
し
て
ナ
チ
犯
罪
へ
の
関
与
の

関
法

第
四
一
巻
第
二
号

九
〇

（
三
六
八
）
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件
に
つ
き
三
年
か
ら
―
二
年
の
自
由
刑
、

件
が
送
ら
れ
、

そ
の
後
、

一
九
七

0
年
代
に
入
っ
て
も
、

(1) 
第
三
節

一
九
七

0
年
以
降
の
ナ
チ
犯
罪
の
追
及

一
九
七

0
年
代
の
ナ
チ
犯
罪
の
追
及

有
罪
者
を
出
し
た
の
で
あ
る
。
七

0
年
代
の
ナ
チ
犯
罪
の
追
及
は
、
六

0
年
代
に
展
開
さ
れ
た
方
向
を
継
続
発
展
さ
せ
た
点
に
特
徴
が
あ

(68) 
る
。
ナ
チ
犯
罪
裁
判
が
続
行
さ
れ
、

マ
イ
ダ
ー
ネ
ッ
ク
訴
訟
や
リ
シ
ュ
カ
裁
判

(
L
i
s
c
h
k
a,
 
P
r
o
z
e
B
)

が
耳
目
を
賑
わ
せ
た
。
こ
の
両
裁

判
は
、
時
効
論
議
で
問
題
と
さ
れ
た
ナ
チ
犯
罪
の
刑
法
上
の
追
及
の
限
界
と
可
能
性
の
問
題
を
具
体
的
・
例
示
的
に
朋
ら
か
に
し
た
。

(69) 

イ
ダ
ー
ネ
ッ
ク
裁
判
は
、
す
で
に
一
九
六

0
年
に
セ
ン
ク
ー
が
マ
イ
ダ
ー
ネ
ッ
ク
強
制
・
絶
滅
収
容
所
に
お
い
て
行
わ
れ
た
特
に
ユ
ダ
ヤ

人
に
対
す
る
大
量
犯
罪
の
ゆ
え
に
予
備
捜
査
を
開
始
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、

一
九
七
四
年
―
一
月
お
よ
び
一
九
七
五
年
七
月
に
、
検
察
官
の
捜
査
手
続
と
そ
れ
に
続
く
裁
判
所
の
予
備
取
調
が
終
わ
り
、

一
七
人
の
元
の
収
容
所
員
に
対
し
て
謀
殺
と
謀
殺
帯
助
に
つ
き
起
訴
さ
れ
た
。

裁
判
所
に
お
い
て
公
判
が
開
始
さ
れ
た
。
こ
の
事
件
で
は
、
直
接
の
事
実
の
立
証
の
困
難
さ
に
悩
ん
だ
。
何
度
も
無
罪
の
判
決
（
一
九
七

九
年
四
月
一
九
日
）
と
い
う
世
間
に
理
解
で
き
な
い
よ
う
な
中
間
結
果
が
出
た
。
何
人
も
の
被
告
人
の
個
人
的
責
任
が
何
十
年
も
経
っ
て

も
は
や
証
人
の
証
言
に
よ
っ
て
証
明
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

五
年
七
ヵ
月
が
経
っ
て
い
た
。
他
方
、

一
件
に
つ
き
終
身
自
由
刑
が
言
い
渡
さ
れ
た
が
、
こ
の
と
き
す
で
に
公
判
開
始
か
ら
数
え
て
も

(70) 

リ
シ
ュ
カ
裁
判
は
、
こ
れ
と
対
極
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
裁
判
で
は
、

八
年
六
月
二
八
日
に
ケ
ル
ン
の
検
察
庁
が
、
元
の

S
S
の
シ
ュ
ト
ウ
ル
ム
バ
ン
フ
ュ
ー
ラ
ー
で
あ
り
、

D
の
署
長
代
行
で
あ
っ
た
ク
ル
ト
・
リ
シ
ュ
カ

(
K
u
r
t
L
i
s
c
h
k
a
)

お
よ
び
彼
の
役
所
の
そ
の
他
二
人
の
所
属
員
を
起
訴
し
た
も
の
で
あ

関
法

第
四
一
巻
第
二
号

ナ
チ
犯
罪
の
追
及
は
続
い
た
。

フ
ラ
ン
ス
の
保
安
警
察
お
よ
び
S

一
九
七

一
九
八
一
年
六
月
三

0
日
に
一
件
に
つ
き
無
罪
、
残
り
の
七

一
九
七
五
年
―
一
月
一
一
六
日
に
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
陪
審

一
九
六
二
年
初
旬
に
、
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
検
察
庁
に
事

一
九
七

0
年
か
ら
一
九
七
九
年
ま
で
の
間
に
も
一
八
九
名
の

九

（
三
七

0
)

マ



っ
た
が
、
こ
れ
は
、
ほ
ぼ
純
粋
な
「
資
料
訴
訟
」
で
あ
っ
て
、
短
期
間
の
う
ち
に
、
す
な
わ
ち
、

の
陪
審
裁
判
所
で
六
年
か
ら
―
二
年
の
自
由
刑
で
有
罪
と
し
て
、
結
審
し
た
。
ド
イ
ツ
の
世
論
や
国
際
世
論
の
中
で
積
極
的
に
評
価
さ
れ

た
判
決
は
少
な
か
っ
た
が
、
リ
シ
ュ
カ
裁
判
は
そ
の
数
少
な
い
模
範
的
ナ
チ
裁
判
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。

(71) 

こ
の
リ
シ
ュ
カ
裁
判
の
背
景
に
は
、
次
の
よ
う
な
フ
ラ
ン
ス
と
の
協
力
関
係
が
あ
る
。

国
は
、

一
九
七
一
年
二
月
二
日
に
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和

(72) 

フ
ラ
ソ
ス
と
「
特
定
の
犯
罪
の
追
及
の
た
め
の
ド
イ
ツ
の
裁
判
権
に
関
す
る
協
定
」
を
締
結
し
た
。
そ
の
協
定
は
、
ド
イ
ツ
側
の

連
邦
共
和
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
イ
ギ
リ
ス
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
の
間
で
締
結
さ
れ
、
発
効
し
て
い
た
「
戦
争
と
占
領
か
ら
生
じ
た
諸
問

題
の
規
制
の
た
め
の
条
約
」

ス
の
裁
判
所
が
逮
捕
さ
れ
て
い
な
い
ド
イ
ツ
人
の
被
告
人
を
そ
の
欠
席
中
に
執
行
で
き
な
い
判
決
を
言
い
渡
し
、
被
告
人
が
引
き
渡
し
条

で
き
な
か
っ
た
。
他
方
、
そ
の
条
約
は
、
連
邦
共
和
国
の
司
法
官
憲
に
は
、
自
ら
刑
事
訴
追
を
な
す
こ
と
を
禁
じ
て
い
た
。
上
の
協
定
に

よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
は
、
こ
の
よ
う
な
事
件
に
対
す
る
訴
追
の
管
轄
権
を
得
た
の
で
あ
る
。

す
で
に
一
九
六
五
年
以
来
、

官
庁
は
、

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
i
祠

約
の
発
効
の
後
に
、
連
邦
共
和
国
に
現
れ
た
場
合
に
、

九
一
九
七
七
年
夏
ま
で
に
フ
ラ
ン
ス
の

一
九
五
五
年
五
月
五
日
に

（
引
き
渡
し
条
約
）
の
ナ
チ
犯
罪
追
及
の
間
隙
を
埋
め
よ
う
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

フ
ラ
ン
ス
の
司
法
官
憲
は
、
被
告
人
を
連
邦
共
和
国
か
ら
引
き
渡
さ
れ
る
こ
と
は

ル
ー
ト
ヴ
ィ
ッ
ヒ
ス
プ
ル
ク
・
セ
ン
ク
ー
に
は
、
九
五
六
人
の
フ
ラ
ン
ス
の
軍
事
裁
判
所
に
よ
っ
て
ド
イ

(73) 

ツ
人
に
対
し
て
言
い
渡
さ
れ
た
欠
席
裁
判
判
決
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
リ
ス
ト
が
存
在
し
て
い
た
。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
の
官
庁
は
、
ケ
ル

ン
、
ド
ル
ト
ム
ソ
ト
お
よ
び
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ッ
ヒ
ス
プ
ル
ク
の
検
察
官
を
一
九
七
六
年
に
、
パ
リ
、
ボ
ル
ド
ー
、

軍
事
裁
判
所
に
保
管
さ
れ
て
あ
っ
た
関
係
書
類
を
検
討
す
る
こ
と
を
認
め
た
。
そ
の
検
討
の
結
果
、

リ
オ
ン
、

五
万
枚
以
上
の
コ
。
ヒ
ー
を
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ッ
ヒ
ス
プ
ル
ク
・
セ
ン
ク
ー
に
次
々
に
送
っ
た
。
こ
れ
の
資
料
の
三
分
の
一
が
、
内
容

議
会
で
の
取
り
扱
い
が
遅
れ
た
た
め
に
、

（
三
七
一
）

一
九
七
五
年
四
月
九
日
に
よ
う
や
く
発
効
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

マ
ル
セ
イ
ユ
の

一
九
八

0
年
二
月
―

l

日
に
、

フ
ラ
ン

ケ
ル
ソ



七

0
年
代
は
、
政
治
的
に
は
、
な
か
ん
づ
く
、
政
治
家
の
世
代
交
代
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
交
代
が
と
く
に
象
徴
的
に
現

れ
た
の
は
、
連
邦
首
相
ヴ
ィ
リ
ー
・
プ
ラ
ン
ト
の
人
格
に
お
い
て
で
あ
る
。
プ
ラ
ン
ト
は
、

ヤ
人
と
の
和
解
の
の
ち
、

代
の
交
代
は
、
若
者
の
世
代
に
も
急
激
に
進
ん
だ
。

動
的
な
ネ
オ
・
ナ
チ
ス
の
数
は
、
比
較
的
少
な
く
、
ま
た
す
で
に
長
年
、

お
い
て
合
意
が
成
立
し
て
お
り
、
政
治
的
文
化
や
世
論
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
危
険
性
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
台
頭
は
、
少
な
く

と
も
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
自
意
識
を
く
す
ぐ
る
政
治
的
・
文
化
的
変
化
の
指
標
で
は
あ
っ
た
。
ネ
オ
・
ナ
チ
ス
は
、
通
常
、
次
の
点

で
識
別
で
き
る
。
か
れ
ら
は
、

ナ
チ
ス
国
家
の
暴
力
的
・
不
法
的
性
格
を
否
定
し
、
し
か
も
「
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
の
最
終
的
解
決
」
を
「
宜

(
7
5
)
 

伝
で
あ
り
嘘
で
あ
る
」
と
す
る
の
で
あ
る
。

(2) 

一
九
七

0
年
代
の
政
治
文
化
と
ナ
チ
犯
罪
追
及

年
頃
に
最
盛
期
を
迎
え
、

一
九
七

0
年
か
ら
一
九
七
九
年
に
は
す
で
に
峠
を
越
え
て
い
た
。

こ。t
 

関
法

第
四
一
巻
第
二
号

を
簡
単
に
検
討
し
た
後
、
ケ
ル
ン
や
ド
ル
ト
ム
ン
ト
の
検
察
庁
に
引
き
渡
さ
れ
、
そ
こ
で
行
わ
れ
て
い
た
捜
査
手
続
に
役
立
て
ら
れ

一
九
七

0
年
か
ら
一
九
七
九
年
の
間
に
、
連
邦
共
和
国
の
検
察
庁
は
、
全
部
で
―
―
―
-
、
六
二
四
人
に
対
し
て
ナ
チ
の
謀
殺
犯
罪
に
関
与

し
た
と
し
て
新
た
な
刑
事
捜
査
手
続
を
開
始
し
た
。
同
時
期
に
一
―
九
の
第
一
審
の
公
判
に
お
い
て
ニ
―
九
人
の
被
告
人
が
陪
審
裁
判
所

の
前
に
立
ち
、
そ
の
う
ち
―
―
―
―
七
名
が
有
罪
と
さ
れ
、
三
二
名
が
終
身
自
由
刑
に
処
せ
ら
れ
た
。
し
か
し
、

（
三
七
二
）

ナ
チ
訴
訟
の
波
は
一
九
六
八

一
九
七
八
年
に
は
、
過
去
最
低
で
あ
り
、
そ

(74) 

れ
ぞ
れ
一
人
の
被
告
人
に
対
す
る
四
件
の
陪
審
裁
判
所
で
の
公
判
が
開
か
れ
、
そ
の
第
一
審
判
決
が
下
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
た
ユ
ダ

ナ
チ
ス
支
配
の
も
と
で
と
く
に
迷
惑
を
か
け
ら
れ
た
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
々
と
の
和
解
に
と
り
か
か
っ
た
。
世

い
わ
ゆ
る
ネ
オ
・
ナ
チ
ス
が
若
者
の
間
に
広
が
っ
た
の
も
、
こ
の
時
代
で
あ
る
。
活

ナ
チ
ス
の
犯
罪
性
の
当
罰
性
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
の
社
会
に

九
四



七

0
年
代
の
最
後
に
到
来
す
る
政
治
文
化
的
に
重
要
な
現
象
は
、

(76) 

コ
ー
ス
ト
」
の
影
響
で
あ
ろ
う
。
こ
の
テ
レ
ビ
映
画
は
、
何
百
万
人
の
ド
イ
ツ
の
人
々
に
、

も
強
調
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
年
の
三
月
二
九
日
に
は
、

に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
た
謀
殺
時
効
廃
止
法
案
が
審
議
さ
れ
、
七
月
三
日
に
は
、
第
一
六
次
刑
法
改
正
法
が
二
五
五
票
の
賛
成
、
ニ
ニ
ニ
票

の
反
対
で
可
決
さ
れ
、
連
邦
参
議
院
の
賛
成
を
得
て
、
七
月
一
七
日
に
施
行
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

一
九
八

0
年
か
ら
一
九
八
二
年
の
三
年
間
に
‘
―

1
0八
九
人
が
ナ
チ
犯
罪
の
容
疑
で
刑
事
捜
査
手
続
の
対
象
と
な
っ
た
。
そ
の
間
、
ニ

(
7
7
)
 

二
名
が
陪
審
裁
判
所
（
第
一
審
）
で
、
三

0
人
に
対
し
て
手
続
が
開
始
さ
れ
、
二
八
人
が
有
罪
と
さ
れ
た
。

(78) 

年
ま
で
の
間
を
と
っ
て
も
、
三
三
名
の
者
が
ナ
チ
犯
罪
の
故
に
有
罪
と
さ
れ
た
。

一
九
八
六
年
一
月
一
日
に
は
、
連
邦
司
法
省
の
統
計
に
よ
れ
ば
、

一
、
検
察
庁
に
よ
っ
て
一
九
四
五
年
五
月
八
日
以
降
に
行
わ
れ
た
捜
査
に
よ
っ
て
、
総
数

の
被
疑
者
を
数
え
た
。

の
被
告
人
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
、

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
祠

二
、
既
判
力
を
も
っ
て
有
罪
と
さ
れ
た
の
は
、
総
数

れ
て
い
る
。

⑱

八

0
年
代
以
降
の
ナ
チ
犯
罪
追
及
ー
ー
ま
と
め
と
展
望

九
五 六

、
四
七
九
名

一
九
八

0
年
か
ら
一
九
八
五

代
も
続
行
さ
れ
る
条
件
が
整
っ
た
。

う
意
味
で
非
常
な
情
緒
的
反
応
を
も
た
ら
し
た
。
そ
し
て
、

一
九
七
九
年
は
、
謀
殺
時
効
の
廃
止
論
議
で
沸
き
返
っ
た
年
で
あ
っ
た
こ
と

ナ
チ
の
被
害
者
に
自
己
を
同
一
化
す
る
と
い

ド
イ
ツ
連
邦
議
会
の
総
会
に
お
い
て
、

S
P
D
お
よ
び

F
D
P

ナ
チ
犯
罪
の
追
及
は
、
八

0
年

ナ
チ
犯
罪
に
関
す
る
統
計
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
な
数
字
が
示
さ

九

0
、
九
ニ
―
名

（三七一＿一）

一
九
七
九
年
一
月
に
放
映
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
の
テ
レ
ビ
映
画
「
ホ
ロ



の
者
に
対
す
る
手
続
が
係
属
中
で
あ
る
。

四
、
検
察
庁
お
よ
び
裁
判
所
に
は
、

一
九
八
六
年
一
月

l

日
現
在
、
ま
だ

の
訴
追
す
る
こ
と
が
、

迫
り
来
る
時
効
を
前
も
っ
て
中
断
す
る
た
め
の
前
提
で
あ
っ
た
。

に
検
討
し
た
こ
と
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
形
式
上

の
所
属
員
の
関
与
が
考
察
に
の
ぼ
る
場
合
そ
れ
を
組
織
的

庁
が
多
数
の
手
続
に
お
い
て
、
あ
る
集
団
や
そ
の
勤
務
所

の
手
続

打
ち
切
り
、
被
疑
者
の
死
亡
ま
た
は
そ
の
他
に
よ
る
）
は
、

八――-‘

一
四

0
件

不
能
、
公
判
の
不
開
始
、
裁
判
所
ま
た
は
検
察
庁
に
よ
る

少
年
法
に
よ
る
警
告

一
名

罰

金

刑

―
―
四
名

ノ‘
ヽ

終

身

刑

一
六

0
名

死
関
法

刑

第
四
一
巻
第
二
号

有
期
自
由
刑

三
、
公
訴
に
至
ら
ず
終
結
し
た
も
の
（
例
え
ば
、
無
罪
、
追
及

こ
の
数
字
を
有
罪
者
の
数
字
と
比
較
す
る
場
合
、
検
察

こ
れ
を
円
グ
ラ
フ
に
し
た
の
が
右
下
の
円
グ
ラ
フ
で
あ
る
。

一
九
二
名

-、-―
1
0二
名

―
二
名

係属中のもの

有罪とされたもの

公訴されずに

終結したもの

九
六

（
三
七
四
）



ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
飼

1958年から1982年の間に初めて陪審裁判所で公判が開かれたナチ犯罪刑事手続

の結果

儘

100 

50 

九
七

（
三
七
五
）

ーは被告人の全体数
●●ーは終身刑に処せられた者

ーは自由刑に処せられた者

ーは有罪で手続を終結しなかった者
＊このグラフは、 Riickerl,a.a.O., S.331を参照にして作成した。



ッ
プ
が
著
し
い
こ
と
は
、

そ
れ
に
、

一
般
に
、
極
め
て
軽
い
も
の
で
あ
っ
た
。

捜
査
が
完
了
し
起
訴
に
い
た
る
ま
で
の
期
間
の
長
さ
も
著
し
く
長
い
。

の
手
続
が
係
属
中
で
あ
る
。

第
四
一
巻
第
二
号

五
、
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ッ
ヒ
ス
プ
ル
ク
に
お
け
る
セ
ン
ク
ー
に
よ
っ
て
そ
の
活
動
を
開
始
(
-
九
五

の
、
厳
密
に
は
確
定
で
き
な
い
数
の
容
疑
者
に
対
す
る
予
備
捜
査
手
続
が
行
な
わ
れ
た
。

こ
の
う
ち
、

一
九
八
六
年
一
月
一
日
の
時
点
で
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ッ
ヒ
ス
ブ
ル
ク
・
セ
ン
ク
ー
に
は
、
な
お

以
上
で
述
べ
て
き
た
ナ
チ
犯
罪
の
追
及
の
概
観
は
、
制
度
論
や
立
法
そ
の
他
の
社
会
・
政
治
的
背
景
の
考
察
、
お
よ
び
、
統
計
的
実
証

を
中
心
と
す
る
マ
ク
ロ
な
考
察
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
法
解
釈
学
的
な
い
し
法
社
会
学
的
観
点
か
ら
す
る
ナ
チ
犯
罪
裁
判
に
お
け
る
法
解

釈
技
術
の
問
題
に
は
い
ま
だ
全
く
触
れ
ら
れ
て
は
い
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
、
第
六
章
で
詳
し
く
検
討
さ
れ
る
。

し
か
し
、
戦
後
の
ナ
チ
犯
罪
追
及
の
変
遷
を
ま
と
め
る
に
あ
た
っ
て
、

ば
な
る
ま
い
。
も
ち
ろ
ん
、
捜
査
手
続
が
開
始
さ
れ
た
人
数
と
公
判
に
付
さ
れ
た
者
の
数
、
な
い
し
有
罪
判
決
を
受
け
た
者
の
数
の
ギ
ャ

す
で
に
指
摘
さ
れ
た
。

七
0
年
代
以
降
に
起
訴
さ
れ
た
ナ
チ
犯
罪
者
は
、
す
で
に
高
齢
に
達
し
て
い
る
。
か
く
し
て
、
健
康
上
の
理
由
か
ら
「
公
判
能
力
」
が
否

(79) 

定
さ
れ
、
手
続
が
打
ち
切
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
解
釈
論
的
に
は
、
命
令
緊
急
避
難
の
抗
弁
や
幣
助
の
認
定
な
ど
、
軽
い
刑
の

選
択
が
認
め
ら
れ
る
解
釈
が
行
わ
れ
、
量
刑
は
、
法
定
刑
の
最
低
限
度
の
も
の
が
宣
告
さ
れ
、

の
手
続
が
完
了
し
た
＞

一
九
八
五
八
年
―
二
月
＝
二
日
ま
で
に

八
年
―
二
月
一
日
）
し
て
以
降

関
法

ナ
チ
犯
罪
裁
判
の
法
適
用
の
若
干
の
特
徴
は
指
摘
し
て
お
か
ね

1
0
一
件

四
、
八
五
三
件

四
、
九
五
四
件

九
八

（
三
七
六
）



九
九

(80) 

ヘ
ッ
セ
ン
州
の
元
上
級
検
事
フ
リ
ッ
ツ
・
バ
ウ
ア
ー
の
言
葉
に
よ
る
と
、
そ
の
刑
罰
は
、

(81) 
た
。
裁
判
所
は
、
法
規
定
の
拡
張
解
釈
や
行
為
者
に
有
利
な
法
適
用
を
通
じ
て
、
刑
の
減
免
を
図
っ
た
例
と
し
て
、
軍
刑
法
四
七
条
と
い

う
、
裁
判
当
時
も
は
や
現
行
法
で
は
な
く
、
行
為
時
に
現
行
法
で
あ
っ
た
規
定
の
適
用
が
あ
げ
ら
れ
る
。
本
来
、
軍
隊
に
の
み
適
用
の
あ

っ
た
軍
刑
法
四
七
条
を
警
察
の
「
戦
闘
出
撃
行
為
」
に
同
様
に
適
用
さ
れ
る
と
解
釈
し
て
、
東
部
の
出
撃
部
隊
の
大
量
殺
識
に
つ
き
、
こ

(
8
2
)
 

れ
を
「
戦
闘
出
撃
行
為
」
で
あ
る
と
解
釈
し
、
処
罰
を
免
除
し
た
。
四
七
条
の
二
項
に
よ
り
、
「
部
下
の
責
任
が
小
さ
い
と
き
は
、
処
罰

(83) 

は
免
除
さ
れ
る
」
と
い
う
規
定
を
適
用
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
刑
の
執
行
も
、
例
え
ば
い
わ
ゆ
る
「
生
物
学
的
恩
赦
」

(biologische

(084) 

A
m
n
e
s
t
i
e
)
に
よ
っ
て
、
驚
く
べ
き
短
期
間
の
後
に
釈
放
さ
れ
た
。
最
後
に
、
ナ
チ
犯
罪
に
よ
っ
て
無
期
自
由
刑
に
処
せ
ら
れ
た
受
刑
者

(85) 

が
外
泊
を
申
請
し
た
場
合
に
、
そ
れ
が
許
諾
さ
れ
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。
こ
の
点
で
は
、
社
会
復
帰
行
刑

を
指
導
理
念
に
か
か
げ
る
ド
イ
ツ
の
行
刑
法
に
お
い
て
も
、
裁
判
所
は
、
行
為
の
不
法
や
責
任
の
大
き
さ
か
ら
判
断
し
て
申
請
を
却
下
す

(86) 

る
も
の
が
多
い
。

本
節
を
終
え
る
に
あ
た
っ
て
、
八

0
年
代
か
ら
九

0
年
代
に
か
け
て
の
ナ
チ
犯
罪
追
及
の
背
景
と
展
望
に
言
及
し
て
お
き
た
い
。
八

0

年
代
は
、
実
質
的
に
は
、

薄
れ
行
く
に
つ
れ
、
観
念
的
・
象
徴
的
次
元
で
の
対
立
が
目
立
ち
、
そ
の
問
題
に
対
す
る
関
心
は
、
消
え
ゆ
く
前
の
最
後
の
光
芭
を
放
つ

も
の
で
あ
る
が
、

ナ
チ
犯
罪
の
追
及
の
、
最
後
の
年
代
で
あ
っ
た
。
生
起
し
た
重
大
な
事
象
に
対
す
る
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
が

ナ
チ
犯
罪
追
及
の
背
後
に
控
え
る
社
会
的
・
政
治
的
動
向
は
、
八

0
年
代
の
中
頃
か
ら
思
想
的
対
立
の
さ
な
か
に
あ
る

と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
こ
と
は
、
八
二
年
に
コ
ー
ル
政
権
が
誕
生
し
て
以
来
、
過
去
の
克
服
の
意
義
が
、
政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
対
立
と

ッ
。
＾
に
お
け
る
戦
争
と
ナ
チ
の
暴
力
支
配
の
終
了
の
四

0
周
年
を
契
機
と
し
て
、
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
議
長
と
連
邦
参
議
院
議
長
の
招
待
に

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
祠

し
て
激
し
い
論
争
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
点
に
象
徴
的
に
見
ら
れ
る
。

（
三
七
七
）

一
九
八
五
年
五
月
八
日
、
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
の
総
会
で
、

ョ
ー
ロ

「
被
害
者
を
あ
ざ
け
る
に
近
い
」
も
の
で
あ
っ



(

6

8

)

 

(

6

9

)

 

ろ
う
。

第
四
一
巻
第
二
号

よ
っ
て
、
追
想
の
時
が
も
た
れ
た
が
、
そ
の
際
、
連
邦
大
統
領
リ
ッ
ヒ
ャ
ル
ト
・
フ
ォ
ソ
・
ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
ッ
カ
ー

(
R
i
c
h
a
r
d
v
o
n
 W
e
i
 ,
 

zsiicker)

に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
演
説
は
、

な
い
と
い
う
の
と
同
じ
く
集
団
的
な
も
の
で
は
な
く
、
個
人
的
な
も
の
で
あ
る
」
。

老
い
も
若
き
も
、
過
去
を
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々
す
べ
て
が
、
そ
の
結
果
に
巻
き
込
ま
れ
、
そ
れ
に
対
し
て
、
責
任
を
負

っ
た
の
で
あ
る
」
。

そ
の
真
摯
に
内
省
化
さ
れ
た
過
去
へ
の
取
り
組
み
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
内
外
で
大
き
な
反
響
を

「
国
民
全
体
に
責
任
が
あ
る
と
か
責
任
が
な
い
と
か
は
言
え
な
い
。
責
任
が
あ
る
と
は
責
任
が

「
過
去
を
克
服
す
る
こ
と
が
問
題
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
で
き
な
い
。
過
去
は
、
後
に
な
っ
て
変
え
ら
れ

る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
し
、
生
じ
な
か
っ
た
こ
と
に
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
し
か
し
、
過
去
の
前
に
目
を
閉
じ
る
者
は
、
現
在
に
対

(87) 

し
て
も
盲
目
で
あ
る
。
非
道
を
心
に
刻
ま
な
い
者
は
、
新
た
な
感
染
の
危
険
に
対
し
て
再
び
抵
抗
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
」

し
か
し
、
他
方
で
、
我
々
は
、
す
で
に
（
第
一
章
に
お
い
て
）
過
去
を
埋
葬
し
よ
う
と
す
る
保
守
主
義
の
歴
史
家
が
、
国
民
の
大
国
意
識

に
支
え
ら
れ
て
、
出
版
界
に
お
い
て
強
固
な
論
陣
を
張
っ
て
い
る
の
を
見
た
。
そ
れ
が
歴
史
家
論
争
を
惹
き
起
こ
し
た
の
で
あ
っ
た
。

一
九
九

0
年
代
に
入
っ
て
、
ド
イ
ツ
の
統
一
も
な
し
遂
げ
ら
れ
、
戦
後
体
制
の
実
質
的
終
了
と
と
も
に
、

（
三
七
八
）

ナ
チ
犯
罪
の
追
及
も
次
第
に

過
去
の
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
戦
後
四
五
年
経
っ
て
「
生
物
学
的
解
決
」
の
段
階
に
入
っ
て
き
た
こ
と
も
そ
の
原
因
で
あ
る
。
し
か
し
、

他
方
、
東
ド
イ
ツ
の
西
ド
イ
ツ
ヘ
の
併
合
に
よ
っ
て
、
従
来
、
西
ド
イ
ツ
の
刑
罰
権
の
及
ば
な
か
っ
た
東
ド
イ
ツ
の
ナ
チ
犯
罪
者
の
追
及

が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
は
、
旧
東
ド
イ
ッ
内
の
ナ
チ
犯
罪
追
及
に
ど
の
よ
う
な
幕
を
引
く
か
が
、
目
下
の
課
題
で
あ

Steinbach, 
Nationalsozialistische 
G
e
w
a
l
t
v
e
r
b
r
e
c
h
e
n》

s.
8
0
.
 

R
号
kerl,
a. a. 
0., 
S. 
2
0
3
.
 

な
お
、
マ
イ
ダ
ー
ネ
ッ
ク
事
件
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、v
g
l
•He
n
k
y
s
,
 
a. a. 
0., 
S. 
llOff. 

呼
ん
だ
。
ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
ッ
カ
ー
は
い
う
。

関
法

な
お
、
よ
り

「
我
々
す
べ
て
が
、
責
任
が
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、

1
0
0
 



ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
祠

1
0
 

詳
し
く
は
、
ワ
ル
シ
ャ
ワ
で
発
行
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、

J
o
z
e
f
M
a
r
s
z
a
l
e
k
,
 
M
a
j
d
a
n
e
k
.
 K
o
n
z
e
n
t
r
a
t
i
o
n
s
l
a
g
e
r
 
L
u
b
l
i
n
,
 
1
9
8
4

が
あ
る
。

(
7
0
)

こ
れ
に
つ
い
て
は
、

vgl.
H
e
i
n
e
r
 L
i
c
h
t
e
n
s
t
e
i
n
,
 
I
m
 N
a
m
e
n
 d
e
s
 V
o
l
k
e
s
 ?,
 

1984, 
S. 
99ff. 

(
7
1
)

こ
れ
に
つ
い
て
、

Riickerl,
a. a. 
0., 
S. 
197ff. 

(
7
2
)
 

B
u
n
d
e
s
t
a
g
s
d
r
u
c
k
s
a
c
h
e
 V
I
l
/
1
3
 0. 

(
7
3
)
 

R
u
c
k
e
r
!
,
 
a. 
a. 
0., 
S. 
198. 

(
7
4
)
R
宕
kerl,
a. a. 
0., 
S. 
203. 

(

7

5

)

 

S
t
e
i
n
b
a
c
h
,
 
a. a. 
0., 
S. 
80. 

(
7
6
)
 

S
t
e
i
n
b
a
c
h
,
 
a. 
a. 
0., 
S. 
83ff.; 
R
u
c
k
e
r
!
,
 
a. 
a. 
0., 
S. 
204. 

な
お
、
テ
レ
ビ
映
画
「
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
」
の
影
響
に
つ
い
て
は
、

P
e
t
e
r

M
i
i
r
t
h
e
s
h
e
i
m
e
r
/
l
v
o
 F
r
e
n
z
e
l
 
(
H
r
s
g
.
)
,
 
I
m
 K
r
e
u
z
f
e
u
e
r
:
 
D
e
r
 F
e
r
n
s
e
h
f
i
l
m
 
H
o
l
o
c
a
u
s
tー

E
i
n
e
N
a
t
i
o
n
 ist 
betroffen, 
1979, S. 

3
1
7
;
 ders•• 

G
e
s
c
h
i
c
h
t
e
 
u
n
d
 G
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
 5, 
1979, 
S. 
570ff. 

(
7
7
)
 

R
u
c
k
e
r
!
,
 
a. a. 
0
 ., 
s. 
2
 0
 7f. 

(
7
8
)
 

Giitz, 
B
i
l
a
n
z
 
d
e
r
 V
e
r
f
o
l
g
u
n
g
 v
o
n
 N
S
-
S
t
r
a
f
t
a
t
e
n
,
 
S. 
149. 

(
7
9
)

こ
れ
に
つ
い
て
は
、

vgl.
I. 
M
U
i
i
e
r
,
 
F
u
r
c
h
t
b
a
r
e
 Juristen, 
S. 
2
6
 0
．
ミ
ュ
ラ
ー
の
挙
げ
る
事
例
を
以
下
で
紹
介
し
て
お
こ
う
。
ポ
ー
ラ

ン
ド
と
ソ
ビ
エ
ト
に
お
け
る
大
量
殺
数
の
主
謀
者
の
一
人
で
、
ラ
イ
ヒ
保
安
本
部
長
、

S
S
の
オ
ー
バ
ー
グ
ル
ッ
ペ
ン
フ
ュ
ー
ラ
ー
で
あ
っ
た
ブ

ル
ー
ノ
・
シ
ュ
ト
レ
ッ
ケ
ン
バ
ッ
ハ

(
B
r
u
n
o
S
t
r
e
c
k
e
n
b
a
c
h
)

は
、
ソ
連
で
二
五
年
の
強
制
労
働
に
処
せ
ら
れ
て
い
た
が
、
一
九
五
五
年
、

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
移
送
さ
れ
た
。
ハ
ン
プ
ル
ク
検
察
庁
は
、
一
九
五
七
年
初
め
に
捜
査
を
開
始
し
た
が
、
手
続
打
ち
切
り
と
し
た
。
し
か
し
、

一
九
六
一
年
に
国
際
的
抗
議
を
受
け
、
捜
査
を
再
開
し
た
。
シ
ュ
ト
レ
ッ
ケ
ン
バ
ッ
ハ
は
身
柄
を
拘
束
さ
れ
た
が
、
四
カ
月
後
に
拘
禁
を
免
除
さ

れ
た
。
検
察
官
は
、
改
め
て
捜
査
し
、
一
人
の
検
察
官
が
一

0
0名
以
上
の
証
人
を
尋
問
し
、
三
万
枚
の
書
類
を
作
成
し
た
。
一
九
七

0
年
か
ら

一
九
七
三
年
ま
で
裁
判
所
の
予
備
調
査
が
あ
り
、
シ
ュ
ト
レ
ッ
ケ
ン
パ
ッ
ハ
が
少
な
く
と
も
一

0
0万
人
を
殺
害
し
た
と
い
う
内
容
の
五
一

1

一頁

に
わ
た
る
起
訴
状
が
出
来
上
が
っ
た
と
き
、
七
二
歳
に
な
っ
た
被
告
人
は
病
気
だ
と
主
張
し
た
。
冠
不
全
と
循
環
器
衰
弱
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

医
師
は
、
「
条
件
付
」
の
公
判
能
力
の
み
を
認
め
た
。
公
判
を
日
に
何
度
も
中
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
ハ
ン
プ
ル
ク
・
ラ

ン
ト
裁
判
所
の
第
七
法
廷
は
、
そ
の
よ
う
な
訴
訟
は
被
告
人
の
人
間
の
尊
厳
に
反
す
る
と
し
て
一
九
七
四
年
四
月
―
―

10日
に
手
続
を
打
ち
切
っ
た
。

ミ
ュ
ラ
ー
は
、
そ
の
他
、
元
の

S
S
の
オ
ー
バ
ー
シ
ュ
ト
ゥ
ル
ム
バ
ン
フ
ュ
ー
ラ
ー
の
ヘ
ル
ム
ー
ト
・
ビ
シ
ョ
ッ
フ

(
H
e
l
m
u
t
Bischoff)
の
事

（
三
七
九
）



関
法

第
四
一
巻
第
二
号

件
で
も
公
判
無
能
力
で
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
九
七

0
年
五
月

1

一
六
日
に
公
判
を
続
行
す
れ
ば
「
血
圧
の
上
昇
」
に
よ
っ
て
殺
人
の
責
め
を

負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
手
続
を
打
ち
切
っ
た
件
を
も
挙
げ
て
い
る
。

(
8
0
)
 

Fritz 
B
a
u
e
r
,
 
I
m
 N
a
m
e
n
 d
e
s
 V
o
l
k
e
s
,
 
i
n
 
"H• 

H
a
m
m
e
r
s
c
h
m
i
d
t
,
 Z
w
a
n
z
i
g
 J
a
h
r
e
 d
a
n
a
c
h
.
 
E
i
n
e
 
d
e
u
t
s
c
h
e
 Bilanz, 
1965, 

s. 
308. 

(
8
1
)
I
•
M
巨
e
r

`
 
a. a. 
0., 
S. 
257. 

(
8
2
)

ポ
ン
・
ラ
ン
ト
裁
判
所
は
、
一
九
六
三
年
一
ー
一
月
―
―

10日
に
、
戦
闘
行
為
と
無
関
係
の
無
奉
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
大
量
殺
翫
に
も
こ
の
四
七
条
二
項
を

適
用
し
た
。
被
告
人
メ
ー
リ
ン
ク
は
、
少
な
く
見
積
も
っ
て
も
二
万
六
千
六
百
人
の
人
間
の
殺
害
に
関
与
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
メ
ー
リ
ン
ク

の
「
責
任
」
と
最
下
限
刑
た
る
「
―
―
一
年
の
刑
」
の
間
に
は
、
こ
の
刑
を
科
す
る
こ
と
が
「
支
持
で
き
な
い
程
の
苛
酷
さ
を
意
味
す
る
」
不
均
衡
が

認
め
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
メ
ー
リ
ン
ク
は
無
罪
と
さ
れ
た
。
検
察
官
は
上
告
し
た
が
、
連
邦
裁
判
所
に
よ
れ
ば
、
ラ
ン
ト
裁
判

所
は
刑
の
算
定
を
誤
っ
た
の
で
あ
り
、
最
下
限
刑
は
一
＿
一
年
で
な
く
「
九
月
」
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
新
公
判
に
お
い
て
ラ
ン
ト
裁
判
所
は
、
一
九
六

五
年
七
月
二
七
日
に
、
次
の
よ
う
に
判
決
し
た
。
「
こ
の
よ
う
に
僅
か
な
刑
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
責
任
に
比
ぺ
て
正
当
化
で
き
ず
、
支
持
で
き
な

い
苛
酷
さ
を
意
味
す
る
著
し
く
不
均
衡
な
関
係
に
立
つ
。
し
か
し
、
法
定
の
最
低
刑
で
さ
え
そ
の
よ
う
な
苛
酷
な
構
成
要
件
を
作
り
出
す
の
な
ら

ば
・
・
；
処
罰
は
完
全
に
免
除
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」

(C.
F. 
Riiter, 
Justiz 
u
n
d
 N
Sー

V
e
r
b
r
e
c
h
e
n
,
1
9
6
8
 
1• 

B
d
.
 
21, 
N
r
.
 
5
9
4
b
,
 c, 
a, 
S. 

271, 
s. 
345ff., 
s. 
266f. 

(
8
3
)
 

I. 
M
u
l
l
e
r
,
 a. a. 
0., 
S. 
258. 

な
お
、
こ
の
軍
刑
法
四
七
条
の
適
用
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
第
六
章
で
詳
論
す
る
。

(
8
4
)
 

I. 
M
u
l
l
e
r
,
 
a. a. 
0., 
S. 
260. 

例
え
ば
、
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
裁
判
の
主
要
被
告
人
ロ
ー
バ
ー
ト
・
ム
ル
カ

(
R
o
b
e
r
t
M
u
l
k
a
)

は
、
フ

ラ
ン
ク
フ
ル
ト
陪
審
裁
判
所
で
一
四
年
の
重
懲
役
に
処
せ
ら
れ
た
が
、
健
康
上
の
理
由
で
、
一
年
後
に
す
で
に
釈
放
さ
れ
て
い
る
。

(
8
5
)こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
、
宮
沢
•
前
掲
法
学
研
究
六
一
巻
二
号
五0
頁
以
下
参
照
。

(
8
6
)
 Vgl• 

O
L
G
 K
a
r
l
s
r
u
h
e
,
 
B
e
s
c
h
l
u
B
 v
o
m
 25. 
11. 
1977, 
J
R
 1978, 
S. 
213ff.; 
O
L
G
 H
a
m
m
,
 
M
O
R
 1981, 
S. 
1
0
4
4
;
 
O
L
G
 

F
r
a
n
k
f
u
r
t
 N
J
W
 1979, 
S. 
ll 73ff. 

(
8
7
)

本
訳
は
、
独
自
の
訳
で
あ
る
が
、
本
演
説
に
は
、
邦
訳
が
あ
る
。
ワ
イ
ツ
ゼ
ッ
カ
ー
・
永
井
清
彦
訳
『
荒
れ
野
の
四

0
年
』
岩
波
プ
ッ
ク
レ
ッ

卜
五
五
(
-
九
八
六
年
）
。
な
お
、
永
井
清
彦
「
ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
ッ
カ
ー
演
説
へ
の
反
響
か
ら
ー
西
ド
イ
ツ
の
精
神
状
況
を
『
象
徴
』
す
る
も
の
ー
」

世
界
一
九
八
六
年
四
月
号
。
四

0
年
代
の
政
治
と
の
関
係
で
こ
の
演
説
を
採
り
上
げ
る
も
の
と
し
て
、
員
鍋
俊
二
「
40
年
代
ド
イ
ッ
問
題
の
現

1
0
 
（
三
八

0
)



在
」
一
九
四
0
年
代
の
世
界
政
治
（
龍
谷
大
学
社
会
科
学
研
究
所
叢
書
）
（
一
九
八
八
年
）
―
―
―
―
七
頁
以
下
、
が
あ
る
。
そ
の
他
に
、
舟
越
歌
一

「
戦
後
思
想
の
空
隙
ー
苦
痛
の

Eri
n
n
e
r
u
n
g
s
a
r
b
e
i
 t

が
不
可
避
で
あ
る
こ
と
ー
」
長
崎
大
学
教
育
学
部
社
会
科
学
論
叢
三
六
号
（
一
九
八
二

年
）
二
五
頁
以
下
も
参
照
。

ナ
チ
犯
罪
の
追
及
と
時
効
論
議

ナ
チ
犯
罪
追
及
の
遅
延
と
時
効
問
題

ナ
チ
犯
罪
の
追
及
は
、
長
期
間
に
及
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
大
き
な
特
徴
を
も
っ
て
い
る
。
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
に
長
期
間
を
要
し
た

の
か
に
つ
い
て
は
、
当
初
ド
イ
ツ
の
裁
判
権
が
及
ば
な
か
っ
た
こ
と
、

国
外
逃
亡
し
て
い
た
こ
と
、
証
拠
資
料
が
ボ
ー
ラ
ン
ド
な
ど
の
外
国
で
所
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
証
人
が
当
初
戦
争
捕
虜
の
状
態
に
あ
っ

て
証
言
を
得
る
の
が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
、
戦
争
犯
罪
と
ナ
チ
犯
罪
の
区
別
が
当
初
な
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
、
様
々
な
理
由
が
考
え

遥
}

ら
れ
る
力
犯
罪
追
及
が
長
期
に
及
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
、
処
罰
の
必
要
性
が
常
に
改
め
て
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
刑
事
的

な
過
去
の
克
服
の
意
義
の
問
題
も
繰
り
返
し
問
わ
れ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
と
く
に
、
公
訴
「
時
効
」
の
問
題
に
集
約
し
て
現
れ
た
。
西
ド

イ
ツ
で
は
、
戦
後
何
度
に
も
わ
た
っ
て
、

「
法
学
」
的
な
問
題
が
、
社
会
を
挙
げ
て
の
大
論
議
を
呼
ん
だ
の
は
お
そ
ら
く
歴
史
上
に
お
い
て
も
、
西
ド
イ
ツ
の
こ
の
戦
後
期
を
除
い

国
際
法
上
の
時
効
論
議

ナ
チ
犯
罪
の
公
訴
時
効
の
問
題
が
、
激
し
く
議
論
さ
れ
る
。
時
効
と
い
っ
た
、
本
来
は
、
特
殊

モ
ス
ク
ワ
宜
言
や
ロ
ン
ド
ン
協
定
に
よ
れ
ば
、

べ
き
至
上
命
題
で
あ
り
、
時
間
的
制
約
も
課
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
国
際
法
上
の
原
則
に
よ
れ
ば
、

(2) 

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
祠

て
は
例
を
み
な
い
で
あ
ろ
う
。

(1) 
第
四
節

（
三
八
一
）

ナ
チ
犯
罪
者
が
戦
後
の
混
乱
に
乗
じ
て
国
内
に
潜
伏
し
、
ま
た
は

ナ
チ
犯
罪
の
訴
追
は
、
あ
ら
ゆ
る
国
家
的
・
地
理
的
障
害
を
克
服
し
て
、
貫
徹
さ
れ
る

101―― 

ナ
チ
犯
罪
を
訴
追



国
内
法
と
し
て
は
、
各
占
領
地
域
に
お
い
て
一
九
四
六
年
か
ら
四
七
年
に
か
け
て
発
せ
ら
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
処
罰
法
」

(
A
h
n
d
u
n
g
s,
 

(91) 

gesetz)

が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
政
治
的
・
人
種
的
ま
た
は
宗
教
的
理
由
か
ら
実
行
さ
れ
た
ナ
チ
犯
罪
に
関
し
て
（
イ
ギ
リ
ス
占
領

(3) 
定
に
基
づ
い
て
、
ま
た
は
処
分
に
よ
っ
て
、
そ
の
経
過
が
停
止
さ
れ
、
本
法
の
施
行
の
時
に
ま
だ
生
じ
て
い
な
か
っ
た
期
間
は
、
そ
の
経

過
が
こ
の
停
止
が
な
け
れ
ば
発
生
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
時
点
に
経
過
す
る
。
但
し
、

一
九
四
五
年
五
月
八
日
に
時
効
期
間
が
始
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
す
で
に
ド
イ
ツ
の
降

伏
の
時
か
ら
時
効
が
開
始
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
時
効
の
開
始
時
点
の
設
定
は
、
捜
査
が
戦
後
ド
イ
ツ
の
司
法
の
閉
鎖
に
よ
っ
て
、
妨

げ
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
お
よ
び
一
九
五
五
年
五
月
五
日
に
「
連
邦
共
和
国
の
占
領
政
権
の
終
了
に
関
す
る
議
定
書
」
が
発
効
す
る
ま
で
は

占
領
法
の
規
定
に
よ
っ
て
捜
査
権
が
部
分
的
に
（
連
合
国
の
所
属
員
に
対
す
る
犯
罪
行
為
に
つ
き
）
剥
奪
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
を
考

慮
せ
ず
に
決
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

「
処
罰
法
」
と
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
合
憲
判
決

置
が
な
け
れ
ば
、

一
九
五
六
年
五
月
―
―

10日、

越
旨
で
あ
っ
た
。

「
占
領
法
の
廃
止
に
関
す
る
第
一
法
釈
」
が
決
議
さ
れ
た
。
そ
の
五
条
一
項
に
い
う
。

あ
る
が
、
こ
の
規
定
は
、

た
。
管
理
理
事
会
法
一

0
号
二
条
で
は
、

(89) 

す
る
こ
と
は
、
制
限
で
き
な
い
義
務
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
国
際
法
上
の
義
務
は
、
国
内
法
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
ぺ
き
で

は
な
か
っ
た
。

関
法

第
四
一
巻
第
二
号

一
九
五
六
年
末
以
前
で
は
な
い
」
。
占
領
官
庁
の
措

（
三
八
二
）

つ
ま
り
、
国
際
法
上
の
犯
罪
と
し
て
の
ナ
チ
犯
罪
の
訴
追
に
は
、
国
内
法
の
時
効
規
範
は
、
適
用
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い

「
上
記
の
犯
罪
の
―
つ
の
故
の
刑
事
訴
訟
ま
た
は
公
判
に
お
い
て
は
、
被
告
人
は
、

1
0四

一九一―――――

年
一
月
―
―

10日
か
ら
一
九
四
五
年
七
月
一
日
ま
で
の
期
間
に
問
題
に
な
っ
た
限
り
で
、
時
効
を
援
用
で
き
な
い
」
と
規
定
し
て
い
た
の
で

一
九
四
五
年
七
月
一
日
ま
で
妥
当
し
て
い
た
ド
イ
ッ
刑
法
の
時
効
規
定
に
つ
き
そ
の
規
定
の
適
用
を
排
除
す
る

「
占
領
官
庁
の
規



ド
イ
ツ
の
一
般
の
人
々
が
、

ア
イ
ヒ
マ
ン
の
逮
捕
の
ニ
ュ
ー
ス
に
耳
を
敵
て
い
た
頃
、
す
な
わ
ち
一
九
六

0
年
に
は
、
ナ
チ
犯
罪
の
多

(94) 

く
が
関
係
す
る
故
殺
の
時
効
が
完
成
す
る
時
期
に
か
か
っ
て
い
た
。
当
時
の
刑
法
六
七
条
に
よ
る
と
、
終
身
自
由
刑
を
も
っ
て
威
嚇
さ
れ

-
0年
を
越
え
る
自
由
刑
の
場
合
は
一
五
年
、
そ
の
他
の
犯
罪
に
つ
い
て
は
一

0
年
で
時
効
が
完
成
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
た
。
従
っ
て
、

年
で
あ
る
の
で
、

ナ
チ
時
代
に
行
わ
れ
た
傷
害
罪
、
自
由
剥
奪
罪
、
お
よ
び
財
産
侵
害
に
つ
い
て
は
法
定
刑
の
上
限
が
一
〇

終
戦
後
一

0
年
、
す
な
わ
ち
一
九
五
五
年
五
月
八
日
で
時
効
が
完
成
し
た
。

自
由
剥
奪
致
死
お
よ
び
強
盗
は
一
九
六

0
年
五
月
八
日
を
経
過
し
た
時
点
で
時
効
に
か
か
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
注
意
す
べ
き
は
、

一
九
六

0
年
の
時
効
論
議
は
、
と
く
に
時
効
の
開
始
時
点
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
障
害
な
く
西
ド

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
向

た
犯
罪
の
場
合
は
二

0
年、

(4) 

一
九
六

0
年
の
時
効
論
議

地
域
で
は
）

い
と
さ
れ
た
。
裁
判
所
は
、
刑
法
六
九
条
の
根
本
思
想
か
ら
時
効
の
停
止
を
演
繹
す
る
。

1
0五

（
三
八
三
）

こ
れ
に
対
し
て
、

故
殺
、

（
ア
メ
リ
カ
占
領
地
域
で
は
）
一
九
四
五
年
六
月
―
―

10日
ま
で
、
時
効
を
停
止

(92) 

一
九
五
二
年
九
月
一
八
日
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
決
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ

れ
ば
、
処
罰
法
は
、
合
憲
で
あ
る
。
と
く
に
、
基
本
法
一

0-＿
一
条
二
項
に
反
す
る
も
の
で
は
な
く
、
従
っ
て
、
遡
及
処
罰
禁
止
に
反
し
な

て
刑
事
訴
追
が
開
始
さ
れ
え
ず
、
ま
た
は
、
継
続
さ
れ
え
な
い
期
間
、
も
し
く
は
、
そ
の
決
定
が
別
の
手
続
に
お
い
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
前
提
問
題
に
依
存
し
て
い
る
点
で
、
刑
事
手
続
の
継
続
が
不
能
と
な
る
期
間
の
時
効
の
停
止
を
規
定
し
て
い
る
」
。
処
罰
法
は
、

こ
の
六
九
条
の
思
想
を
適
用
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
処
罰
法
に
あ
っ
て
は
、
時
効
期
間
を
事
後
的
に
遡
及
し
て
変
更
す
る

と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
司
法
が
停
止
し
た
場
合
に
は
期
間
が
進
行
し
え
な
い
と
い
う
一
般
的
法
思
想
に
も
と
づ
い
て
、

(93) 

そ
の
旨
が
法
律
に
よ
っ
て
宣
言
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

す
る
旨
が
規
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
処
罰
法
に
関
し
て
は
、

一
九
四
五
年
五
月
八
日
ま
で
、
あ
る
い
は
、

傷
害
致
死
、

「
刑
法
六
九
条
は
、
法
律
上
の
規
定
に
基
づ
い



い
う
の
で
あ
る
。

月
八
日
に
終
了
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

か
く
し
て
、

一
九
四
九
年
九
月
一
五
日
に
な
っ
て
初
め
て
時
効
期
間
が
進
行
し
た
と

イ
ツ
の
官
庁
が
刑
事
訴
追
を
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
す
で
に
一
九
四
五
年
五
月
以
降
、

一
九
六

0
年
三
月
二
三
日
に
、
連
邦
議
会
の

S
P
D
の
議
員
団
の
議
員
達
が
「
刑
法
上
の
時
効
の
算
定
に
関
す
る
法
律
」
決
議
の
動
議

(95) 

を
提
出
し
た
の
が
、
議
会
で
時
効
論
議
が
始
ま
っ
た
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
。
こ
の
法
律
の
第
一
条
は
、
次
の
よ
う
に
な
る
は
ず
だ
っ
た
。

「
-
0年
以
上
の
期
間
の
自
由
刑
を
も
つ
、
ま
た
は
終
身
の
重
懲
役
を
も
つ
最
高
刑
期
に
よ
っ
て
威
嚇
さ
れ
た
犯
罪
の
時
効
期
間
を
算
定

一
九
四
五
年
か
ら
一
九
四
九
年
九
月
一
五
日
の
期
間
も
、
計
算
外
に
置
か
れ
る
」
。

「
司
法
の
停
止
期
間
中
は
刑
法
上
の
時
効
期
間
は
進
行
し
な
い
と
い
う
の
は
、
昔
か
ら
承
認
さ
れ
た
法
で
あ
る
。

一
九
一
―
―
―
―
一
年
一
月
―
―

10日
か
ら
一
九
四
五
年
五
月
八
日
の
間
の
期
間
に
お
い
て
は
ナ
チ
ス
権
力
支
配
者
の
た
め
に
軽
罪
や
重
罪

は
訴
追
さ
れ
え
な
か
っ
た
限
り
で
、
刑
法
上
の
時
効
は
停
止
し
て
い
た
こ
と
は
法
律
上
承
認
さ
れ
た
。
司
法
の
停
止
は
、

さ
れ
、
侵
害
さ
れ
て
き
た
。
国
民
の
大
部
分
は
、

一
九
四
五
年
五

一
九
四
五
年
秋
に
再
建
さ
れ
た
司
法
官
庁
、
警
察
官
庁
は
、
い
ま
だ
長
き
に
わ
た
っ
て
法
治
国
家

に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
規
模
で
、
ま
た
、
法
治
国
家
に
必
要
な
程
度
に
重
点
的
に
、
刑
事
訴
追
を
再
開
し
、
実
行
す
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
。
ド
イ
ツ
の
国
家
機
関
お
よ
び
官
庁
の
作
用
は
、
そ
れ
に
占
領
諸
国
に
よ
っ
て
課
せ
ら
れ
た
制
限
、
と
く
に
長
年
の
間
継
続
し
て

き
た
占
領
諸
地
域
の
分
割
に
よ
っ
て
、
連
邦
組
織
の
欠
如
と
円
滑
な
公
務
お
よ
び
法
補
助
組
織
の
欠
如
の
た
め
に
事
実
上
決
定
的
に
阻
害

い
ま
だ
最
終
的
な
住
居
を
見
出
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
は
い
ま
だ
ふ
た
た
び
自
由
の
身
に

な
っ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
司
法
の
停
止
は
、
事
実
上
、
連
邦
政
府
が
そ
の
活
動
を
開
始
し
た
時
点
で
は
じ
め
て
、
そ
の

(96) 

完
全
な
規
模
に
お
い
て
克
服
さ
れ
た
の
で
あ
る
」
。

従
っ
て
、

に
書
か
れ
て
い
る
。

す
る
に
あ
た
っ
て
は
、

そ
の
理
由
に
は
、

次
の
よ
う

と
も
一
九
四
六
年
な
の
か
、
ま
た
は
、

一
九
四
九
年
／
五

0
年
以
降
な
の
か
が
論
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

関
法

第
四
一
巻
第

1

一号

（
三
八
四
）

つ
ま
り
降
伏
の
時
点
か
ら
な
の
か
、
そ
れ

1
0六



と、

1
0七

（
三
八
五
）

S
P
D
議
員
団
の
こ
の
動
議
は
、
第
一
11
選
挙
期
第
一
―
一
回
会
議
に
お
け
る
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
の
総
会
に
お
い
て
、

四
日
に
、
法
務
委
員
会
に
委
託
さ
れ
た
。

は
、
す
で

(97) 

一
九
六

0
年
五
月
一

1

一
日
、
法
務
委
員
会
は
、
こ
の

S
P
D
の
法
律
草
案
を
否
決
し
た
。
シ
ュ
ヴ
ル
ツ
ハ
ウ
プ
ト
議
員
の
報
告
に
よ
る

「
委
員
会
は
、
例
え
ば
、
別
の
形
の
立
法
提
案
に
よ
っ
て
政
治
犯
ま
た
は
故
殺
お
よ
び
謀
殺
の
全
事
案
に
対
す
る
時
効
期
間
を
延
長

す
る
こ
と
が
、
憲
法
上
可
能
で
、
政
治
的
に
推
奨
す
べ
き
こ
と
か
ど
う
か
を
も
、
詳
し
く
議
論
し
た
」
の
で
あ
る
が
、
委
員
会
の
多
数
は
、

こ
れ
に
反
対
で
あ
っ
た
。

「
過
去
に
実
行
さ
れ
た
犯
罪
行
為
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
時
効
期
間
の
一
切
の
延
長
は
、
行
為
者
の
法
的
地
位
の

遡
及
的
悪
化
で
あ
る
。
多
数
の
事
例
に
お
い
て
、
こ
の
こ
と
は
、
す
で
に
経
過
し
た
時
効
期
間
が
ふ
た
た
び
開
始
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

…
…
委
員
会
の
多
数
の
委
員
は
、
時
効
は
、
実
体
刑
法
で
あ
る
と
、
ま
た
は
同
時
に
訴
訟
法
上
・
実
体
法
上
の
制
度
で
あ
る
と
理
解
さ
れ

る
べ
き
で
あ
り
、
従
っ
て
、
刑
法
典
の
一

0-―
一
条
二
項
に
よ
る
遡
及
的
変
更
は
、
違
憲
で
あ
る
と
い
う
立
場
に
立
っ
た
」
。
そ
の
他
、
「
法

政
策
的
理
由
」
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
十
分
な
嫌
疑
の
存
在
す
る
す
べ
て
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
時
効
を
中
断
す
る
裁
判
官
の

行
為
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
重
大
な
行
為
、
と
く
に
謀
殺
に
つ
い
て
は
時
効
期
間
は
ま
だ
一
九
六
五
年
ま
で
存
続
し
て
い
る
、
と
い
っ

た
理
由
で
あ
っ
た
。

一
九
六

0
年
五
月
二
四
日
の
連
邦
議
会
の
第
三
選
挙
期
の
第
一
―
七
回
会
議
（
総
会
）
で
は
、
時
効
論
議
が
闘
わ
さ
れ
た
。
時
効
延
長

論
者
た
る
S
P
D
の
メ
ン
ツ
ェ
ル

(
M
e
n
z
e
l
)

議
員
は
、

し
た

U

メ
ン
ツ
ェ
ル
は
、
五

0
年
代
に
は
ナ
チ
犯
罪
に
対
す
る
一
般
的
な
恩
赦
の
風
潮
が
裁
判
所
を
支
配
し
て
い
た
こ
と
な
ど
を
挙
げ
、

(98) 

訴
追
が
う
ま
く
機
能
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
連
邦
司
法
大
臣
シ
ェ
フ
ァ
ー

に
早
期
に
西
ド
イ
ツ
の
刑
事
訴
追
管
轄
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
、

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
付

犯
罪
の
重
大
さ
、

迅
速
な
刑
事
訴
追
の
障
害
、
そ
の
政
治
的
責
任
を
論
拠
と

(Schaffer) 

ル
ー
ト
ヴ
ィ
ッ
ヒ
ス
プ
ル
ク
・
セ
ン
ク
ー
の
設
立
に
よ
っ
て
そ
れ
が
よ

一
九
六

0
年
三
月



当
時
の
刑
法
六
七
条
に
よ
れ
ば
、

(5) 

一
九
六
五
年
の
時
効
論
議

り
効
果
的
な
も
の
と
さ
れ
た
こ
と
を
挙
げ
、

い
な
い
、
ま
た
は
時
効
完
成
に
脅
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
危
険
は
な
い
と
主
張
し
た
。
こ
れ
は
、

大
臣
会
議
に
お
け
る
セ
ン
ク
ー
所
長
の
ナ
チ
犯
罪
捜
査
の
状
況
報
告
を
援
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
シ
ェ
フ
ァ
ー
に
よ
れ
ば
ま
た
、
草
案
の

理
由
は
、
訴
追
に
は
当
時
事
実
上
の
困
難
が
あ
っ
た
と
し
て
い
る
が
、
事
実
上
の
困
難
を
理
由
と
す
る
こ
と
は
、
ド
イ
ッ
法
に
は
馴
染
み

、
、
、

の
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
訴
追
が
法
律
上
の
規
定
に
基
づ
い
て
開
始
せ
ず
、
ま
た
は
継
続
し
が
た
い
と
き
に
時
効
が
停
止
す
る
と
い

う
ド
イ
ッ
法
に
お
い
て
一
般
的
な
六
九
条
の
規
定
に
矛
盾
す
る
と
さ
れ
絞
。
そ
の
他
、

F
D
P
の
議
員
で
後
に
司
法
大
臣
と
な
っ
た
プ
ッ

ヒ
ャ
ー

(
B
u
c
h
e
r
)
は
、
そ
の
当
時
の
世
論
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
プ
ッ
ヒ
ャ
ー
は
、

(Ioo) 

見
た
く
な
い
、
知
り
た
く
も
な
い
」
と
い
う
の
が
、
広
く
見
ら
れ
る
国
民
の
願
望
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

一
九
六
五
年
五
月
八
日
に
は
、

時
に
は
時
効
延
長
を
め
ぐ
っ
て
激
し
い
議
論
が
闘
わ
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
年
の
時
効
論
議
は
、
政
治
的
意
見
の
大
転
換
の
中
に
生

(IOl) 

じ
た
と
い
え
よ
う
。
す
で
に
一
九
六
四
年
末
か
ら
時
効
論
議
が
公
的
機
関
や
マ
ス
コ
ミ
に
お
い
て
再
燃
し
て
い
た
が
、
連
邦
政
府
は
、

九
六
四
年
一

0
月
に
連
邦
司
法
省
に
よ
っ
て
「
ナ
チ
犯
罪
の
刑
事
訴
追
時
効
の
延
長
の
問
題
に
つ
い
て
」
と
い
う
意
見
書
を
提
出
さ
せ
て

(102) 

い
た
。
政
府
は
、

一
九
六
四
年
―
一
月
に
二
回
の
閣
議
で
こ
の
問
題
を
採
り
上
げ
、
最
終
的
に
多
数
に
よ
っ
て
議
会
に
は
時
効
延
長
法
案

を
提
案
し
な
い
よ
う
決
定
し
た
（
連
邦
首
相
ニ
ア
ハ
ル
ト
は
反
対
）
。
連
邦
政
府
の
広
報
官
ハ
ー
ゼ

「
長
い
議
論
の
末
、
別
の
根
拠
か
ら
ど
ん
な
に
時
効
期
間
の
延
長
が
望
ま
し
い
も
の
だ
と
し
て
も
、
犯
罪
に
対
す
る
遡
及
効
を
も
つ
時
効

織
的
に
把
捉
さ
れ
、
引
き
続
き
捜
査
さ
れ
て
い
る
の
で
、

関
法

第
四
一
巻
第
二
号

ナ
チ
犯
罪
の
組
織
的
な
調
査
に
よ
っ
て
、
重
要
な
戦
時
中
の
大
量
殺
識
行
動
の
す
べ
て
が
組

「
こ
れ
以
上
重
要
な
事
実
」

(groBere
T
a
t
s
a
c
h
e
n
k
o
m
p
l
e
x
)
が
発
覚
し
て

ナ
チ
犯
罪
の
う
ち
、
謀
殺
も
時
効
に
か
か
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
こ
の

(
H
a
s
e
)
 
に
よ
る
と
、
政
府
は
、

「
何
も
聞
き
た
く
な
い
、

一
九
六

0
年
四
月
八
日
の
ラ
ン
ト
司
法

1
0八

（
三
八
六
）



(

1

一）

J

の
検
討
に
お
い
て
は
全
資
料
が
含
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
し
、

（
一
）

(103) 

期
間
の
延
長
は
、
基
本
法
一

0
三
条
に
よ
っ
て
問
題
外
で
あ
る
と
い
う
考
察
に
達
し
た
」
の
で
あ
る
。

各
議
員
団
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ

こ
の
決
定
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
諸
外
国
に
お
い
て
も
激
し
い
議
論
を
招
い
た
。
そ
し
て
各
議
員
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
で
、
連
邦
議

(101) 

会
で
も
こ
の
問
題
に
取
り
組
む
よ
う
働
き
か
け
ら
れ
た
。
連
邦
議
会
に
お
い
て
は
、
三
つ
の
提
案
が
な
さ
れ
た
。

①
法
務
委
員
会
の
提
案

②
ペ
ン
ダ
議
員
ら
の
提
案

③
S
P
D
議
員
団
の
提
案

終
身
自
由
刑
を
も
っ
て
威
嚇
さ
れ
た
行
為
に
つ
い
て
の
時
効
期
間
の
算
定
に
あ
た
っ
て
は
、

月
八
日
か
ら
一
九
四
九
年
―
二
月
＝
―
-
日
ま
で
の
期
間
は
考
慮
さ
れ
な
い
と
い
う
法
律
を
規
定
す
る
と
い
う

法
律
に
よ
っ
て
、
終
身
懲
役
刑
を
も
っ
て
威
嚇
さ
れ
た
行
為
に
対
す
る
時
効
期
間
を
一
―

-0年
に
延
長
し
、
ま

た
は
、
そ
の
時
効
を
全
く
廃
止
し
、
こ
の
規
定
を
す
で
に
実
行
さ
れ
た
行
為
に
拡
大
す
る
と
い
う
も
の
、

憲
法
改
正
に
よ
っ
て
、
謀
殺
と
民
族
殺
の
時
効
を
廃
止
し
て
、
こ
の
規
制
を
す
で
に
実
行
さ
れ
た
行
為
に
拡

で
あ
る
。
こ
の
第
一
の
提
案
に
従
っ
て
、
連
邦
議
会
は
、

C
D
u
/
C
S
U
お
よ
び

S
P
D
の
議
員
団
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
、
連
邦
議
会
で
大
多
数
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
た
動
議
に
お
い
て
は
、

「
遅
滞
な
く
連
邦
州
政
府
と
、
次
の
内
容
の
協
定
を
樹
立
す
る
目
的
で
交
渉
を
始
め
る
こ

ナ
チ
時
代
の
謀
殺
行
為
に
関
す
る
全
記
録
資
料
が
組
織
的
に
評
価
さ
れ
る
こ
と

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
向

連
邦
政
府
に
、
次
の
こ
と
が
要
請
さ
れ
た
。

(105) 
と
」
で
あ
る
。

大
す
る
と
い
う
も
の
、

も
の
、

(

a

)

 

1
0九

（
三
八
七
）

一
九
六
五
年
一
―
一
月
二
五
日
に
時
効
期
間
算
定
法
を
可
決
し
た
。

一
九
四
五
年
五



(
b
)
 

（四）

(
-
―
-
）
 

一
九
六
五
年
時
効
論
議
の
特
徴

第
四
一
巻
第
二
号

連
邦
共
和
国
の
領
域
内
で
存
在
し
、
ま
だ
完
全
に
裁
か
れ
て
い
な
い
限
り
、

外
国
、
と
く
に
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
か
ら
手
に
入
れ
ら
れ
う
る
限
り
で
あ
る
。

組
織
的
評
価
は
、
ラ
ン
ト
司
法
行
政
の
〔
ナ
チ
犯
罪
追
及
〕
セ
ソ
ク
ー
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
こ
の
セ
ン
ク
ー
は
、
犯
行
地
を

考
慮
せ
ず
、
以
前
の
ド
イ
ツ
の
ラ
イ
ヒ
政
府
と
ナ
チ
の
最
高
組
織
の
官
庁
と
執
務
所
の
範
囲
内
に
お
け
る
教
唆
と
帯
助
を
含
め
た

あ
ら
ゆ
る
謀
殺
行
為
の
調
査
に
対
し
て
管
轄
を
も
つ
べ
き
で
あ
る
。

連
邦
司
法
大
臣
は
、

一
九
六
五
年
三
月
一
日
ま
で
に
連
邦
議
会
に
、
考
察
に
の
ぼ
る
あ
ら
ゆ
る
謀
殺
事
件
に
お
い
て
捜
査
が
開

始
さ
れ
、
時
効
の
中
断
が
確
保
さ
れ
る
か
ど
う
か
を
報
告
す
る
よ
う
要
請
さ
れ
、
ま
た
、
連
邦
政
府
が
他
の
方
法
で
は
そ
の
よ
う

な
謀
殺
行
為
の
刑
事
訴
追
が
確
保
さ
れ
え
な
い
と
い
う
確
信
に
達
し
た
場
合
に
は
、
必
要
と
あ
ら
ば
、
連
邦
政
府
が
時
効
延
長
の

問
題
を
適
時
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
と
と
も
に
検
討
す
る
用
意
が
あ
る
か
ど
う
か
を
報
告
す
る
よ
う
要
請
さ
れ
る
。

こ
れ
と
は
独
立
に
ベ
ン
ダ
な
ど
の

C
D
u
/
c
s
uの
四

0
人
以
上
の
議
員
が
署
名
し
て
、
刑
法
典
六
七
条
一
項
を
大
刑
法
委
員
会
の

提
案
に
従
っ
て
、
謀
殺
に
対
す
る
時
効
を
将
来
一
―

-0年
に
な
る
よ
う
変
更
し
、
こ
の
規
定
を
、
そ
れ
が
ま
だ
時
効
の
完
成
し
て
い
な
い
ナ

(106) 

チ
ス
謀
殺
行
為
を
も
含
む
べ
き
効
力
を
も
た
せ
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
同
じ
よ
う
な
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
は
、

邦
参
議
院
に
お
い
て
宣
言
さ
れ
た
。

一
九
六
五
年
の
時
効
論
議
を
特
徴
づ
け
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
事
情
で
あ
る
。

裁
判
が
数
多
く
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
時
効
期
間
に
関
す
る
決
定
は
、
か
く
し
て
、
も
は
や
抽
象
的
・
原
則
的
で
は
な
く
、
具
体
的
に

(

C

)

 

(
b
)
 
ソ
ビ
ニ
ト
占
領
地
域
の
文
書
館
か
ら
入
手
可
能
で
あ
る
限
り
、

(

a

)

 関
法

一
九
六

0
年
以
降
、
世
間
を
甜
目
さ
せ
る
重
大
な
ナ
チ

―1
0
 ＾

ン
プ
ル
ク
州
に
よ
っ
て
連

（
三
八
八
）



S
P
D
議
員
ア
ル
ン
ト
の
意
見

(Iog) 

「
法
曹
新
聞
」
に
「
刑
法
上
の
時
効
の
問
題
に
つ
い
て
」
と
い
う
論
説
を
掲
載
し
て
、
時
効
問
題
に
つ
き
考
察
を
め
ぐ

ら
し
て
い
る
が
、
結
論
は
、
時
効
の
開
始
を
「
司
法
の
停
止
」
を
理
由
に
し
て
後
に
ず
ら
す
と
い
う
方
向
に
つ
き
、

一
切
の
場
合
に
、
諸
刃
の
剣
で
あ
り
、
危
険
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
決
断
が
正
義
に
役
立
つ
か
ど
う

か
は
将
来
と
い
う
闇
の
中
に
あ
る
」
と
し
て
留
保
し
て
い
る
。
こ
の
論
稿
で
は
、
時
効
期
間
を
遡
及
的
に
延
長
で
き
る
か
と
い
う
問
い
に

つ
い
て
は
、
様
々
な
重
要
な
論
拠
の
考
察
の
結
果
、
否
定
的
結
論
に
至
っ
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ア
ル
ン
ト
は
、
そ
の
際
、
①
時

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
祠

が
な
さ
れ
る
に
せ
よ
、

ア
ル
ン
ト
は
、

③
 

で
は
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

（
三
八
九
）

問
題
に
な
っ
て
い
る
事
件
や
刑
事
訴
追
の
ほ
か
、
世
論
も
考
慮
し
、
さ
ら
に
時
効
論
議
の
外
交
上
の
効
果
を
も
考
慮
す
る
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
影
響
を
別
と
す
れ
ば
、
議
論
は
、
明
ら
か
に
内
政
上
の
圧
力
の
下
に
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

(101) 

世
論
は
、
広
く
六

0
年
代
中
頃
に
は
、
こ
の
問
題
に
「
結
末
を
つ
け
る
」
よ
う
望
ん
で
い
た
か
ら
で
あ
る
。

一
九
六
五
年
三
月
一

0
日
の
連
邦
議
会
の
第
四
選
挙
期
の
第
一
七

0
回
会
議
に
お
け
る
議
論
で
は
、

と
く
に
ペ
ン
ダ

(
C
D
u
)
、
ア

ル
ン
ト

(
S
P
D
)
お
よ
び
デ
ー
ラ
ー

(
F
D
P
)
と
い
っ
た
議
員
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
三
つ
の
立

(108) 

場
に
分
け
ら
れ
る
。
デ
ー
ラ
ー
は
、
遡
及
的
立
法
の
禁
止
と
い
っ
た
法
治
国
家
的
疑
義
を
正
面
に
据
え
、
法
違
反
者
に
対
し
て
も
法
的
安

定
性
を
強
調
し
た
の
に
対
し
て
、
ベ
ン
ダ
は
、
正
義
の
観
念
、
政
治
的
考
慮
お
よ
び
歴
史
的
・
政
策
的
観
点
に
重
き
を
置
き
、
時
効
延
長

論
を
説
く
。
こ
れ
に
対
し
て
、
閣
議
の
多
数
説
は
、

ル
ー
ト
ヴ
ィ
ッ
ヒ
ス
プ
ル
ク
・
セ
ン
ク
ー
の
作
業
に
よ
っ
て
、
多
数
の
事
実
が
調
査

さ
れ
、
時
効
が
適
時
中
断
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
時
効
期
間
の
延
長
は
、
事
実
上
少
な
く
と
も
刑
事
訴
追
に
著
し
い
長
所
を
も
た
ら
す
も
の

①
連
邦
議
会
第
一
七

0
回
会
議
に
お
け
る
議
論

「
ど
の
よ
う
な
決
断



ベ
ン
ダ
は
、

シ
ョ
イ
ナ
ー
の
定
義
を
借
り
て
、

「
実
質
的
に
捉
え
ら
れ
た
法
治
国
家
と
は
、

法
治
国
家
概
念
の
変
遷

(111) 

れ
ば
な
ら
な
い
。

(

a

)

 

小
冊
子
に
よ
っ
て
ベ
ン
ダ
の
見
解
を
紹
介
し
よ
う
。

第
四
一
巻
第
二
号

効
の
意
味
と
本
質
の
問
題
、
③
そ
の
よ
う
な
立
法
の
憲
法
上
の
制
限
の
問
題
、
③
一
九
四
六
年
七
月
一
日
以
降
に
司
法
の
停
止
が
あ
っ
た

(no) 

「
司
法
に
つ
ね
に
つ
き
ま
と
う
陰
と
し
て
の
誤
判
」
の
問
題
を
強

か
と
い
う
問
題
に
取
り
組
む
。
時
効
の
意
義
に
つ
い
て
は
、

調
し
て
い
る
。
司
法
の
誤
謬
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
に
時
効
が
あ
る
の
で
あ
り
、

(111) 

能
な
真
実
を
発
見
す
る
と
き
に
の
み
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
、

「
時
効
と
は
傲
慢
に
対
す
る
警
告
」
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
、
法

(m) 

治
国
家
原
理
か
ら
見
る
と
、
時
効
と
は
誤
判
か
ら
守
る
た
め
の
「
国
家
の
刑
罰
権
の
時
間
的
制
限
」
で
あ
る
と
し
て
、

条
二
項
は
、
事
後
的
・
遡
及
的
に
そ
の
時
間
的
限
界
を
拡
大
し
て
国
家
の
刑
罰
権
を
強
化
す
る
こ
と
を
妨
げ
て
い
る
」
と
す
る
。

C
D
u
連
邦
議
会
議
員
ベ
ン
ダ
の
意
見

ベ
ン
ダ
は
、
別
に
『
時
効
と
法
治
国
家
』

(113) 

関
係
で
時
効
問
題
を
論
じ
て
い
る
。

と
く
に
、

（
三
九

0
)

「
基
本
法
一

01
――

（
一
九
六
五
年
）
と
題
す
る
小
冊
子
を
公
刊
し
、
そ
の
中
で
は
、
と
く
に
法
治
国
原
則
と
の

ベ
ン
ダ
は
、
大
刑
法
委
員
会
の
刑
法
草
案
の
提
案
に
な
ら
っ
て
一

0
年
の
時
効
期
間
延
長
を
主
張
す
る
。
こ
の
問
題
を
詳
論
し
た
前
掲

ベ
ン
ダ
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
法
治
国
家
と
い
う
概
念
の
下
に
今
日
何
を
理
解
す
る
か
が
解
明
さ
れ
な
け

「
歴
史
的
経
験
は
、
た
ん
に
形
式
的
・
実
証
主
義
的
に
理
解
さ
れ
た
『
法
治
国
家
』
が
存
続
す
る
よ
う
に
見
え
る
場
合

に
も
、
全
体
主
義
的
支
配
は
存
在
し
う
る
こ
と
を
教
え
た
。
：
・
・
・
・
た
ん
に
形
式
的
に
理
解
さ
れ
た
法
治
国
家
概
念
で
は
、
従
っ
て
普
及
し

た
確
信
に
よ
れ
ば
不
十
分
で
あ
る
：

．．．． 
」
。
「
法
治
国
家
は
い
ま
や
…
…
実
質
的
に
は
、
国
家
が
正
義
に
奉
仕
す
る
べ
き
だ
と
見
ら
れ
る
。

「
個
人
の
自
由
の
尊
重
と
そ
の
保
護
に
適
切

て
な
、
確
固
と
し
て
規
制
さ
れ
た
国
家
権
力
の
原
則
の
上
に
樹
立
さ
れ
た
共
同
組
織
で
あ
り
、
そ
の
、
民
族
か
ら
発
す
る
法
秩
序
が
、
す
べ

③
 

「
刑
事
訴
訟
は
、
正
義
と
い
う
目
的
に
、
人
間
に
可

関
法



(

C

)

 

あ
る
。

犯
罪
に
つ
い
て
は
通
常
の
犯
罪
と
違
っ
て
、

ン
ダ
は
、
ま
ず
、

(
b
)
 
時
効
延
長
と
平
等
原
則

と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
。

の
国
家
行
為
を
、
こ
の
基
盤
に
、
そ
し
て
人
間
関
係
の
正
当
な
一
様
性
の
あ
る
形
成
を
目
指
す
こ
と
に
拘
束
す
る
も
の
」
を
い
う
。
か
く

「
立
法
者
は
、
法
治
国
家
的
原
則
に
よ
っ
て
法
的
安
定
性
に
有
利
な
論
拠
に
対
す
る
正
義
の
命
令
を
衡
量
し
、
こ
の
両
者
の
法
治

(115) 

国
家
的
要
素
の
い
ず
れ
を
優
先
さ
せ
る
か
を
み
ず
か
ら
決
定
す
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
な
い
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
義
務
を
負
う
の
で
あ
る
」
。

「
総
じ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
法
的
安
定
性
と
法
治
国
家
性
の
原
則
か
ら
演
繹
さ
れ
た
、
延
長
時
効
に
対
す
る
異
議
は
根
拠
が
な
い

ナ
チ
犯
罪
の
み
に
つ
き
時
効
を
延
長
す
る
の
は
平
等
原
則
に
反
す
る
と
い
う
見
解
に
つ
い
て
は
、
ベ

「
ナ
チ
犯
罪
の
み

一
般
的
に
刑
法
上
の
時
効
を
二

0
年
か
ら
一
―

-0年
に
延
長
す
れ
ば
、
こ
の
問
題
は
生
じ
な
い
と
し
、

に
限
定
さ
れ
た
時
効
期
間
の
延
長
は
、
合
目
的
的
で
な
い
」
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
も
し
そ
う
す
る
な
ら
、
ナ
チ
ス
犯
罪
は
、
構
成
要

件
上
、
他
の
犯
罪
か
ら
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
点
は
別
に
し
て
、
異
な
っ
た
法
的
取
扱
い
が
恣
意
的

で
あ
る
と
き
に
初
め
て
そ
れ
が
違
憲
と
な
る
の
で
あ
る
が
、

ナ
チ
犯
罪
に
あ
っ
て
は
、
特
別
扱
い
は
正
当
化
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

ナ
チ

ル
ー
ト
ヴ
ィ
ッ
ヒ
ス
プ
ル
ク
・
セ
ン
ク
ー
の
設
立
に
よ
っ
て
初
め
て
包
括
的
な
刑
事
訴
追
が

可
能
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
恩
赦
の
場
合
と
比
較
し
て
も
、
恩
赦
は
時
間
的
に
一
定
の
時
点
で
行
わ
れ
る
か
ら
、
そ
の
時
点
ま
で
に
犯

罪
が
実
行
さ
れ
て
い
る
と
い
う
偶
然
が
決
定
的
な
役
割
を
果
た
す
。
時
効
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
と
同
じ
で
あ
っ
て
差
し
支
え
な
い
は
ず
で

遡
及
効
を
も
つ
刑
法
？

連
邦
政
府
は
、
遡
及
効
を
も
っ
た
時
効
延
長
は
、
基
本
法
一

01―
一
条
に
反
す
る
と
い
う
見
解
を
表
明

（旧）

し
た
が
、
こ
の
見
解
の
是
非
に
つ
い
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
基
本
法
一

0
三
条
二
項
は
、
犯
罪
は
「
そ
の
可
罰
性
が
、
犯
罪
の

実
行
さ
れ
る
前
に
、
法
律
上
規
定
さ
れ
て
い
る
場
合
」
に
の
み
処
罰
さ
れ
う
る
と
定
め
て
い
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
回

し
て
、

三
(-――九一）

一
九
五
二
年
の



き
る
。

J

れ
に
よ
っ
て
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
行

（
三
九
二
）

「
可
罰
性
」
概
念
に
は
「
時
効
に
か
か
っ
て
い
な
い
こ
と
」
を
も
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、

ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
―
一
六
条
お
よ
び
基
本
法
一

01―
一
条
二
項
に
反
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
を
検
討
し
て
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

願
人
は
、
こ
の
処
罰
法
が
、
刑
罰
法
規
が
遡
及
効
を
も
つ
こ
と
を
禁
じ
た
基
本
法
一

0-―
一
条
二
項
に
反
す
る
と
主
張
す
る
が
、
不
当
で
あ

る
。
訴
願
人
が
、
そ
の
故
に
有
罪
と
判
決
さ
れ
た
ラ
ン
ト
騒
擾
行
為
は
、
犯
罪
の
実
行
の
前
か
ら
今
日
と
同
様
に
可
罰
的
で
あ
っ
た
。
そ

の
こ
と
の
み
が
こ
の
関
係
で
は
重
要
で
あ
る
。
従
っ
て
、
基
本
法
一

01―
一
条
二
項
は
、
す
で
に
実
行
さ
れ
た
犯
罪
に
対
し
て
も
効
果
を
も

つ
刑
事
訴
追
の
障
害
に
関
す
る
規
定
を
後
に
補
充
す
る
法
律
に
対
立
す
る
も
の
で
は
な
い
」
。

為
が
そ
の
実
行
の
と
き
に
そ
も
そ
も
「
同
様
に
可
罰
的
」
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
よ
い
と
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
刑
が
重
く
変
更
さ
れ
る
場

合
は
禁
止
の
対
象
に
入
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
判
決
の
趣
旨
か
ら
す
れ
ば
、
時
効
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で

「
基
本
法
一

01―
一
条
二
項
の
意
味
に
お
け
る
行
為
の
『
可
罰
性
』
概
念
の
解
釈
に
と
っ
て
は
、
行
為
が
そ
も
そ
も
先
行
す
る
法
律

に
よ
っ
て
刑
法
上
重
要
で
あ
る
と
宣
言
さ
れ
、
刑
に
よ
っ
て
威
嚇
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な

(119) 
る」。

「
い
っ
た
ん
犯
罪
が
行
わ
れ
る
な
ら
ば
、
判
例
が
い
う
よ
う
に
、
『
可
罰
的
行
為
』
は
、
そ
の
刑
が
現
実
に
言
い
渡
さ
れ
た
か
ど
う

か
に
か
か
わ
り
な
く
、
存
在
す
る
」
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
も
し
時
効
が
、
こ
こ
で
な
さ
れ
た
考
察
と
は
逆
に
、
基
本
法
一

0-＿一条二

項
に
お
け
る
「
可
罰
性
」
概
念
に
含
ま
れ
る
と
す
る
と
、
時
効
期
間
は
行
為
の
前
に
発
せ
ら
れ
た
法
律
に
よ
っ
て
の
み
除
去
さ
れ
う
る
こ

と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
実
際
に
は
刑
法
六
八
条
は
刑
事
裁
判
官
に
時
効
を
単
純
な
処
分
に
よ
っ
て
中
断
す
る
権
限
を
与
え

て
い
る
。
そ
の
処
分
に
よ
っ
て
、
時
効
期
間
は
改
め
て
経
過
し
、
再
び
同
様
の
処
分
に
よ
っ
て
随
時
中
断
し
う
る
。
す
な
わ
ち
、
事
実
上

は
除
去
で
き
る
と
い
う
効
果
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
現
行
刑
法
は
、
従
っ
て
裁
判
官
に
反
対
説
に
よ
れ
ば
立
法
者
に
否
定
さ
れ
る
べ
き
権

（園）

限
を
裁
判
官
に
与
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

第
四
一
巻
第
二
号

(118) 

判
決
に
お
い
て
、
あ
る
法
律
が
、

関
法

―
―
四

「訴



(2) 

(Barze!) 

―
―
五

「
マ
ス
コ
ミ
の
大
い
な
る
注
目
を
集
め
た
」
非
常
に
細
か
い
議
論
を
展
開
し
て
、

時
効
賛
成
論
の
重
要
な
論
拠
と
偏
見
に
言
及
し
て
、
そ
の
言
明
力
を
弱
め
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
ベ
ン
ダ
は
、
他
方
、
時
効
の
廃
止
を
基

(121) 

本
法
の
改
正
に
よ
っ
て
確
実
な
も
の
と
し
よ
う
と
い
う
S
P
D
議
員
団
の
意
図
を
も
疑
義
あ
る
も
の
と
し
た
。

そ
の
他
の
発
言
と
し
て
は
、

C
D
u
/
c
s
uの
バ
ル
ツ
ェ
ル

(122) 

「
重
大
犯
罪
」
を
意
味
す
る
の
だ
と
し
て
、
ド
イ
ツ
民
族
が
集
団
責
任
を
負
う
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
し
、
年
と
っ
た
世
代
の
議
員

に
属
す
る
F
D
P
の
デ
ー
ラ
ー

(Dehler)
や
S
P
D
の
ア
ル
ソ
ト
は
、
当
時
の
自
分
達
の
態
度
の
自
己
批
判
を
な
す
な
ど
、
こ
の
議
会

(123) 

で
の
発
言
は
、
当
時
の
世
論
の
対
立
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

に
よ
る
と
、
謀
殺
の
時
効
期
間
を
一

0
年
延
長
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
時
効
を
廃
止
す
る
も
の
で
も
な
く
、
訴
追
期
間
を
一
九
六

九
年
―
二
月
―
―
―
―
日
ま
で
延
長
す
る
よ
う
決
定
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
原
理
に
も
と
づ
く
決
定
で
は
な
く
、
こ
と
に
、
未
解
明
の

(115) 

犯
罪
を
捜
査
し
う
る
た
め
訴
追
官
庁
に
さ
ら
に
猶
予
期
間
を
与
え
る
実
際
的
な
決
定
で
あ
っ
た
。

「
〔
第
一
条
〕

終
身
重
懲
役
を
も
っ
て
威
嚇
さ
れ
た
犯
罪
の
訴
追
の
時
効
期
間
の
算
定
に
あ
た
っ
て
は
、

―
二
月
＝
―
-
日
の
期
間
は
計
算
外
に
置
か
れ
る
。
こ
の
期
間
に
お
い
て
は
こ
れ
ら
の
犯
罪
の
訴
追
の
時
効
は
停
止
し
た
。

第
一
項
は
そ
の
訴
追
が
本
法
の
施
行
の
際
に
す
で
に
時
効
に
か
か
っ
て
い
た
行
為
に
つ
い
て
は
妥
当
し
な
い
。

〔
第
二
条
〕

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
向

(1) 
か
く
し
て
、
連
邦
議
会
は
、

一
九
六
五
年
四
月
l

-

＝
日
に
、

(6) 

一
九
六
五
年
四
月
ニ
―

l

日
の
時
効
期
間
算
定
法
の
成
立

さ
て
、
連
邦
議
会
の
演
説
に
お
い
て
も
、
ベ
ン
ダ
は
、

（三九――-)

一
九
四
五
年
五
月
八
日
か
ら
一
九
四
九
年

(121) 

「
刑
法
上
の
時
効
期
間
の
算
定
に
関
す
る
法
律
」
を
可
決
し
た
が
、
そ
れ

は
、
ナ
チ
ス
犯
罪
を
「
新
た
な
非
ナ
チ
化
」
で
は
な
く



見
解
を
基
礎
に
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、

第
四
一
巻
第
二
号

刑
事
訴
追
の
時
効
が
一
条
に
従
っ
て
停
止
す
る
限
り
で
、

(126) 
項
は
適
用
さ
れ
な
い
」
。

（
三
九
四
）

一
九
五
六
年
五
月
―
―

10日
の
占
領
法
の
廃
止
の
た
め
の
第
一
次
法
律
の
五
条
一

遡
及
的
な
時
効
延
長
が
合
憲
か
違
憲
か
、
あ
る
い
は
法
治
国
家
原
理
に
適
合
す
る
か
に
関
す
る
見
解
は
、
時
効
制
度
が
、
実
体
刑
法
に

属
す
る
と
考
え
る
か
、
訴
訟
法
に
属
す
る
と
考
え
る
か
に
依
拠
す
る
。
実
体
刑
法
の
問
題
だ
と
す
る
見
解
は
、
時
効
と
い
う
制
度
を
、
時

の
経
過
に
よ
っ
て
法
共
同
体
の
処
罰
の
要
求
が
減
少
す
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
説
明
し
、
訴
訟
法
の
問
題
だ
と
す
る
見
解
は
、
時
の
経

(121) 

つ
に
連
れ
、
検
挙
が
困
難
に
な
り
誤
判
の
可
能
性
が
大
き
く
な
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
説
明
す
る
。
判
例
は
、

時
効
規
範
は
、
専
ら
実
体
刑
法
に
属
す
る
と
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
両
者
の
性
質
を
認
め
る
混
合
説
に
移
行
し
、

(128)

（

129) 

続
い
た
判
例
を
棄
て
て
ラ
イ
ヒ
ス
ゲ
リ
ヒ
ト
は
、
遡
及
的
時
効
延
長
を
適
法
と
し
た
。
連
邦
裁
判
所
の
見
解
は
、

一
九
五

0
年
代
の
判
例

さ
て
、
時
効
の
法
的
性
格
に
つ
い
て
は
、
刑
法
学
者
の
見
解
が
詳
し
い
。
し
か
し
、
連
邦
議
会
議
員
の
見
解
の
中
に
も
、
も
ち
ろ
ん
、

時
効
に
関
す
る
基
本
観
念
は
現
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
ベ
ン
ダ
は
、
純
粋
訴
訟
法
説
を
採
る
。
彼
の
見
解
の
骨
子
は
、

も
の
が
問
題
で
あ
り
、
行
為
は
実
行
の
前
に
今
日
と
同
じ
よ
う
に
可
罰
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
遡
及
の
た
め
の
条
件
で
あ

(130) 

る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ア
ル
ソ
ト
も
、
時
効
に
関
し
て
、
そ
れ
が
国
家
権
力
の
時
間
的
制
限
と
い
う
意
味
を
も
つ
も
の
と
す
る

「
法
の
時
間
被
拘
束
性
の
原
則
は
、
時
効
規
定
に
よ
っ
て
画
さ
れ
た
刑
罰
権
力
の
時
間
的
限
界
に

も
干
渉
す
る
。
…
…
も
し
国
家
の
刑
罰
権
力
が
刑
法
六
六
条
以
下
に
よ
っ
て
時
間
的
に
制
限
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
み
成
立
し
た
も
の
で

あ
る
な
ら
ば
、
基
本
法
一

0-―
一
条
二
項
は
、
事
後
的
に
か
つ
遡
及
的
に
国
家
の
刑
罰
権
力
を
時
間
的
限
界
を
拡
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
強

は
、
訴
訟
法
説
に
立
ち
、

一
九
六

0
年
代
初
頭
の
も
の
は
、
実
体
法
説
に
立
つ
。

m]
時
効
の
法
的
性
質
を
め
ぐ
る
学
説

関
法

―
―
六

「
可
罰
性
」
そ
の

一
九
四
二
年
に
五

0
年

一
九
一
―
―
―
―
一
年
以
前
は
、



め
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
あ
る
：

．．．． 
」
と
さ
れ
ぶ
。
さ
ら
に
、
ア
ル
ン
ト
は
、

に
か
か
る
こ
と
は
、
可
罰
性
の
要
素
で
あ
る
。
時
効
期
間
の
、
行
為
後
に
行
わ
れ
る
延
長
は
、
基
本
法
一

01―
一
条
二
項
に
よ
っ
て
排
除
さ

(132) 

れ
て
い
る
可
罰
性
の
増
大
を
意
味
す
る
」
。

こ
の
時
効
期
間
算
定
法
の
成
立
以
後
に
表
明
さ
れ
た
刑
法
学
者
の
見
解
は
、
お
お
よ
そ
次
の
如
く
で
あ
る
。

ク
ル
ー
ク
の
見
解

ク
ル
ー
ク
に
よ
れ
ば
、
時
効
期
間
の
延
長
は
法
治
国
家
上
・
憲
法
上
許
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
要
請
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。

(133) 

そ
の
理
由
と
し
て
、
正
義
の
原
則
、
平
等
の
原
則
、
起
訴
法
定
主
義
の
原
則
の
三
つ
が
挙
げ
ら
れ
る
。
時
効
延
長
の
法
治
国
家
的
義
務
は
、

ま
ず
、
正
義
の
理
念
か
ら
生
じ
る
。
つ
ま
り
、
司
法
が
、
人
道
に
反
す
る
よ
う
な
形
で
法
に
反
す
る
重
大
な
犯
罪
を
た
ん
に
法
技
術
的
な

理
由
か
ら
訴
追
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
法
秩
序
が
処
罰
し
な
い
場
合
、
正
義
に
反
す
る
か
ら
で
あ
る
。
③
さ
ら
に
も
し

延
長
し
な
い
な
ら
、
法
の
下
の
平
等
と
い
う
法
治
国
家
的
原
則
に
反
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
る
謀
殺
者
の
グ
ル
ー
プ
は
偶
然
に
よ
っ
て
処

罰
さ
れ
ず
、
他
の
グ
ル
ー
プ
は
処
罰
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
③
最
後
に
、
法
治
国
家
的
な
起
訴
法
定
主
義
も
、
時
効

延
長
を
要
請
す
る
。

(131) 

ク
ル
ー
ク
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
効
延
長
義
務
は
、
基
本
法
一

01―
一
条
二
項
に
反
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
時
効
期
間
の
規
定
は
、
可
罰

性
そ
の
も
の
の
変
更
で
は
な
く
、
刑
の
変
更
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
時
効
規
定
は
、
訴
訟
法
的
性
質
を
も
つ
の
み
で
あ
っ
て
実
体
法
的

性
質
を
も
た
な
い
。
も
し
実
体
法
的
性
質
を
も
つ
と
す
れ
ば
、
裁
判
所
は
、
時
効
に
か
か
っ
た
犯
罪
で
起
訴
さ
れ
た
者
に
対
し
て
は
、
無

罪
を
言
い
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
裁
判
所
は
そ
う
は
せ
ず
、
手
続
を
打
ち
切
る
の
み
で
あ
る
。
さ
ら
に
基
本
法
一

01―
一
条
二
項
が

実
体
法
的
保
護
機
能
を
も
つ
の
み
で
、
訴
訟
法
的
保
護
機
能
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
と
も
さ
れ
、
時
効
の
法
政
策
的
意
義
か
ら
し
て
も
、

(

a

)

 

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
日

―
―
七

（
三
九
五
）

「
基
本
法
一

0
三
条
二
項
の
意
味
に
お
い
て
は
、
時
効



(

C

)

 

第
四
一
巻
第

1

一号

処
罰
の
必
要
性
は
否
定
で
き
ず
、
証
明
の
困
難
性
は
克
服
で
き
る
。

ハ
ン
プ
ル
ク
大
学
刑
法
研
究
所
お
よ
び
七
六
人
の
国
法
学
者
・
刑
法
学
者
の
宜
言

(135) 

ク
ル
ー
ク
の
ほ
か
、
カ
ル
ヴ
ェ
リ
ー
ア
ド
ル
ノ
も
ほ
ぼ
同
旨
の
議
論
を
展
開
し
た
が
、
そ
の
他
、

①
時
効
は
訴
訟
法
的
性
質
を
も
つ
、
③
遡
及
禁
止
原
則
は
市
民
に
可
罰
的
行
為
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
機
能
を
も
つ
が
、
時
効
期
間
不

延
長
へ
の
信
頼
は
保
護
に
値
し
な
い
と
主
張
し
た
。
そ
の
ほ
か
、
ド
イ
ツ
の
各
大
学
の
七
六
人
の
国
法
学
者
お
よ
び
刑
法
学
者
が
時
効
延

(131) 

長
は
憲
法
に
反
し
な
い
と
い
う
意
見
を
宣
言
し
た
。
そ
の
宣
言
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

「
三
月
一

0
日
に
取
り
行
わ
れ
た
、
謀

殺
行
為
の
刑
事
訴
追
に
つ
い
て
の
時
効
期
間
の
延
長
に
関
し
て
、
我
々
は
、
ド
イ
ツ
の
諸
大
学
の
国
法
学
者
お
よ
び
刑
法
学
者
と
し
て
次

の
こ
と
を
宣
言
す
る
。
①
我
々
の
学
問
的
確
信
に
よ
れ
ば
、
謀
殺
行
為
の
訴
追
に
関
す
る
時
効
期
間
の
一
般
的
延
長
に
は
、
憲
法
上
の
疑

義
は
な
い
。
訴
追
時
効
に
関
す
る
規
定
は
、
謀
殺
者
に
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
憲
法
上
の
観
点
か
ら
、
そ
の
謀
殺
行
為
の
時
に
妥
当
し
て
い

た
期
間
の
経
過
の
後
は
も
は
や
責
任
を
問
わ
れ
な
い
と
い
う
主
観
的
権
利
を
認
め
る
も
の
で
は
な
い
。
立
法
者
は
こ
の
期
間
を
延
長
で
き

る
。
③
ナ
チ
政
権
の
下
で
実
行
さ
れ
た
、
多
数
の
部
分
が
明
ら
か
に
ま
だ
解
明
さ
れ
て
い
な
い
謀
殺
、
と
く
に
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
す
る
そ
れ

は
、
時
効
期
間
の
延
長
を
、
正
義
と
い
う
根
拠
か
ら
不
可
欠
の
も
の
と
す
る
。
そ
の
よ
う
な
比
類
な
き
、
人
間
の
尊
厳
を
凌
辱
す
る
行
為

を
訴
追
し
処
罰
す
る
こ
と
が
不
可
能
だ
と
す
る
こ
と
は
、
法
意
識
を
深
く
侵
害
し
、
我
々
の
法
秩
序
の
基
礎
を
震
憾
さ
せ
る
こ
と
で
あ

(138) 
る」。 (

b
)
 

グ
リ
ュ
ン
ヴ
ァ
ル
ト
の
見
解

グ
リ
ュ
ン
ヴ
ァ
ル
ト
は
、
時
効
に
関
す
る
規
定
を
、
訴
訟
障
害
と
み
て
、
そ
れ
を
実
体
法
の
法
命
題
と
訴
訟
法
の
そ
れ
と
並
ぶ
第
一
―
一
の

(139) 

も
の
と
位
置
づ
け
る
こ
と
か
ら
出
発
す
る
。
訴
訟
障
害
の
変
更
が
行
為
者
に
不
利
に
作
用
す
る
と
き
は
、
遡
及
さ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
と

関
法

(136) 

＾
ソ
プ
ル
ク
大
学
の
刑
法
学
者
達
が
、

―
―
八

（
三
九
六
）



・
ハ
ウ
マ
ン
は
、

(112) 

『
良
心
の
咎
め
の
沸
出
』

(
d
)
 
・
ハ
ウ
マ
ソ
の
見
解

止
す
る
と
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、

う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
こ
で
、

―
―
九

「
信
頼
の
保
護
」
と
い
う
思
想
は
、
決
し
て
遡
及
禁
止
の
十
分
な
説
明
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、

を
、
す
で
に
生
じ
て
し
ま
っ
た
行
為
の
印
象
を
も
と
に
し
て
成
立
さ
せ
、
そ
し
て
そ
の
法
律
を
そ
の
行
為
に
適
合
さ
せ
て
作
り
上
げ
る
こ

と
を
遡
及
禁
止
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
る
」
と
い
う
思
想
か
ら
も
説
明
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
事
後
法
に
よ
る
と
、
誤
っ
た
印
象
の
下
に
行

為
を
評
価
す
る
危
険
が
高
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
思
想
か
ら
す
る
と
時
効
に
関
す
る
規
定
の
事
後
的
変
更
も
、
遡
及
効
禁
止
に
よ
っ
て
カ

バ
ー
さ
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
時
効
期
間
の
変
更
を
法
律
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
い

(IIo) 

リ
ッ
ヒ
ャ
ル
ト
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
解
釈
を
検
討
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
時
効

の
起
算
点
を
問
題
に
す
る
。
行
為
時
の
刑
法
六
九
条
に
よ
れ
ば
、
法
律
の
規
定
に
よ
り
刑
事
訴
追
が
開
始
で
き
な
い
場
合
に
は
時
効
が
停

一
九
五
六
年
五
月
―
―

10日
の
占
領
法
の
廃
止
の
た
め
の
第
一
次
法
律
の
五
条
に
よ
っ
て
、
こ
の
障

害
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
時
効
が
進
行
す
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
今
回
の
算
定
法
が
、
こ
れ
を
行
為
時
法
の
状
態
に
戻
し
て
、
時
効

が
停
止
す
る
こ
と
を
改
め
て
認
め
た
の
で
あ
れ
ば
、
遡
及
効
禁
止
に
反
し
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
グ
リ
ュ
ン
ヴ
ァ

ル
ト
は
、
行
為
時
法
と
裁
判
時
法
の
中
間
時
法
を
行
為
者
に
不
利
に
変
更
し
た
と
き
も
、
遡
及
効
禁
止
に
反
す
る
と
反
論
す
る
。
最
後
に
、

憲
法
の
改
正
に
よ
っ
て
時
効
規
定
の
遡
及
的
変
更
は
な
し
う
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
基
本
法
1

1

0
条
（
法
治
国
家
原
則
・
社
会

(Ill) 

国
家
原
則
な
ど
の
憲
法
原
則
）
と
七
九
条
三
項
（
基
本
法
改
正
の
制
限
）
に
何
が
服
す
る
の
か
は
困
難
な
問
題
だ
と
す
る
。

（
一
九
六
五
年
）
と
い
う
小
冊
子
に
お
い
て
、
時
効
論
議
を
取
り
扱
っ
た
。
こ
の
表
題
は
、

時
効
論
議
の
中
に
、
た
だ
、
恥
部
を
覆
い
隠
す
い
ち
じ
く
の
葉
を
求
め
る
要
求
、
外
国
に
嫌
わ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
る
気
持
ち
が
見
ら
れ
る

(m) 

だ
け
で
あ
り
、
今
ま
で
の
怠
慢
に
対
す
る
良
心
の
咎
め
を
宥
め
よ
う
と
す
る
試
み
が
見
ら
れ
る
だ
け
だ
と
い
う
彼
の
評
価
に
由
来
す
る
。

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
飼

す
る
。

（
三
九
七
）

「
立
法
者
が
そ
の
法
律



(

e

)

 

の
と
し
、
六
五
年
五
月
八
日
に
時
効
が
経
過
す
る
と
し
た
の
か
ど
う
か
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
司
法
の
事
実
上
の
閉

鎖
が
、
刑
法
六
九
条
一
項
一
号
の
「
法
律
上
の
規
定
」
と
並
ぶ
占
領
国
官
庁
の
「
処
分
」
に
あ
た
る
か
ど
う
か
が
決
め
手
で
あ
る
が
、
バ

ウ
マ
ン
は
こ
れ
を
肯
定
す
る
。

「
終
戦
後
の
認
可
の
必
要
性
と
管
轄
権
の
混
乱
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
状
態
が
六
九
条
一
項
一
号
に

（息

よ
る
時
効
の
停
止
と
同
視
で
き
る
こ
と
は
疑
い
が
な
い
」
と
い
う
。
そ
し
て
、
時
効
が
進
行
す
る
の
は
、

「
留
保
さ
れ
た
地
域
に
お
け
る
裁
判
権
」
に
関
す
る
連
合
国
最
高
管
理
理
事
会
法
―
―
―
一
号

(
A
H
K
-
G
e
s
e
t
z
Nr. 1
3
)

が
発
効
す
る
一
九

五

0
年
一
月
一
日
で
あ
る
と
す
る
。

シ
ュ
ラ
イ
バ
ー
の
見
解

(119) 

シ
ュ
ラ
イ
バ
ー
の
論
稿
は
、
時
効
の
遡
及
的
変
更
を
め
ぐ
る
多
数
説
（
積
極
説
）
と
少
数
説
（
消
極
説
）
の
論
拠
を
紹
介
し
た
あ
と
、

遡
及
効
禁
止
の
歴
史
的
展
開
を
詳
細
に
跡
づ
け
た
点
に
特
色
が
あ
る
。
こ
の
研
究
の
詳
細
な
紹
介
は
こ
こ
で
は
そ
の
場
所
で
は
な
い
の
で

つ
ま
り
、

一
九
五
六
年
の
第
一
次
占
領
法
廃
止
法
の
五
条
が
、

る
保
護
」

(
S
c
h
u
t
z
v
o
r
 W
i
l
l
k
u
r
 
e
x
 
post) 

第
四
一
巻
第
二
号

パ
ウ
マ
ン
は
、
時
効
論
議
が
、
延
長
に
反
対
す
る
者
は
あ
た
か
も
旧
ナ
チ
で
あ
り
、

「
道
徳
的
義
務
」
よ
り
も
法
律
家
の
屁
理
屈
を
高
く

評
価
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
っ
た
風
潮
が
あ
り
、
法
律
問
題
で
は
な
く
政
治
問
題
と
な
っ
て
い
る
状
況
を
叙
述
し
た
樹
、
遡
及
効
禁
止
の

本
旨
は
、
市
民
の
「
信
頼
可
能
性
」

(Sich,
 
V
e
r
l
a
s
s
e
n
‘
K
o
n
n
e
n
)

だ
け
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
国
家
刑
罰
権
の
「
事
後
の
恣
意
に
対
す

に
あ
る
の
だ
と
す
る
。
次
に
、
遡
及
効
禁
止
の
妥
当
の
有
無
に
つ
き
、
実
体
法
か
訴
訟

法
か
に
で
は
な
く
、
「
一
方
で
は
可
罰
性
と
訴
追
可
能
性
の
条
件
と
、
他
方
で
は
、
手
続
の
進
行
を
規
制
す
る
だ
け
の
規
定
の
間
に
限
界

（愚

が
引
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
。
さ
ら
に
、
時
効
規
定
の
歴
史
を
回
顧
し
た
あ
と
、
遡
及
効
を
も
つ
時
効
期
間
の
延
長
に
は
疑(117) 

問
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
次
に
そ
も
そ
も
延
長
が
必
要
な
の
か
と
い
う
問
題
を
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。

関
法

一
九
四
五
年
五
月
九
日
か
ら
「
障
害
」
が
な
く
な
り
時
効
が
進
行
す
る
も

一
九
四
九
年
―
一
月
二
五
日
の

ご
一
〇

（
三
九
八
）



従
っ
て
、
時
効
期
間
の
延
長
ま
た
は
廃
止
は
憲
法
命
題
に
反
し
な
い
。

ビ
ン
ゲ
ン
・
ラ
ソ
ト
裁
判
所
に
起
訴
し
た
。
被
告
人
は
保
護
警
察
予
備
隊
の
中
尉
で
あ
っ
た
が
…
…
彼
は
、
出
撃
部
隊
第
六
を
指
揮
し
て

一
九
四
一
年
に
ソ
連
で
、

な
動
機
に
よ
り
殺
害
さ
れ
、
被
告
人
は
そ
れ
を
梢
助
し
た
。

H
に
対
す
る
公
判
は
開
始
さ
れ
な
か
っ
た
。
刑
事
法
廷
は
、

月
―
―
―
―
日
の
刑
事
法
上
の
時
効
期
間
の
算
定
に
関
す
る
法
律
の
一
条
一
項
が
基
本
法
一

01―
一
条
二
項
と
調
和
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題

に
関
す
る
憲
法
裁
判
所
の
判
断
を
得
る
た
め
、
こ
の
起
訴
に
対
す
る
手
続
を
分
離
し
、
延
期
し
た
。

算
定
法
は
基
本
法
に
適
合
す
る
。
①
算
定
法
は
、
基
本
法
一

01―
一
条
二
項
に
反
し
な
い
。

〔
判
旨
〕

ユ
ダ
ヤ
人
の
射
殺
に
関
与
し
た
。
被
害
者
は
、

的
と
な
る
条
件
に
つ
き
規
定
す
る
が
、
時
効
規
定
は
可
罰
的
だ
と
さ
れ
た
行
為
が
ど
の
位
の
期
間
訴
追
さ
れ
る
べ
き
か
を
規
定
す
る
。
そ

れ
は
訴
追
可
能
性
に
の
み
関
係
し
、
可
罰
性
に
は
関
係
し
な
い
か
ら
、
そ
れ
は
、
基
本
法
一

0
三
条
二
項
の
妥
当
範
囲
か
ら
は
ず
れ
る
。

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
向

ヒ
ト
ラ
ー
、

ヒ
ム
ラ
ー
お
よ
び
ハ
イ
ト
リ
ッ
ヒ
に
低
劣

（
三
九
九
）

1
0三
条
二
項
は
、
行
為
が
可
罰

一
九
六
五
年
四

お
り
、 〔

事
実
〕

シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
検
察
庁
は
、
パ
ウ
ル
•
H
を
、

ニ
―
―
二
人
の
人
な
ど
に
対
す
る
共
同
の
謀
殺
の
帯
助
と
し
て
テ
ュ
ー

(8) 

(152) 

一
九
六
九
年
二
月
二
六
日
憲
法
裁
判
所
の
合
憲
判
決

す
べ
て
省
略
し
て
、
シ
ュ
ラ
イ
バ
ー
の
結
論
だ
け
を
述
べ
よ
う
。
彼
に
よ
れ
ば
、
遡
及
効
禁
止
の
意
義
は
、
国
民
の
「
信
頼
の
保
護
」
の

（岡）

「
国
家
刑
罰
の
制
限
」
に
あ
る
。
ま
た
、
ペ
ン
ダ
や
ク
ル
ー
ク
が
こ
の
論
議
を
、
最
近
の
法
治
国
家
概
念
が
形
式
的
法

れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
、
時
効
の
事
後
的
延
長
を
正
義
の
要
請
だ
と
す
る
の
に
対
し
て
、
刑
法
上
の
遡
及
効
禁
止
に
は
、
正
義
の
要
請

（旧）

「
『
形
式
的
』
遡
及
効
禁
止
が
ま
さ
し
く
正
義
に
も
役
立
つ
の
だ
」
と
す
る

の
で
あ
る
。

と
法
的
安
定
性
を
衡
量
す
る
こ
と
は
妥
当
し
な
い
と
す
る
。

治
国
家
か
ら
実
質
的
法
治
国
家
へ
の
変
遷
か
ら
論
じ
、

「
国
家
は
形
式
的
法
的
安
定
性
と
合
法
性
の
み
で
な
く
、
正
義
に
も
奉
仕
し
な
け

み
に
で
は
な
く
、



(3) 「
③ (9) 

一
九
六
八
年
の
秩
序
違
反
法
改
正

第
四
一
巻
第
二
号

三
（四

0
0
)

ま
た
、
③
算
定
法
一
条
一
項
は
法
治
国
家
原
理
と
も
矛
盾
し
な
い
。
法
治
国
家
原
理
に
は
法
的
安
定
性
の
み
な
ら
ず
、
実
質
的
正
義
も

属
す
る
。
さ
ら
に
、
③
基
本
法
三
条
一
項
（
法
の
下
の
平
等
）
と
も
適
合
す
る
。
最
後
に
、
判
決
は
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
時
効
は
、
行
為
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
行
為
の
不
法
と
行
為
者
の
責
任
に
触
れ
る
も
の
で
は

な
い
。
最
も
重
い
犯
罪
行
為
の
場
合
で
す
ら
、
法
的
平
和
の
侵
害
に
関
す
る
憤
慨
は
二

0
年
後
に
は
減
じ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、

I, ヽ

ず
れ
に
せ
よ
、
そ
の
よ
う
な
犯
罪
が
異
常
と
も
い
う
べ
き
累
積
を
な
し
て
い
る
場
合
に
は
、
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
…
…
刑
罰
は
、
こ
の

よ
う
に
長
い
年
月
の
後
に
は
、
別
人
の
よ
う
に
な
っ
た
人
間
に
科
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
考
慮
も
、
終
身
自
由
剥
奪
を
も
っ
て

一
般
予
防
目
的
は
、

で
は
な
い
。
後
の
処
罰
は
、
時
効
に
よ
る
処
罰
か
ら
の
解
放
よ
り
も
威
嚇
力
が
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
処
罰
の
必
要
性
と
贖
罪
の
必
要
性

は
、
最
も
重
い
犯
罪
の
場
合
に
、
二
0
年
の
経
過
を
も
っ
て
必
然
的
に
消
え
去
る
わ
け
で
は
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
—
ー
終
身
自
由
刑

(153) 

も
時
効
中
断
の
制
度
も
実
質
上
正
当
化
さ
れ
え
な
い
」
。

一
九
六
八
年
は
、
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
学
生
の
反
逆
の
年
で
あ
っ
た
。
こ
の
年
発
効
し
た
新
秩
序
違
反
法
施
行
法
は
、
本
来
、
学
生

(151) 

運
動
に
由
来
す
る
犯
罪
行
為
を
軽
減
処
罰
す
る
と
い
う
目
的
を
も
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

一
九
六
八
年
五
月
二
四
日
の
新
秩
序
違
反
法
施

(155) 

行
法
に
よ
っ
て
、
刑
法
典
の
第
五

0
条
二
項
は
、
次
の
よ
う
に

1

一
項
お
よ
び
三
項
に
変
更
さ
れ
た
。

行
為
者
の
可
罰
性
を
根
拠
づ
け
る
特
別
の
個
人
的
性
質
、
関
係
ま
た
は
事
情
（
特
別
の
個
人
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル
）
が
共
犯
者
に
欠

け
る
場
合
に
は
、
そ
の
刑
は
未
遂
処
罰
に
関
す
る
規
定
に
従
っ
て
軽
減
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

法
律
が
、
特
別
の
個
人
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル
が
刑
を
加
重
・
軽
減
ま
た
は
免
除
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
場
合
、
こ
れ
は
そ
の
メ

威
嚇
さ
れ
た
犯
罪
の
場
合
あ
た
ら
な
い
。

一
切
の
場
合
に
、
も
と
も
と
、
時
間
の
経
過
に
よ
っ
て
な
く
な
る
も
の

関
法



の
認
定
に
よ
れ
ば
、
被
告
人
は
、

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
の
ナ
チ
犯
罪
は
、
判
例
に
よ
れ
ば
謀
殺
幣
助
と
し
て
処
罰
さ
れ
た
。
捐
助
は
、
従
来
、
刑
法
四
九

条
1

一
項
に
よ
っ
て
処
罰
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
「
幣
助
者
の
刑
は
、
行
為
者
が
情
を
知
っ
た
上
で
援
助
を
与
え
た
行
為
に
適
用
さ
れ
る
法
律

に
従
っ
て
決
定
さ
れ
る
が
、
未
遂
の
処
罰
に
関
し
て
定
立
さ
れ
た
原
則
に
従
っ
て
軽
減
さ
れ
う
る
」
と
さ
れ
て
い
た
。
ナ
チ
犯
罪
者
は
原

則
と
し
て
「
低
劣
な
動
機
」
に
も
と
づ
く
殺
人
を
行
っ
た
も
の
と
さ
れ
た
（
刑
法
ニ
―
一
条
）
。
そ
の
低
劣
な
動
機
は
、
刑
罰
を
根
拠
づ

け
る
特
別
の
個
人
的
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
解
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
帯
助
者
に
は
あ
る
べ
き
で
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
謀
殺

暫
助
者
は
、
刑
法
五

0
条
二
項
に
従
っ
て
必
要
的
に
軽
減
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
終
身
刑
は
、
軽
減
に
よ
っ
て
有
期
自
由
刑
と

な
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
有
期
刑
の
最
高
限
は
一
五
年
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
刑
を
受
け
る
べ
き
犯
罪
は
、
当
時
の
法
状
況
か
ら

す
れ
ば
、
す
で
に
時
効
に
か
か
っ
て
い
た
。
従
っ
て
、
こ
の
法
律
に
よ
っ
て
ナ
チ
犯
罪
者
の
大
部
分
は
、
訴
追
を
逃
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

(156) 

一
九
六
九
年
五
月
二

0
日
の
連
邦
裁
判
所
の
判
決
は
、
刑
法
五

0
条
二
項
の
新
規
定
を
引
い
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

一
九
四
二
年
お
よ
び
一
九
四
一

1

一
年
に
…
…
ク
ラ
コ
フ
に
お
い
て
多
数
の
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
す
る
抹
殺
処
分

を
孵
助
し
た
。
…
…
彼
は
、
被
害
者
が
人
種
嫌
悪
か
ら
の
み
殺
害
さ
れ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
彼
は
、
し
か
し
、
自
ら
は
こ
の
よ
う
な

低
劣
な
動
機
を
も
た
ず
、
警
察
官
お
よ
び
S
S
所
属
員
と
し
て
、
犯
罪
で
あ
る
と
知
り
つ
つ
、
命
令
に
従
っ
た
だ
け
な
の
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
謀
殺
に
対
す
る
帯
助
は
：
・
・
・
・
刑
法
五

0
条
二
項
の
新
規
定
に
よ
れ
ば
、
ニ
―
一
条
（
一
項
）
、
四
四
条
（
二
項
）
お
よ
び
一
四
条

を
組
み
合
わ
せ
て
一
ー
一
年
以
上
一
五
年
以
下
の
重
懲
役
を
科
せ
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
従
っ
て
、
そ
の
訴
追
は
、
刑
法
六
七
条
一
項
に
よ
っ

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
向

し
て
、
こ
の
規
定
は
、
次
の
よ
う
な
新
た
な
状
況
を
も
た
ら
し
た
。

そ
の
秩
序
違
反
法
施
行
法
第
一
六
七
条
に
よ
り
、
こ
の
規
定
は
一
九
六
八
年
一

0
月
一
日
に
効
力
を
発
し
た
。
ナ
チ
犯
罪
の
処
罰
に
関

ル
ク
マ
ー
ル
が
存
在
す
る
正
犯
者
ま
た
は
共
犯
者
に
の
み
妥
当
す
る
」
。

三

「
:
．．．． 
陪
審
裁
判
所

（四
0
1
)



③
．
一
九
六
七
年
―
二
月
一
八
日
の
国
連
決
議

(158) 

一
九
五

0
年
―
一
月
四
日
に
ロ
ー
マ
で
ョ
ー
ロ
ッ
パ
評
議
会
の
構
成
諸
国
に
よ
っ
て
「
人
権
と
基
本
的
自
由
の
保
護
に
関
す
る
協
約
」

に
署
名
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
連
邦
共
和
国
が
一
九
五
二
年
ご
一
月
五
日
に
批
准
し
た
後
、

の
七
条
に
お
い
て
は
、

「
①
何
人
も
そ
の
実
行
の
時
に
国
内
法
ま
た
は
国
際
法
に
よ
っ
て
可
罰
的
で
な
い
行
為
ま
た
は
不
作
為
の
ゆ
え
に

有
罪
と
さ
れ
え
な
い
。
可
罰
的
行
為
の
実
行
の
時
に
威
嚇
さ
れ
た
刑
罰
よ
り
も
高
い
刑
を
科
さ
れ
て
も
な
ら
な
い
。
③
本
条
に
よ
っ
て
、

そ
の
実
行
の
時
に
一
般
的
な
、
文
明
諸
国
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
法
原
則
に
よ
っ
て
可
罰
的
で
あ
っ
た
行
為
ま
た
は
不
作
為
に
つ
き
責
任

(159) 

を
負
う
者
の
有
罪
判
決
ま
た
は
処
罰
は
排
除
さ
れ
な
い
」
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
協
約
の
六
四
条
に
基
づ
き
、
こ
の
七
条
の
二
項
に
つ
い

て
、
連
邦
共
和
国
は
、
そ
れ
を
連
邦
共
和
国
の
基
本
法
一

01―一条
1

一
項
の
限
界
内
で
の
み
適
用
さ
れ
る
と
い
う
留
保
を
付
し
た
。
こ
の
留

保
に
よ
っ
て
、
こ
の
国
際
犯
罪
と
さ
れ
た
国
際
的
規
制
か
ら
逃
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

U

一
九
六
七
年
一

1

一
月
一
八
日
に
は
、
国
連
総
会
は
、
戦
争
犯
罪
人
と
人
道
に
対
す
る
犯
罪
を
実
行
し
た
者
の
処
罰
に
関
す
る
問
題
に
つ

い
て
の
第
二
＝
―
111
八

(xxn)
号
決
議
を
可
決
し
た
。
そ
こ
で
は
、
総
会
は
、

に
対
す
る
国
内
的
な
時
効
期
間
の
適
用
が
、
…
…
そ
の
犯
罪
に
と
っ
て
責
任
の
あ
る
人
の
訴
追
と
処
罰
を
妨
げ
る
も
の
で
あ
る
と
確
認
し

①
 
一
九
五

0
年
―
一
月
四
日
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
協
定

(1~ 

第
四
一
巻
第
二
号

（四

0
二）

て
一
五
年
で
時
効
に
か
か
る
。
こ
の
期
間
は
、
被
告
人
に
対
し
て
、
刑
法
六
八
条
に
よ
っ
て
時
効
を
中
断
す
る
裁
判
官
の
行
為
が
行
わ
れ

る
前
に
す
で
に
経
過
し
て
い
る
」
。
か
く
し
て
、
こ
の
新
五

0
条
二
項
の
導
入
に
よ
っ
て
「
ナ
チ
机
上
犯
」

(
N
S
-
S
c
h
r
e
i
b
t
i
s
c
h
v
e
r
b
r
e
 ,
 

(151) 

c
h
e
r
)

の
大
群
を
事
実
上
恩
赦
に
す
る
と
い
う
法
律
改
正
の
「
密
か
な
目
的
」
は
達
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

時
効
に
関
す
る
国
際
的
動
向

関
法

一
九
五
三
年
九
月
一
＝
日
に
効
力
を
発
し
た
。
そ

「
戦
争
犯
罪
と
人
道
に
対
す
る
犯
罪
へ
の
通
常
の
犯
罪

―
二
四



一
九
六
九
年
一
ー
一
月
五
日
に
は
ハ
ン
プ
ル
ク
州
が
、
連
邦
参
議
院
に
「
第
一

0
次
刑
法
改
正
法
草
案
」
を
提
案
す
る
。
そ
れ
は
刑
法
典
の

六
六
条
に
次
の
よ
う
な
第
二
項
を
付
け
加
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

(162) 

事
訴
追
は
、
時
効
に
か
か
ら
な
い
」
。

続
い
て
一
九
六
九
年
四
月
二
五
日
に
は
連
邦
政
府
が
「
第
九
次
刑
法
改
正
法
草
案
」
を
連
邦
参
議

(163) 

院
に
提
出
す
る
。
そ
の
第
一
条
は
、
同
じ
く
謀
殺
と
民
族
殺
の
時
効
を
廃
止
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
理
由
書
で
は
、
次
の
よ

⑪
 

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
飼

一
九
六
九
年
の
時
効
延
長
法

り
、
そ
の
よ
う
な
遡
及
的
取
消
は
、

(161) ゜
る

1

1

一五

「
謀
殺
と
民
族
殺
に
関
す
る
規
定
に
従
っ
て
可
罰
的
で
あ
る
犯
罪
の
刑

し
た
。
第
一
条
で
は
、

"
（

a
)
戦
争
犯
罪
、

(
b
)
人
道
に
対
す
る
犯
罪
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
協
約
は
、
国
連
決
議
A
／
ニ
―

1

一九一

と
し
て
五
八
票
の
賛
成
と
七
票
の
反
対
、
三
六
票
の
保
留
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
た
。
こ
の
協
約
は
、

(xxm)
の
追
加
条
項

一
九
七

0
年
―
一
月
―
―
日
に
発
効

し
た
。
連
邦
共
和
国
は
、
こ
の
協
約
を
憲
法
上
の
立
場
か
ら
承
認
し
な
か
っ
た
。
こ
の
国
連
協
約
は
、
時
効
期
間
が
す
で
に
経
過
し
た
行

為
に
も
及
び
、
そ
れ
ゆ
え
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
が
こ
れ
に
加
入
す
る
と
す
で
に
発
生
し
た
刑
事
訴
追
時
効
の
遡
及
的
取
消
が
必
要
と
な

一
九
六
九
年
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
決
定
に
鑑
み
て
、
強
い
憲
法
上
の
疑
念
に
逢
着
す
る
か
ら
で
あ

（四

01
=）
 

「
時
効
は
、
次
の
犯
罪
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。

し
か
も
そ
の
実
行
の
時
点
と
は
無
関
係
に
で
あ
る
」

と
し
、

一
九
六
八
年
―
一
月
二
六
日
に
、
国
連
総
会
は
、

③
 

一
九
六
八
年
―
一
月
二
六
日
の
国
連
協
約

ナ
チ
犯
罪
が
時
効
に

て
」
、
「
総
会
に
よ
っ
て
協
約
が
採
用
さ
れ
る
ま
で
、
戦
争
犯
罪
お
よ
び
人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
時
効
不
経
過
に
関
す
る
協
約
の
原
則
お
よ

び
目
的
に
反
し
う
る
法
律
上
の
ま
た
は
そ
の
他
の
処
置
が
と
ら
れ
る
こ
と
を
提
案
す
る
」
。

(160) 

か
か
ら
な
い
こ
と
が
も
う
一
度
確
認
さ
れ
た
。

こ
の
協
約
に
よ
っ
て
、

「
戦
争
犯
罪
と
人
道
に
対
す
る
犯
罪
へ
の
時
効
の
不
適
用
に
関
す
る
協
約
」
を
可
決



犯
罪
に
限
定
さ
れ
な
い
。
続
い
て
、

六
月

l

一
日
に
は
総
会
で
の
審
議
が
行
わ
れ
た
。

第
四
一
巻
第
二
号

時
の
経
過
の
後
も
そ
の
行
為
に
対
し
て
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
を
要
求
し
、
正
当
化
す
る
」
。

一
九
六
九
年
―
二
月
＝
二
日
以
降

「
こ
の
ナ
チ
犯
罪
の
時
効
の
問
題
が
再
来
し
た

（四

0
四）

「
時
の
経
過
は
、
そ
の
よ
う
に
重
大
な
犯
罪
に
対
す
る
贖
罪
の
要
求
を
消
減
さ
せ
な
い
。
責
任
の
程
度
は
、
謀

殺
の
行
為
者
に
あ
っ
て
は
多
く
の
事
案
に
お
い
て
、
長
い
時
の
経
過
の
後
に
も
ま
だ
刑
罰
の
特
別
・
一
般
予
防
機
能
に
親
し
む
ほ
ど
に
大

き
い
。
謀
殺
か
ら
の
生
命
の
保
護
は
、
か
か
る
極
め
て
重
い
犯
罪
行
為
に
対
す
る
法
の
防
衛
機
能
を
弱
め
な
い
た
め
に
、
謀
殺
者
を
長
い

一
九
六
九
年
五
月
―
―

10日
の
第
二
次
刑
法
改
正
法
の
連
邦
参
議
院
に
お
け
る
審
議
に
お
い
て
は
、
こ

の
草
案
で
は
民
族
殺
は
時
効
廃
止
、
謀
殺
は
一
―

10年
の
時
効
と
な
っ
て
い
た
（
七
八
条
、
七
九
条
）
の
を
、
先
の
五
月
二
日
の
連
邦
参
議

院
の
決
定
と
調
和
さ
せ
る
こ
と
を
決
定
す
る
。
連
邦
議
会
に
は
、

S
P
D
の
議
員
団
が
一
九
六
九
年
六
月
一

0
日
に
「
第
九
次
刑
法
改
正

法
草
案
」
の
可
決
を
提
案
す
る
。
そ
こ
で
は
民
族
殺
は
時
効
に
か
か
ら
な
い
、
謀
殺
は
一
―

-0年
の
時
効
と
す
る
提
案
が
行
わ
れ
て
い
る
。

総
会
の
審
議
で
は
、
ま
ず
司
法
大
臣
ホ
ル
ス
ト
・
ニ
ー
ム
ケ

(
H
o
r
s
t
E
h
m
k
e
)
が、

こ
と
は
、

一
九
六
五
年
に
は
気
乗
り
の
し
な
い
決
定
に
対
し
て
警
告
を
発
し
て
い
た
者
達
が
後
で
み
る
と
正
し
か
っ
た
と
す
る
も
の
で
あ

(161) 

る
」
と
述
べ
、
連
邦
司
法
大
臣
の
基
本
的
立
場
を
列
挙
す
る
。
①
ナ
チ
ス
謀
殺
行
為
の
刑
事
訴
追
は
、

も
確
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
R
こ
の
問
題
に
関
す
る
決
定
は
今
立
法
期
内
に
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
③
時
効
規
制
の
改
正
は
、

一
般
的
に
、
法
律
上
区
別
を
設
け
る
こ
と
な
し
に
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
本
草
案
の
法
政
策
的
意
義
に
つ
き
二
つ
の
点
が
重
要

(165) 

で
あ
る
と
す
る
。
①
民
族
殺
の
時
効
期
間
の
廃
止
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
実
際
的
意
味
を
も
た
な
い
。
謀
殺
の
時
効
期
間
の
変
更
は
、
ナ
チ

(166) 

ニ
ー
ム
ケ
は
、
挙
証
の
困
難
性
の
問
題
と
刑
罰
目
的
の
問
題
に
言
及
す
る
。
刑
罰
目
的
に
つ
い
て
は
、

遠
い
過
去
の
犯
罪
を
処
罰
す
る
場
合
は
た
し
か
に
行
為
者
の
再
社
会
化
の
親
点
は
重
要
性
を
失
う
が
、
法
秩
序
の
擁
護
の
た
め
に
は
そ

は
、
こ
の
政
府
草
案
を
可
決
す
る
。

う
に
根
拠
づ
け
ら
れ
る
。

関
法

一
九
六
九
年
五
月
二
日
に
は
連
邦
参
議
院

ー
ニ
六



時
効
は
廃
止
さ
れ
た
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

認
で
き
な
い
」
c

ー
ニ
七

一
九
六
五
年
の
デ
ー
ラ

(167) 

れ
も
必
要
で
あ
る
と
す
る
。
さ
ら
に
、
特
殊
ナ
チ
犯
罪
の
時
効
問
題
に
触
れ
、
訴
追
の
現
状
を
報
告
す
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
今
日
、

ナ

チ
謀
殺
行
為
の
み
が
訴
追
さ
れ
て
い
る
。
鞘
助
と
し
て
処
罰
さ
れ
、
小
物
は
今
日
ほ
と
ん
ど
訴
追
さ
れ
な
い
。
こ
こ
か
ら
ナ
チ
犯
罪
は
さ

ら
に
訴
追
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。
こ
れ
は
た
ん
に
法
的
問
題
で
は
な
く
、
道
徳
と
政
治
の
問
題
で
あ
る
。
連
邦
司
法
大

「
自
分
の
良
心
、
わ
が
国
民
、
ま
た
世
界
の
世
論
の
前
で
道
徳
的
・
法
的
・
政
治
的
に
、
上

の
よ
う
な
謀
殺
者
を
ご
一
月
＝
―
-
日
以
降
そ
の
犯
行
の
責
任
を
と
ら
せ
る
こ
と
な
く
、
我
々
の
前
に
姿
を
現
し
う
る
と
い
っ
た
こ
と
は
容

し
か
し
、

政
治
的
挫
折
と
犯
罪
責
任
は
は
っ
き
り
と
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
我
々
が
1

こ
の
よ
う
に

長
い
時
を
経
た
の
ち
で
あ
っ
て
も
1

ま
さ
し
く
想
像
で
き
な
い
よ
う
な
不
法
を
不
処
罰
の
ま
ま
に
し
て
お
く
な
ら
ば
、

序
の
信
頼
性
」
は
打
ち
壊
さ
れ
、
わ
が
国
民
の
法
意
識
は
曇
ら
さ
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。

一
九
六
九
年
の
時
効
論
議
に
お
い
て
は
、

S
P
D
と
C
D
u
の
大
連
合
に
お
け
る
共
同
作
業
の
表
現
と
し
て
、

(168) 

が
支
配
し
た
よ
う
に
見
え
る
が
、

F
D
P
お
よ
び

C
S
u
に
お
い
て
は
時
効
賛
成
論
が
見
ら
れ
た
。

F
D
P
は、

「
我
々
の
法
秩

一
致
し
て
時
効
反
対
論

ー
と
プ
ッ
ヒ
ャ
ー
の
議
論
を
繰
り
返
し
た
の
に
対
し
て
、
チ
マ
ー
マ
ン
は
、
多
数
の

C
S
u
議
員
の
代
弁
者
と
し
て
、
予
備
捜
査
の
対
象

と
な
る
と
い
う
不
確
実
性
・
法
的
不
安
定
性
を
指
摘
す
る
。
多
く
の
関
与
者
は
そ
の
意
思
に
よ
ら
ず
し
て
「
国
家
犯
罪
」
の
環
境
に
巻
き

込
ま
れ
た
の
で
あ
り
、
何
一

0
年
も
の
後
、
百
件
に
一
件
の
割
合
で
の
公
訴
の
提
起
の
た
め
予
備
捜
査
の
対
象
に
な
る
こ
と
は
甘
ん
じ
な

一
九
六
九
年
八
月
四
日
の
第
九
次
刑
法
改
正
法
に
よ
っ
て
、
謀
殺
そ
の
他
類
似
の
犯
罪
の
時
効
は
、
二

0
年
か
ら
一
―

-0年
に
引
き
上
げ

ら
れ
、
上
限
一

0
年
を
越
え
る
犯
罪
（
例
え
ば
故
殺
・
謀
殺
帯
助
）
に
つ
い
て
は
一
五
年
か
ら
二

0
年
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
。
民
族
殺
の

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
祠

臣
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

（四

0
五）



①
 謀

殺
時
効
が
一
―

-0年
に
延
長
さ
れ
た
結
果
、

（間）

一
九
七
九
年
に
は
再
び
時
効
問
題
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
す
で
に
以
前

(171) 

か
ら
警
告
さ
れ
て
い
た
。
す
で
に
一
九
七
八
年
に
は
、
内
外
で
こ
の
議
論
が
始
ま
っ
た
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
な
ど
の
東
側
諸
国
か
ら
は
、
戦
争

犯
罪
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
が
時
効
に
か
か
ら
な
い
と
す
る
一
九
六
八
年
の
国
連
決
議
が
指
摘
さ
れ
た
。
ア
メ
リ
カ
の
下
院
も
、

罪
を
時
効
に
か
か
ら
な
く
す
る
連
邦
共
和
国
の
責
任
を
訴
え
た
し
、

一
九
七
九
年

1

一
月
一
五
日
に
起
草
さ
れ
た
決

(172) 

議
に
お
い
て
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
と
戦
争
犯
罪
の
時
効
不
経
過
性
に
関
す
る
ョ
ー
ロ
ッ
パ
協
約
を
思
い
出
さ
せ
た
。

遮
邦
議
会
議
員
ヴ
ァ
ル
テ
マ
テ
の
法
案

一
九
七
九
年
二
月
三
日
、
連
邦
議
会
議
員
ヴ
ァ
ル
テ
マ
テ

(
W
a
l
t
e
m
a
t
h
e
)

(
S
P
D
)
は
、
謀
殺
の
時
効
に
関
す
る
通
常
の
謀
殺
と
、

(113) 

ナ
チ
犯
罪
と
し
て
の
謀
殺
を
区
別
す
る
規
制
を
な
す
こ
と
を
提
案
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
民
族
殺
は
時
効
に
か
か
ら
な
い
と
さ
れ
、
ナ

(13) 
す
る
」
。

こ
の
規
定
は
、

⑫
 

第
四
一
巻
第
二
号

一
九
七
五
年
の
刑
法
改
正

一
九
七
五
年
一
月
一
日
に
は
、
刑
法
の
基
本
的
改
正
が
行
わ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
公
訴
時
効
の
中
断
の
規
定
も
改
正
さ
れ
た
。
旧
六
八

条
一
項
は
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
。

「
実
行
さ
れ
た
行
為
の
ゆ
え
に
行
為
者
に
向
け
ら
れ
た
裁
判
官
の
一
切
の
行
為
は
時
効
を
中
断

第
七
八
条
C

に
変
わ
る
の
で
あ
る
が
、
と
く
に
そ
の
一
号
が
ナ
チ
犯
罪
と
の
関
係
で
は
大
き
な
意
味
を
も
つ
。

「
時
効
は
、
①
被
疑
者
の
最
初
の
尋
問
、
そ
の
者
に
対
し
て
捜
査
手
続
が
開
始
さ
れ
た
と
い
う
公
示
、
ま
た
は
こ
の
尋
問
ま
た
は
公
示
の

命
令
…
…
に
よ
っ
て
中
断
さ
れ
る
」
。
こ
れ
は
ナ
チ
犯
罪
者
の
居
所
の
知
見
な
く
し
て
は
不
可
能
で
あ
る
。
検
察
官
は
、
時
効
を
中
断
す

る
に
は
裁
判
官
の
勾
留
命
令
を
受
け
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
だ
け
に
な
っ
た
。
時
効
の
中
断
に
は
こ
の
規
定
に
よ
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
閂

(169) 

が
か
け
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

一
九
七
九
年
の
謀
殺
時
効
廃
止
論
議

関
法

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
も
、

―
二
八

（四

0
六）

ナ
チ
犯



の
非
時
効
性
の
適
用
は
、
そ
れ
が
、
民
族
殺
の
条
件
（
刑
法
ニ
―

-
0条
a
)
を
満
た
す
か
、
民
族
殺
の
犯
罪
と
の
関
係
で
実
行
さ
れ
た
限

民
族
殺
構
成
要
件
の
補
充
（
ニ
ニ

0
条

a
)
刑
法
典
ニ
ニ

0
条

a
（
民
族
殺
）

国
民
的
、
人
種
的
、
宗
教
的
、
政
治
的
ま
た
は
そ
の
民
族
習
慣
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
集
団
そ
の
も
の
を
全

効
期
間
の
算
定
に
関
す
る
法
律
に
対
す
る
関
係

一
、
そ
の
集
団
の
成
員
を
殺
害
し
、
二
、
…
…
」

一
九
六
五
年
四
月
ニ
―
―
日
の
刑
法
上
の
時
効
期
間
の
算
定
に
関
す
る
法
律
の
第
一
条

「
我
々
の
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
項
の
現
行
の
構
成
要
件
把
握
に
よ
れ
ば
、
国
家
的
、
人
種
的
、
宗
教
的
ま
た
は
そ
の
民
族
性
に
よ
っ
て
規

(
b
)
 ナ

チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
⇔

理

由

は
、
そ
の
ま
ま
に
と
ど
ま
る
」
。

体
と
し
て
ま
た
は
部
分
的
に
壊
減
さ
せ
る
意
図
を
も
っ
て
、

は
次
の
文
言
を
含
む
。
り

り
で
、
時
効
に
か
か
ら
な
い
ま
ま
で
あ
る
」
。
「
第
二
条

「
第
一
条

(

a

)

 

殺
の
概
念
に
ナ
チ
犯
罪
を
含
ま
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
た
。

R
 

た
。
そ
の
理
由
は
、

―
二
九

チ
ス
権
力
支
配
に
使
え
る
べ
く
実
行
さ
れ
た
謀
殺
も
同
様
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
後
に
ヴ
ァ
ル
テ
マ
テ
は
、
そ
の
草
案
を
撤
回
し

「
S
P
D
の
連
邦
議
会
議
員
団
に
お
い
て
議
論
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
動
議
が
、
謀
殺
の
一
般
的
不
時
効
が
一
九
七
九

年
―
二
月
―
―
―
―
日
を
越
え
て
ナ
チ
犯
罪
が
処
罰
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
で
一
致
し
た
こ
と
を
示
し
た
」
と
い
う
点
に
あ
る
。

マ
イ
ホ
ー
フ
ァ
ー
の
提
案

（旧）

一
九
七
九
年
二
月
二
八
日
に
は

F
D
P
の
連
邦
議
会
議
員
、
元
の
内
務
大
臣
マ
イ
ホ
ー
フ
ァ
ー
が
第
一
八
次
刑
法
改
正
法
草
案
を
提
出

マ
イ
ホ
ー
フ
ァ
ー
の
提
案
は
、
謀
殺
の
一
―

-0年
の
時
効
期
間
は
維
持
す
る
が
、
民
族
殺
は
時
効
か
ら
外
す
も
の
と
し
、
そ
の
民
族

(115) 

マ
イ
ホ
ー
フ
ァ
ー
の
法
案
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

マ
イ
ホ
ー
フ
ァ
ー
の
法
案

本
法
の
発
効
の
際
に
い
ま
だ
時
効
に
か
か
っ
て
い
な
い
、
以
前
に
実
行
さ
れ
た
謀
殺
（
刑
法
ニ
―
一
条
）
罪
へ
の
民
族
殺

「
第
三
条

（四

0
七）

刑
法
上
の
時



は
法
政
策
的
に
極
め
て
不
十
分
な
も
の
で
あ
る
」
。

あ
る
」
。

定
さ
れ
た
集
団
そ
の
も
の
を
全
部
ま
た
は
部
分
的
に
壊
減
さ
せ
る
目
的
で
、
そ
の
集
団
の
構
成
員
を
殺
害
し
た
者
も
、
民
族
殺
と
し
て
可

罰
的
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
民
族
殺
人
構
成
要
件
の
適
用
領
域
に
は
、
国
民
に
お
け
る
政
治
的
集
団
の
壊
減
は
入
ら
な
い
。
こ
れ
は
、

長
ら
く
、
民
族
殺
構
成
要
件
の
「
著
し
い
間
隙
」
と
し
て
不
満
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
長
ら
く
認
め
ら
れ
て
き
た
民
族
殺
構
成

要
件
の
著
し
い
間
隙
を
ま
さ
に
そ
の
法
的
・
政
治
的
に
将
来
に
お
い
て
最
も
敏
感
な
適
用
領
域
に
お
い
て
一
九
七
九
年
の
時
効
論
議
を
切

(176) 

っ
か
け
と
し
て
埋
め
る
こ
と
を
、
連
邦
共
和
国
に
妨
げ
る
も
の
は
何
も
な
い
」
。

こ
の
提
案
に
対
し
て
、
一
九
七
九
年
三
月
―
二
日
、

F
D
P
の
連
邦
議
会
議
員
の
ヴ
ェ
ン
デ
ィ
ヒ

(
W
e
n
d
i
g
)

が
「
重
要
な
法
政
策

(171) 

的
根
拠
か
ら
」
反
対
す
る
。

我
の
法
感
情
に
と
っ
て
こ
ん
な
に
も
敏
感
な
こ
の
領
域
に
お
い
て
は
例
外
法
を
作
ら
な
い
よ
う
努
力
し
て
、
十
分
に
審
議
し
て
き
た
。
そ

の
上
、

第
四
一
巻
第
二
号

マ
イ
ホ
ー
フ
ァ
ー
案
に
対
す
る
批
判

ヴ
ェ
ン
デ
ィ
ヒ
の
反
対

二―
10

「
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
は
、
そ
の
三
つ
の
議
員
団
に
お
い
て
、
以
前
の
時
効
論
議
の
際
に
い
ず
れ
に
せ
よ
、
我

ナ
チ
時
代
に
発
す
る
謀
殺
行
為
の
み
を
時
効
に
か
か
ら
な
い
も
の
と
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
・
マ
イ
ホ
ー
フ
ァ
ー
に

よ
っ
て
提
案
さ
れ
た
よ
う
に
、
民
族
殺
の
特
別
の
条
件
に
服
す
る
謀
殺
構
成
要
件
に
限
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
、
た
と
え
、
…
…
『
政

治
的
集
団
』
を
も
刑
法
ニ
ニ

0
条

a
に
含
め
た
と
し
て
も
、

ナ
チ
支
配
の
間
に
実
行
さ
れ
た
謀
殺
の
全
体
複
合
に
迫
る
わ
け
で
は
な
い
。

ナ
チ
犯
罪
の
事
実
上
の
現
象
形
態
は
、
民
族
殺
の
構
成
要
件
の
も
と
に
満
足
で
き
る
よ
う
に
把
握
さ
れ
う
る
に
は
、
あ
ま
り
に
も
多
様
で

「
さ
ら
に
、
刑
法
ニ
ニ

0
条

a
に
お
い
て
前
提
と
さ
れ
た
そ
の
よ
う
な
集
団
を
全
体
的
に
ま
た
は
部
分
的
に
壊
減
す
る
と
い
う

行
為
者
の
目
的
は
、
ま
さ
に
ナ
チ
犯
罪
と
い
う
特
別
の
事
情
の
も
と
で
は
、
挙
証
の
困
難
性
を
付
け
加
え
る
と
い
う
効
果
を
も
つ
。
そ
れ

(

a

a

)

 

(

C

)

 

関
法

（四

0
八）



0
条

a
)
お
よ
び
ニ
―
一
条
（
謀
殺
）
は
時
効
に
か
か
ら
な
い
」

ハ
ム
ー
プ
リ
ュ
ッ
ヒ
ャ
ー

(
H
a
m
m,
 
B
r
u
c
h
e
r
)
ら
か
ら

一
九
七
九
年
三
月
一
四
日
に
は
、
議
員
ヴ
ェ
ー
ナ
ー

(
A
m
l
i
n
g
)
、
ア
ペ
ル

③
 

に
含
ま
れ
な
い
の
で
あ
る
。
精
神
病
者
は
、

ヽ

す
る
と
1

学
説
に
よ
る
批
判

と
く
に
批
判
さ
れ
た
の
は
、
民
族
殺
の
構
成
要
件
を
拡
大
し
て
ナ
チ
犯
罪
に
適
用
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
実
体
刑
法
の
規
定
に
遡
及
効

を
も
た
せ
る
こ
と
に
な
り
、
基
本
法
一

011一
条
二
項
に
反
す
る
こ
と
、
お
よ
び
ナ
チ
犯
罪
の
一
部
の
特
別
扱
い
が
乎
等
原
則
に
反
す
る
こ

(178) 

と
で
あ
る
。
ク
ラ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、

(
A
p
e
l
)
、

(bb) 

一
九
七
九
年
に
変
更
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
犯
罪
行
為
の
構
成
要
件
（
民
族
殺

た
謀
殺
を
包
摂
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
り
、
事
後
法
を
遡
及
的
に
適
用
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
刑
法

ニ
ニ

0
条

a
の
現
在
の
形
態
を
基
礎
に
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

つ
ま
り
、
ニ
ニ

0
条

a
に
掲
げ
ら
れ
た
以
外
の
動
機
か
ら
実
行
さ
れ
た
謀
殺
、
例
え
ば
、
強
制
収
容
所
殺
人
や
精
神
病
者
殺
害
は
、
こ
れ

を
全
部
ま
た
は
一
部
壊
減
す
る
」
目
的
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
基
本
法
三
条
一
項
の
平
等
原
則
を
侵
害
す
る
。

一
九
七
九
年
三
月
一
五
日
の

S
P
D
議
員
団
の
法
案

ヴ
ェ
ン
デ
ィ
ヒ

(
W
e
n
d
i
g
)
、

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
向

ナ
チ
の
謀
殺
の
一
部
の
み
が
、
公
訴
時
効
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

「
政
治
的
集
団
」
で
は
な
い
し
、
強
制
収
容
所
収
容
者
の
殺
害
が
す
べ
て
「
集
団
そ
の
も
の

(
W
e
h
n
e
r
)
、

マ
イ
ホ
ー
フ
ァ
ー
の
提
案
は
、

ア
ー
ラ
ー
ス

(Ahlers)
、
ア
ム
リ
ン
ク

ガ
ッ
ク
ー
マ
ン

(
G
a
t
t
e
r
m
a
n
n
)
、

(119) 

「
第
一
八
次
刑
法
改
正
法
草
案
」
が
連
邦
議
会
に
提
出
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
刑
法
七
八
条
の
新
規
定
が
提
案
さ
れ
、

（
七
八
条
二
項
）
と
い
う
規
定
を
置
き
、
こ
の
規
定
は
、

(180) 

効
の
時
に
ま
だ
時
効
に
か
か
っ
て
い
な
い
、
以
前
に
実
行
さ
れ
た
行
為
に
も
妥
当
す
る
」
も
の
と
さ
れ
た
。三

「
民
族
殺
（
ニ
ニ

「
本
法
の
発

一
九
七
九
年
―
―
一
月
二
九
日
に

は
こ
の
草
案
を
も
含
め
て
連
邦
議
会
総
会
で
原
則
的
議
論
が
行
わ
れ
る
。
そ
の
後
、
連
邦
議
会
の
法
律
委
員
会
は
、

一
九
七
九
年
五
月
九

（
四
〇
九
）

ニ
ニ

0
条
a
)
に
ナ
チ
時
代
に
実
行
さ
れ

一
九
五
四
年
に
作
ら
れ
、
ー
~
マ
イ
ホ
ー
フ
ァ
ー
の
提
案
に
従
う
と



③
省
略

以
前
に
実
行
さ
れ
た
行
為
へ
の
適
用

第
1

一条

第
七
八
条

刑
法
第
七
八
条
は
、
次
の
文
言
を
含
む
。

「
第
一
条

チ
犯
罪
の
捜
査
に
つ
い
て
聴
聞
し
た
。

関
法

第
四
一
巻
第
二
号

日
に
、
謀
殺
の
非
時
効
性
に
関
す
る
提
案
の
公
聴
会
を
催
し
、

一
九
七
九
年
七
月
―
―
一
日
の
連
邦
議
会
の
総
会
で
、
賛
成
二
五
五
票
、
反
対
1

1

―
―
二
票
で
可
決
さ
れ
、

七
月
六
日
に
は
連
邦
参
議
院
で
承
認
さ
れ
て
、
七
月
一
七
日
「
第
一
六
次
刑
法
改
正
法
」
が
成
立
し
た
。

刑
法
典
の
改
正

①
時
効
は
行
為
の
処
罰
と
処
分
の
執
行
(
―
一
条
一
項
八
号
）
を
排
除
す
る
。

③
第
二
二

0
条

a
（
民
族
殺
）
お
よ
び
第
ニ
―
一
条
（
謀
殺
）
は
時
効
に
か
か
ら
な
い
。

第
一
条
の
意
味
に
お
け
る
第
七
八
条
二
項
は
、
訴
追
が
本
法
の
発
効
の
と
き
に
時
効
に
か
か
っ
て
い
な
い
と
き
に
は
、
以
前
に
実
行
さ

れ
た
行
為
に
も
妥
当
す
る
。

政
治
的
な
論
拠
で
あ
っ
た
。

第
一
一
一
条
以
下
省
略
」

三
（四一

0
)

ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
ス
プ
ル
ク
・
セ
ン
タ
ー
の
所
長
、
リ
ュ
ッ
ケ
ア
ル
に
、
ナ

一
九
七
九
年
の
時
効
論
議
を
特
徴
づ
け
た
の
は
、
法
政
策
的
・
刑
法
理
論
的
対
立
の
み
な
ら
ず
、
む
し
ろ
と
く
に
意
識
的
に
歴
史
的
・



個
た
が
、
幾
人
か
の
グ
ル
ー
ブ
は
、
謀
殺
時
効
を
廃
止
す
べ
し
と
い
う
立
場
を
採
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
バ
ー
デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル

ク
の
司
法
大
臣
ァ
イ
リ
ッ
ヒ
は
、
法
治
国
家
的
連
続
性
の
観
点
を
謀
殺
時
効
廃
止
反
対
論
の
本
質
的
根
拠
と
し
た
。
ア
イ
リ
ッ
ヒ
は
、
時

(182) 

効
と
は
国
家
刑
罰
権
の
限
定
で
あ
り
、
国
家
の
自
己
抑
制
の
表
現
で
あ
る
と
説
い
た
。

題
に
つ
い
て
改
め
て
論
議
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
討
議
に
お
い
て
「
マ
イ
ホ
ー
フ
ァ
ー
・
モ
デ
ル
」
が
問
題
と
さ
れ
た
。

F
D
P
内
部

で
も
時
効
廃
止
反
対
論
は
あ
っ
た
。

(yv'olfgang 
M
i
s
c
h
 ,
 

n
i
c
k
)

は
、
そ
の
理
由
を
時
効
が
ド
イ
ッ
法
の
伝
統
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
過
去
の
克
服
の
問
題
が
時
効
か
不
時
効
か
の
問
題
で
は
な
い

(183) 

こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

(

C

)

 

(
b
)
 

と
い
う
自
ら
の
努
力
方
向
に
矛
盾
す
る
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

(

a

)

 

連
邦
議
会
に
お
け
る

C
S
u
の
ラ
ン
デ
ス
グ
ル
ッ
ペ
は
、

①
 
各
政
党
の
立
場

一
九
七
九
年
一
月
一
三
日
の
ヴ
ィ
ル
ト
バ
ー
ト
・
ク
ロ
イ
ト
に
お
け

(181) 

る
秘
密
会
議
に
お
い
て
謀
殺
に
つ
い
て
の
一
―

-0年
の
時
効
期
間
を
維
持
す
る
こ
と
に
賛
成
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
過
去
の
克
服
は
、
司
法

に
押
し
つ
け
ら
れ
え
な
い
も
の
で
あ
る
、
時
効
は
、
強
固
な
ド
イ
ツ
の
法
の
伝
統
に
属
す
る
、
も
は
や
重
大
な
ナ
チ
犯
罪
は
認
定
で
き
な

い
蓋
然
性
が
高
い
、
謀
殺
の
時
効
を
廃
止
す
る
と
い
う
S
P
D
の
努
力
の
方
向
は
、
終
身
刑
も
す
で
に
一
五
年
の
後
に
は
仮
釈
放
に
す
る

時
効
問
題
に
関
す
る

C
D
u
の
立
場
は
、
不
統
一
で
あ
る
。

C
D
u
の
議
員
の
多
数
は
、
先
の

C
S
u
と
同
様
の
見
解
を
採
っ

F
D
P
連
邦
議
会
議
員
団
の
七
人
の
構
成
員
が
、
第
一
八
次
刑
法
改
正
法
の
主
導
草
案
に
署
名
し
た
が
、
議
員
団
は
、
時
効
問

謀
殺
時
効
存
廃
論
の
論
拠

F
D
P
連
邦
議
会
議
員
団
の
長
た
る
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
ク
・
ミ
シ
ュ
ニ
ッ
ク

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
祠

M
 謀
殺
時
効
廃
止
の
反
対
論

三
（
四
―
一
）



①
 

的
変
更
が
、
基
本
法
一

01―
一
条
二
項
に
反
し
な
い
と
宣
言
さ
れ
て
い
た
の
で
、
法
解
釈
学
的
次
元
に
お
い
て
よ
り
は
む
し
ろ
法
政
策
論
の

マ
イ
ホ
ー
フ
ァ
ー
は
、
そ
の
論
稿
に
お
い
て
、
時
効
問
題
を
「
決
し
て
内
外
の
政
治
的
オ

「
我
々
は
、
世
界
に
は
っ
き
り
と
法
を
求
め
る
我
々
の
意
思
を
説
明
し
う
る
だ
け

だ
」
と
す
る
一
九
六
九
年
の
時
効
論
議
に
お
け
る
ト
ー
マ
ス
・
デ
ー
ラ
ー
の
言
葉
を
引
用
し
て
、

「
法
を
求
め
る
意
思
」
か
ら
出
発
す
べ
き
だ
と
す
糾
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

れ
ね
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
、
こ
の
問
題
は
、
政
治
的
で
あ
っ
た
。
ア
ル
フ
レ
ー
ト
・
グ
ロ
ッ
セ
ー
ル
は
、

(186) 

に
は
ど
う
で
も
よ
い
」
と
極
論
し
て
い
る
が
、
ナ
チ
犯
罪
の
無
類
性
、
そ
れ
に
対
す
る
責
任
の
重
大
性
、
贖
罪
の
必
要
性
を
強
調
す
る
の

み
で
は
、
法
制
度
と
し
て
の
時
効
制
度
を
変
革
す
る
政
治
的
原
動
力
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
少
な
く
と
も
、
そ
れ
に
合
理
的
形
式

を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
意
味
に
お
け
る
政
治
的
論
拠
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
時
効
の

廃
止
が
ど
の
よ
う
な
政
策
目
的
を
実
現
す
る
か
と
い
う
法
政
策
論
的
論
拠
を
考
察
す
る
。

基
本
法
の
時
効
廃
止
許
容
性

フ
ォ
ー
ゲ
ル
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
「
時
効
算
定
法
」
を
合
憲
と
し
た
と
き
に
、
傍
論
に
お
い
て
時
効
の
廃
止
も
、
終
身
重
懲
役
を

科
さ
れ
た
犯
罪
に
つ
い
て
は
合
憲
で
あ
る
と
し
た
こ
と
を
も
っ
て
、
そ
れ
以
降
、
謀
殺
時
効
の
廃
止
の
問
題
は
、
も
は
や
憲
法
論
の
問
題

(187) 

で
は
な
く
、
法
政
策
の
問
題
と
な
っ
た
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

及
的
廃
止
が
『
罪
刑
法
定
主
義
』
の
原
則
に
反
す
る
と
い
う
反
対
の
考
え
方
が
、
少
な
く
と
も
注
目
す
べ
き
根
拠
を
も
つ
と
い
う
見
方
に

目
を
閉
じ
て
は
な
ら
な
い
。
謀
殺
時
効
の
遡
及
的
廃
止
は
、
行
為
以
前
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
予
防
作
用
の
、
事
後
的
に
実
現
さ
れ
る
上

ボ
チ
ュ
ニ
ズ
ム
」
に
よ
っ
て
決
定
さ
せ
て
は
な
ら
ず
、

次
元
に
お
い
て
議
論
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

一
九
七
九
年
の
謀
殺
時
効
延
長
論
の
特
徴
は
、
す
で
に
、

「
法
律
技
術
と
し
て
の
時
効
は
私

第
四
一
巻
第
二
号

一
三
四

（四一
1

一）

一
九
七
九
年
の
議
論
に
お
い
て
も
、

(185) 

「
法
の
政
治
的
限
界
」
と
「
政
治
の
法
的
限
界
」
が
論
じ
ら

シ
ュ
ー
ネ
マ
ン
は
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
立
法
者
は
、
時
効
の
遡

一
九
六
九
年
二
月
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
決
に
よ
っ
て
時
効
期
間
の
遡
及

関
法



昇
を
意
味
す
る
と
と
も
に
、
す
で
に
実
行
さ
れ
た
犯
罪
行
為
の
目
的
的
な
特
別
扱
い
を
意
味
し
、
従
っ
て
、
基
本
法
一

01―
一
条
二
項
の
刑

(188) 

法
的
・
一
般
予
防
的
保
護
方
向
と
も
、
そ
の
国
法
的
・
権
力
分
立
的
保
護
方
向
と
も
調
和
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
」
。

時
効
の
存
在
根
拠

従
来
、
実
体
法
説
は
、
時
効
の
存
在
根
拠
を
、
刑
罰
目
的
追
及
の
実
際
的
無
意
味
性
に
求
め
、
訴
訟
法
説
は
、
証
拠
の
散
逸
に
求
め
た
。

一
九
七
九
年
の
論
議
に
お
い
て
は
、
こ
の
点
は
次
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
た
。

配
の
間
の
謀
殺
に
は
こ
の
議
論
は
通
用
せ
ず
、
時
効
期
間
が
経
過
し
た
後
に
若
干
の
ナ
チ
犯
罪
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
も
、

(189) 

そ
れ
は
国
民
の
法
意
識
を
極
め
て
動
揺
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
時
効
廃
止
反
対
論
者
た
る
憲
法
学
者
ク
ラ
イ
ン
は
、

（園）

一
般
予
防
的
効
果
が
あ
る
と
す
る
の
は
あ
ま
り
説
得
力
が
な
い
と
す
る
。
反
対
論
者
シ
ュ

ー
ネ
マ
ン
は
、
威
嚇
的
一
般
予
防
か
ら
時
効
の
廃
止
を
根
拠
づ
け
る
に
は
、
そ
の
よ
う
な
一
般
予
防
力
が
あ
る
か
ど
う
か
が
経
験
的
に
証

明
さ
れ
て
お
ら
ず
、
今
日
で
は
、
動
揺
さ
せ
ら
れ
た
法
規
範
の
安
定
化
と
、
刑
法
上
の
保
護
の
効
率
に
対
す
る
住
民
の
信
頼
の
回
復
の
み

一
般
予
防
的
刑
罰
目
的
と
し
て
重
要
で
あ
る
と
す
る
。
実
際
上
も
三

0
年
、
つ
ま
り
一
世
代
経
過
す
る
な
ら
ば
、
行
為
に
関
す
る
再

(191) 

犯
の
可
能
性
は
な
く
、
不
安
定
性
感
情
が
惹
き
起
こ
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
す
る
。

特
別
予
防
、

ー
ゲ
ル
は
、

一
般
予
防
と
い
う
刑
罰
目
的
は
、
追
及
さ
れ
る
必
要
は
な
い
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、

(192) 

「
従
た
る
役
割
し
か
果
さ
な
い
」
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
プ
ォ

と
く
に
再
社
会
化
に
つ
い
て
は
、
謀
殺
に
つ
い
て
は
、

(193) 

ア
ル
ン
ト
に
よ
っ
て
援
用
さ
れ
た
一
―

-0年
後
に
は
人
間
の
同
一
性
が
も
は
や
な
い
と
い
う
テ
ー
ゼ
に
反
論
し
、
人
間
像
の
不

変
性
は
、
基
本
法
一
条
の
前
提
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
終
身
自
由
刑
の
存
在
や
時
効
の
中
断
の
制
度
も
こ
れ
を
前
提
と
し
て
い
る
と
論

s
ヽヽカ

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
祠

ナ
チ
犯
罪
に
関
し
て
、
後
の
処
罰
が
、
ま
だ
、

一
三
五

（
四
―
―
-
l
)

る
の
で
あ
る
か
ら
、

フ
ォ
ー
ゲ
ル
は
、

(

a

)

 

刑
罰
目
的

⑧
 

ナ
チ
支

一
般
予
防
の
観
点
か
ら
見
て
、
犯
罪
行
為
が
長
い
期
間
の
経
過
の
の
ち
に
は
す
で
に
世
間
の
意
識
か
ら
消
え
て
い



③
 フ

ォ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
の
思
想
が
、
民
族
殺
の
不
時
効
性
（
刑
法
七
八
条
二
項
）
が
示
す
よ
う
に
、
何
ら
絶
対
的
順
位
を
も
つ
も
の
で
は

な
い
と
し
、
現
に
、
法
律
は
、
個
々
の
事
件
に
つ
い
て
は
刑
事
訴
追
は
、
六

0
年
の
間
(
-
九
四
五
年
以
前
の
犯
罪
に
つ
い
て
は
最
大
限

(198) 

七
六
年
間
）
時
効
を
中
断
し
う
る
可
能
性
を
認
め
て
い
る
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
効
の
中
断
制
度
が
認
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
時
効

の
廃
止
も
認
め
ら
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
論
拠
に
つ
い
て
は
、
ア
イ
リ
ッ
ヒ
が
、
こ
の
論
拠
は
、
時
効
制
度
と
時
効
の
中
断
の
法
体
系
的
関

(199) 

係
を
見
誤
る
も
の
だ
と
す
る
。
刑
法
七
八
条
C

の
規
定
が
示
す
よ
う
に
、
時
効
の
中
断
は
、
少
な
か
ら
ざ
る
事
案
に
お
い
て
、
被
訴
追
者

の
確
認
を
そ
れ
以
降
の
手
続
に
お
い
て
容
易
に
す
る
証
拠
の
確
保
と
連
携
し
て
い
る
。
す
で
に
こ
の
よ
う
な
状
態
が
一
定
の
範
囲
で
の
中

断
の
効
果
を
正
当
化
す
る
。

時
効
は
、
行
為
者
を
し
か
る
べ
き
刑
罰
か
ら
免
れ
さ
せ
る
こ
と
に
で
は
な
く
、
無
罪
を
推
定
さ
れ
る
容
疑
者
を
、
遅
延
し
た
訴
追
開
始
か

ら
保
護
す
る
点
に
そ
の
任
務
を
も
つ
。

終
身
自
由
刑
の
存
在
と
時
効
制
度
の
矛
盾

シ
ュ
ー
ネ
マ
ン
は
、
謀
殺
時
効
廃
止
は
、
終
身
自
由
刑
が
長
期
の
有
期
懲
役
へ
と
実
際
上
展
開
し
て
き
て
い
る
現
状
と
矛
盾
す
る
と
す

(
b
)
 

と
が
証
明
さ
れ
た
も
同
然
だ
と
し
、
そ
の
際
、

(191) 

と
す
る
。

関
法

第
四
一
巻
第
二
号

証
拠
の
散
逸
・
誤
判
の
防
止

（
四
一
四
）

(191)

（

195) 

ず
る
。
そ
し
て
、
謀
殺
に
つ
い
て
は
、
再
社
会
化
は
前
面
に
出
て
来
ず
、
専
ら
「
重
い
責
任
の
処
罰
」
が
問
題
で
あ
る
と
す
る
。
ク
ラ
イ

ン
も
ま
た
、
一
―

-0年
後
の
処
罰
に
は
再
社
会
化
の
必
要
が
な
い
こ
と
を
認
め
る
。
も
と
よ
り
、
ク
ラ
イ
ン
は
、
贖
罪
・
応
報
と
い
う
刑
罰

(196) 

目
的
は
、
時
間
の
経
過
と
関
係
な
く
追
及
可
能
で
あ
る
と
す
る
。
シ
ュ
ー
ネ
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
一
―

-
0年
後
に
は
再
犯
の
危
険
性
の
な
い
こ

「
人
格
の
変
化
」
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
贖
罪
・
応
報
刑
論
に
と
っ
て
の
み
意
味
が
あ
る

つ
ま
り
、
中
断
は
、
特
定
の
被
疑
者
に
対
す
る
容
疑
を
確
定
す
る
と
い
う
意
義
を
も
つ
。
こ
れ
に
対
し
て
、

一
三
六



理
か
ら
、

(201) 

め
た
。
そ
し
て
第
一
七
次
刑
法
改
正
法
で
は
、

行
法
五
七
条

a

二蕊゚

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
祠

シ
ュ
ー
ネ
マ
ン
に
よ
れ
ば
、

一
九
八
二
年
―
一
月
二
日
の
カ
ー
ル
ス
ル
ー
ニ
上
級
ラ
ン
ト
裁

一
定
の
条
件
の
下
で
の
み
可
能
な
の
だ
か
ら
、
こ
の
両
者
は
矛

一
五
年
で
実
際
上
は
刑
罰
権
が
な
く
な
る
の
に
、

-0年
後
に
も
な
お
時
効
に
か

（勘）る
。
終
身
自
由
刑
は
、
従
来
の
実
務
に
お
い
て
す
で
に
平
均
ニ
―
年
の
有
期
自
由
刑
と
な
っ
て
お
り
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
も
、
法
治
国
原

一
定
の
最
低
受
刑
期
間
の
経
過
の
後
、

一
定
の
条
件
の
も
と
で
、
仮
釈
放
を
受
け
る
と
い
う
終
身
自
由
刑
受
刑
者
の
権
利
を
認

一
五
年
の
受
刑
の
の
ち
、
義
務
的
に
仮
釈
放
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
現

か
ら
な
い
の
は
原
則
論
と
し
て
納
得
で
き
な
い
と
す
る
。
こ
の
立
論
に
対
し
て
は
、
し
か
し
、
連
邦
裁
判
所
長
官
の
フ
ァ
イ
フ
ァ
ー
は
、

一
五
年
後
の
刑
の
執
行
の
延
期
は
、
決
し
て
必
要
的
な
も
の
で
は
な
く
、

(203) 

盾
し
な
い
と
し
て
い
る
。
な
お
、
ナ
チ
犯
罪
者
の
仮
釈
放
に
関
し
て
は
、

.
(
2
0
1
)
 

判
所
の
消
極
的
な
決
定
が
あ
る
。

(
8
8
)

ナ
チ
裁
判
遅
延
の
客
観
的
、
主
観
的
原
因
に
つ
い
て
、

H
e
n
k
y
s
,
a. a. 
0., 
S. 
2
 
0
 Of. 
を
み
よ
。

(
8
9
)
 

R
a
t
z
,
 
a. a. 
O., S. 
107f. 

(
9
0
)
 

B
G
B
l
.
 1
9
5
6
 I
,
 
S. 
4
3
7
f
.
 

こ
れ
に
つ
い
て
、

V
g
l
.
R
a
t
z
,
 
a. a. 
0., S. 
123. 

(
9
1
)

例
え
ば
、
．
＾
イ
エ
ル
ン
で
は
、
一
九
四
六
年
五
月
＝
―
-
日
の
バ
イ
ニ
ル
ン
法
律

(
G
V
B
l
.
46, 
S. 
2
8
9
)
 ;
 プ
レ
ー
メ
ン
で
は
、
一
九
四
七
年

六
月
二
七
日
の
法
律

(
G
B
l
.
47, 
S. 
8
3
)
 ;
 ヘ
ッ
セ
ン
で
は
、
一
九
四
六
年
五
月
二
九
日
の
法
律

(
G
B
l
.
46, 
S. 
1
3
6
)
 ;
'
(
ー
デ
ン
・
ヴ
ュ
ル

テ
ン
ペ
ル
ク
で
は
、
一
九
四
六
年
六
月
二
六
日
の
法
律
(
R
e
g
i
e
r
u
n
g
s
b
l
a
t
t
46, S
.
1
7
1
)
。
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
・
プ
フ
ァ
ル
ツ
に
つ
い
て
は
G
V
B
l
.

48, 
s. 
2
4
4
.
 

(
9
2
)
 

B
V
e
r
f
G
E
 I
,
 

S. 417• 

4
2
3
 "
 N
J
W
 19
5
3
,
 
S. 
177ff. 

(

9

3

)

 

V
g
l
.
 
E
r
i
c
h
 
Jantsch• 

D
a
s
 s
t
r
a
f
r
e
c
h
t
l
i
c
h
e
 Verjiihrungsproblem• 

D
R
i
Z
 1
9
6
8
,
 S. 
196. 

(
9
4
)
 

V
 gl. 
S
t
e
i
n
b
a
c
h
,
 
a, a. 
0., S. 
54ff. 

(
9
5
)
 

V
g
l
.
 S
t
e
i
n
b
a
c
h
,
 
a. a, 0., S. 
54ff.; 
R
u
c
k
e
r
!
,
 
a. a. 
0., 
S. 
154ff. 

(
9
6
)
 

B
u
n
d
e
s
t
a
g
s
d
r
u
c
k
s
a
c
h
e
 1
1
1
/
1
7
3
8
,
 
S. 
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（
四
一
五
）
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ク
大
学
教
授
（
公
法
）
。
最
近
で
は
「
遺
伝
子
工
学
の
可
能
性
と
危
険
」
に
関
す
る
ペ
ン
ダ
委
員
会
の
報
告
書
で
有
名
。
こ
の
報
告
書
に
つ
い
て

は
、
ギ
ュ
ン
ク
ー
／
ケ
ラ
］
編
著
（
中
義
勝
・
山
中
敬
一
編
訳
）
『
生
殖
医
学
と
人
類
遺
伝
学
—
刑
法
に
よ
っ
て
制
限
す
べ
き
か
ー
』
（
一
九
九

一
年
）
成
文
堂
を
参
照
せ
よ
。

e) B
e
n
d
a
,
 
a. a. 
0., S. 9
.
 

(115) 
B
e
n
d
a
,
 a. a. 
0., 
S. 
1
5
.
 

⑲
)
 B
e
n
d
a
,
 a. a. 
0., 
S. 
1
8
.
 

C
)
 B
e
n
d
a
,
 a. a. 
0., 
S. 
19ff. 

Q
)
ヘ
ッ
セ
ン
の
処
罰
法
の
こ
と
で
あ
る
。

B
e
n
d
a
,
a. a. 
0., 
S. 
2
0
.
 

(
1
1
9
)
 

B
e
n
d
a
,
 a. a. 
0., 
S. 
2
8
.
 

(120) 
B
e
n
d
a
,
 a. a. 
0., 
S. 2
8
.
 

(121)

と
く
に
ヒ
ル
シ
ュ
の
発
言
を
参
照
せ
よ

(
Z
u
r
Verjii.hrung 
nationalsozialistischer 
V
e
r
b
r
e
c
h
e
n
,
 S. 
1
7
2
.
)
。

(
1
2
2
)
N
 ur
 Verjii.hrung `
 
s. 1
7
3
.
 

ま
た
、
ヤ
ー
ン
（
J
a
h
n
)
も
「
政
治
的
誤
謬
」
の
追
及
で
は
な
く
、
「
政
治
的
・
道
徳
的
決
断
」
が
問
題
な
の

だ
と
強
調
し
た

(vgl.
Steinbach, 
a. a. 
0., 
S. 
5
8
.
)
。

(123) 
V
 gl. 
S
t
e
i
n
b
a
c
h
,
 a. a. 
0., S. 5
8
£
.
 

ア
ル
ン
ト
は
、
自
ら
の
共
同
責
任
の
問
題
の
み
な
ら
ず
、
ナ
チ
ズ
ム
の
遺
産
を
背
負
わ
さ
れ
た
「
こ
れ

か
ら
の
世
代
の
焦
眉
の
問
題
」
に
も
触
れ
る
。
ア
ル
ン
ト
に
よ
る
と
「
民
族
は
そ
の
瞬
間
だ
け
に
生
き
る
も
の
で
は
な
く
、
連
続
し
た
世
代
と
し

て
生
き
る
」
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
私
は
ま
だ
生
ま
れ
て
は
い
な
か
っ
た
、
こ
の
よ
う
な
遣
産
は
私
に
は
関
係
な
い
と
は
言
え
な
い
」
。
さ
ら
に
、

ア
ル
ン
ト
は
、
戦
争
犯
罪
と
謀
殺
罪
の
違
い
に
つ
い
て
も
非
常
に
具
体
的
に
説
明
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
戦
争
犯
罪
と
は
、
「
戦
闘
行
為
の
興
奮

か
ら
の
過
剰
行
為
」
で
あ
る
。
ナ
チ
犯
罪
に
は
こ
の
概
念
は
当
て
は
ま
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
れ
は
、
精
神
薄
弱
者
や
ユ
ダ
ヤ
人
女
性
、
子
供
、

老
人
な
ど
に
対
す
る
戦
闘
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る

(Steinbach,
a. a. 
0., 
S. 
5
9
)
。

G
)
 B
G
B
l
.
 1
9
6
5
 I
,
 
3
1
5
.
 

(125) 
V
g
l
.
 
S
t
e
i
n
b
a
c
h
 `
 
a. a. 
0., 
S. 
5
9
.
 

(126) 
B
G
B
l
.
 
1956 I
,
 
4
3
7
.
 

(121) 
V
 gl. 
G
r
u
n
w
a
l
d
,
 
M
D
R
 19
6
9
,
 
S. 
5
2
2
.
 

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
祠

ニ――九
（
四
一
七
）



(131) 
関
法

第
四
一
巻
第
二
号

(128) 
R
G
S
t
 12, 
4
3
4
;
 
14, 
3
8
3
;
 41, 
1
6
7
;
 
4
6
;
 2
7
4
;
 59, 
1
9
9
;
 66, 
329. 

1
 

;:;!fil
ニ
仁
千

N
5降
t

の
:
も
の
レ
l
l
)
-
J
、
R
G
S
t
76, 
6
4
;
 
76, 
159. 

こ
れ
に
つ
い
て

vgl.
J
a
n
t
s
c
h
,
 
D
R
i
Z
 1968, S. 
1
9
8
;
 そ
の
他
、

vgl.
M
a
r
t
i
n
 P
a
w
l
o
w
s
k
i
,
 D
e
r
 S
t
a
n
d
 d
e
r
 r
e
c
h
t
l
i
c
h
e
n
 
D
i
s
k
u
s
s
i
o
n
 

i
n
 d
e
r
 F
r
a
g
e
 d
e
r
 s
t
r
a
f
r
e
c
h
t
l
i
c
h
e
n
 
V
e
r
j
i
i
h
r
u
n
g
,
 
N
J
W
 1
9
6
9
,
 
S. 
594f. 

(129)

戦
後
の
連
邦
裁
判
所
の
判
例
を
概
観
し
て
お
こ
う
。
一
九
五
一
年
―
二
月
二

0
日
の
判
決

(
N
J
W
1952, 
S. 2
7
1
)
は
、
ナ
チ
時
代
の
時
効
の

停
止
を
決
定
し
た
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
域
に
お
け
る
一
九
四
七
年
五
月
一
＝
―
-
日
の
処
罰
命
令

(
V
O
B
l
.
Brit. 
N
 on
e
 S. 
6
5
)

に
関
す
る
も
の
で
あ

り
、
そ
れ
は
、
基
本
法
一

01―
一
条
二
項
に
反
し
な
い
と
し
た
。
一
九
五
二
年
四
月
二
二
日
の
判
決

(
B
G
H
S
t
2, 
3
0
1
)
は
、
純
訴
訟
法
説
を
採
る
。

一
九
五
五
年
―
一
月
―
―
日
の
判
決

(
B
G
H
S
t
8, 
2
6
9
)

は
、
依
然
、
訴
訟
法
説
を
と
る
。
一
九
六
三
年
二
月
一
九
日
の
決
定

(
B
G
H
S
t
8, 

2
6
9
)

は
、
実
体
法
説
に
立
つ
。
そ
し
て
、
一
九
六
二
年
・
―
一
月
一
三
日
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
決

(
B
V
e
r
f
G
E
15, 
1
1
5
)
に
よ
っ
て
、
実
体

法
説
が
と
ら
れ
た

(vgl.
J
a
n
t
s
c
h
,
 
D
R
i
Z
 1
9
6
8
,
 S. 198.)
。
そ
の
他
、
判
例
の
よ
り
詳
し
い
内
容
に
関
し
て
は
、

G
i
i
n
t
e
r
B
e
m
m
a
n
n
 `
 
Z
u
r
 

F
r
a
g
e
 d
e
r
 n
a
c
h
t
r
i
i
g
l
i
c
h
e
n
 
V
e
r
l
i
i
n
g
e
r
u
n
g
 d
e
r
 S
t
r
a
f
v
e
r
f
o
l
g
u
n
g
s
v
e
r
j
i
i
h
r
u
n
g
,
 
J
u
S
 1
9
6
5
,
 
S. 
333ff. 
~
-
.
P
D
兄
よ
。

(130) 
B
e
n
d
a
,
 a. a. O., 
S. 
23f. 

(m) 
A
r
n
d
t
,
 
J
 N
 1
9
6
5
 `
 
s. 
148. 

(132) 
A
r
n
d
t
,
 
U
m
w
e
l
t
 u
n
d
 R
e
c
h
t
,
 
N
J
W
 1961, 
S. 
1
5
 

(133) 
U
l
r
i
c
h
 K
l
u
g
,
 D
i
e
 V
e
r
p
f
l
i
c
h
t
u
n
g
 d
e
s
 R
e
c
h
t
s
s
t
a
a
t
s
 
z
u
r
 V
e
r
j
i
i
h
r
u
n
g
s
v
e
r
l
i
i
n
g
e
r
u
n
g
,
 
J
 N
 1965, 
s. 
149ff. 
な
お
、
ク
ル
ー
ク

は
、
一
九
―
―
―
一
年
生
ま
れ
。
現
在
、
ケ
ル
ン
大
学
名
誉
教
授
（
刑
法
・
法
哲
学
）
。
一
九
六

0
年
ケ
ル
ン
大
学
正
教
授
。
一
九
七
一
年
か
ら
七
四

年
ま
で
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
・
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
レ
ン
州
の
司
法
省
国
務
次
官
。
一
九
七
四
年
か
ら
七
七
年
ま
で
ハ
ン
プ
ル
ク
司
法
大
臣
。
一
九
八
二
年

F
D
P
脱
党
。

a) K
l
u
g
,
 J
 N
 1
9
6
5
,
 
s. 
150. 

e) C
a
l
v
e
l
l
i
 ,
 
A
d
o
r
n
o
,
 D
i
e
 V
e
r
l
i
i
n
g
e
r
u
n
g
 d
e
r
 V
e
r
j
i
i
h
r
u
n
g
s
f
r
i
s
t
 
f
u
r
 
d
i
e
 S
t
r
a
f
v
e
r
f
o
l
g
u
n
g
 v
o
n
 V
e
r
b
r
e
c
h
e
n
,
 
d
i
e
 
m
i
t
 l
e
b
e
n
s
 ,
 

l
a
n
g
e
m
 Z
u
c
h
t
h
a
u
s
 b
e
d
r
o
h
t
 sind, 
N
J
W
 1
9
6
5
,
 
S. 
273ff. 

(136)

そ
の
刑
法
学
者
達
と
は
、
ペ
ア
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
、
ア
ン
ネ
ー
ニ
ヴ
ァ
・
プ
ラ
ウ
ネ
ッ
ク
、
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ヘ
ン
ケ
ル
、
イ
エ
ー
ガ
ー
、
シ
ュ
ミ

ッ
ト
ホ
イ
ザ
ー
、
シ
ュ
ラ
ー
ー
シ
ュ
プ
リ
ン
ゴ
ル
ム
、
ジ
ー
フ
ァ
ー
ツ
な
ど
で
あ
る
。

D
i
e
 Z
e
i
t
 
N
r
.
 
6, 
v
o
m
 5. 
2. 
1
9
6
5
.
 

一
四
〇

（
四
一
八
）
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vgl.
Grunwald, M

D
R
 1965, 

S. 
521 

A
n
m
.
 8. 

(~
) 

Grunwald, M
D
R
 1965, 

S. 
522. 

（芝）
D
i
e
 Zeit 

Nr. 
6, 

v
o
m
 5. 

2. 
1965 ;

 vgl. 
Grunwald, M

D
R
 1965, 

S. 
524. 

(
S
)
 
Grunwald, M

D
R
 1965, 

S. 
525. 

（竺）
Jurgen B

a
u
m
a
n
n
,
 D
e
r
 Aufstand des schlechten 

Gewissens, 
1965, 

S. 
lff. 

投
忠

vgl.
a
u
c
h
 B
a
u
m
a
n
n
,
 D
i
e
 strafrecht-

liche 
Problematik der nationalsozialistischen 

Gewaltverbrechen, 
in: 

Henkys, a. 
a. 0., 

S. 
267ff., 

S. 
273ff. 

'
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心
ャ
入
廷

1
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抵
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1
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婚
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祖
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抵
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B
a
u
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a
n
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,
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a. 0., 
S. 

6f. 

~
)
 
B
a
u
m
a
n
n
,
 a. 

a. 
0., 

S. 
10. 

~
)
 
B
a
u
m
a
n
n
,
 a. a. 

0., 
S. 

12. 

(~
) 

B
a
u
m
a
n
n
,
 a. a. 0., 

S. 
15. 

(
=
)
 
B
a
u
m
a
n
n
,
 a. 

a. 
0., 

S. 
20f. 

(
=
)
 
B
a
u
m
a
n
n
,
 a. a. 

0., 
S. 

23. 

(
=
)
 
H
a
n
s
-
L
u
d
w
i
g
 Schreiber, 

Z
u
r
 Zuliissigkeit 

der riickwirkenden Verliingerung v
o
n
 Verjiihrungsfristen 

friiher began-

gener Delikte, 
in: 

Z
S
t
W
 89 

(1968), 
S. 

348ff. 
~
~
,
 ;、

ri
II'
や

く
一

迂
瑯

砂
Q
榔

螂
比

知
ピ

ぷ
r¥-JQ

咸
眺
如
据
斡
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.
)
匹

~
(S

ch
reib

er, Gesetz u
n
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 Richter, 

1976, 
S. 

220.)0 

(~
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Schreiber, 
Z
S
t
W
 89, 

S. 
364f. 
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E
)
 
Schreiber, 

Z
S
t
W
 89, 

S. 
367. 

~
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B
V
e
r
f
G
E
 25, 

269. 
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) 

B
V
e
r
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G
E
 25, 

294. 

~
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Steinbach, 
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a. 0., 

S. 
60. 

~
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0., 

S. 
126ff. 
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(156) 
B
G
H
S
t
 
22• 

3
5
7
.
 

(151) 
V
g
l
.
 
R
a
t
z
,
 
a. a. 
0., 
S. 
1
2
8
;
 
S
t
e
i
n
b
a
c
h
,
 
a. a. 
0., 
S. 
6
1
.
 

(158) 
B
G
B
l
.
 1
9
5
2
 
II, 
S. 
6
8
5
f
f
.
 

u. 9
5
3
~
-
.
£
1
び
に

B
G
B
L
1
9
5
4
 
II, 
S. 
1
4
.
 

(159) 
V
 gl. 
R
a
t
z
,
 
a. a. 
0., 
S. 
1
0
9
f
.
 

(160) 
V
g
l
.
 
R
a
t
z
,
 
a. 
a. 
0., 
S. 
l
l
O
f
.
 

m) V
 gl. 
R
a
t
z
,
 
a. a. 
0・, 
s. 
114. 

(162)

こ
れ
に
つ
い
て
は
、

vgl.
N
 ur V
 er
j
i
i
h
r
u
n
g
 
II `
 
s. 
3
5
6
f
f
.
 

(163) 
vgl. 
a.a. 0・, 
s. 
3
6
3
.
 

国
）

vgl. 
a. 
a. 
0., 
S. 
3
8
1
.
 

~
 ー
ム
ケ
は
、
一
九
二
七
年
生
ま
れ
。
フ
ラ
イ
プ
ル
ク
大
学
公
法
教
授
を
経
て
、

で
連
邦
司
法
大
臣
。

(165) 
vgl. 
a. 
a. 
0., 
S. 
3
8
2
.
 

(166) 
vgl. 
a. a. 
0., 
S. 
3
8
3
.
 

(
1
6
1
)
 

vgl. 
a. a. 
0., 
S. 
3
8
6
.
 

(168) 
V
g
l
.
 
S
t
e
i
n
b
a
c
h
,
 
a. 
a. 
0., 
S. 
6
3
f
.
 

(169) 
V
g
l
.
 
R
a
t
z
,
 
a. a. 
0., 
S. 
1
3
1
.
 

(110)

こ
の
一
九
七
九
年
の
謀
殺
時
効
廃
止
論
議
は
、
わ
が
国
の
刑
法
学
者
の
注
目
を
引
い
た
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
文
献
が
あ
る
。
阿

部
純
二
「
ナ
チ
ス
犯
罪
と
公
訴
時
効
の
廃
止
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
三
二
巻
一

0
号
(
-
九
七
九
年
）
四
七
頁
以
下
、
西
田
典
之
「
西
ド
イ
ツ
に
お
け

る
謀
殺
時
効
廃
止
」
法
学
七
ミ
ナ
ー
一
九
七
九
年
一

0
月
号
二
頁
以
下
、
能
勢
弘
之
・
寺
崎
嘉
博
「
西
独
に
お
け
る
時
効
制
度
改
革
の
動
向
」
ジ

ュ
リ
ス
ト
七

0
二
号
(
-
九
七
九
年
）
四
七
頁
以
下
。
そ
の
他
、
望
田
幸
男
「
ナ
チ
ス
戦
犯
追
及
と
西
ド
イ
ツ
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
書
斎
の
窓
二

八
八
号
(
-
九
七
九
年
一

0
月
）
二
頁
以
下
、
宮
沢
浩
一
「
西
独
に
お
け
る
殺
人
罪
の
時
効
廃
止
」
書
斎
の
窓
二
八
八
号
(
-
九
七
九
年
一

0
月

号
）
八
頁
以
下
参
照
。

(
1
1
1
)
R
号
k
e
r
l
,

a. 
a. 
0., S
.
 
2
0
5
.
 

(172)

一
九
七
九
年
二
月
一
五
日
に
ル
ク
セ
ン
ベ
ル
ク
に
お
け
る
ョ
ー
ロ
ッ
・
ハ
議
会
に
お
い
て
、
社
会
民
主
党
の
連
邦
議
会
議
員
フ
ニ
ラ
ー
マ
イ
ヤ

関
法

第
四
一
巻
第
二
号

一
四

一
九
六
九
年
か
ら
一
九
七
四
年
ま

（四―

10)



ー
・
ツ
ュ
ミ
ッ
ト
、
ゼ
ー
フ
ェ
ル
ト
お
よ
び
ジ
ー
グ
ラ
ー
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
た
決
議
提
案
が
、
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
議
員
団
と

若
干
の
イ
ギ
リ
ス
の
保
守
議
員
の
棄
権
の
下
に
、
採
択
さ
れ
た
。
そ
の
文
言
は
、
次
の
通
り
で
あ
る

(vgl.
Ratz, 
a. a. 
0.,"S. 
1
1
9
£
£
.
)
0
・
 

「
ョ
ー
ロ
ッ
。
＾
議
会
は
、

ー
民
族
殺
お
よ
び
謀
殺
は
、
最
悪
の
犯
罪
で
あ
る
と
確
信
し
て
、
＇
~

①
戦
争
犯
罪
お
よ
び
ナ
チ
ズ
ム
の
支
配
の
間
に
実
行
さ
れ
た
犯
罪
が
、
そ
れ
が
裁
判
官
の
決
定
に
よ
っ
て
中
断
さ
れ
な
か
っ
た
限
り
で
、
時
効
期

間
が
経
過
す
る
と
き
、
処
罰
さ
れ
な
い
ま
ま
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
堪
え
ら
れ
な
い
も
の
と
み
な
す
‘
.
.
.
.
... 
I
③

i
③
省
略
ー

④
ヨ
ー
ロ
ッ
。
＾
評
議
会
の
議
会
の
決
議
と
一
致
し
て
、
問
題
の
会
員
国
に
、
一
九
七
四
年
の
こ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
協
定
に
署
名
し
、
こ
の
よ
う
な
事

案
の
時
効
に
か
か
ら
せ
な
い
よ
う
に
あ
ら
ゆ
る
政
治
的
・
法
的
措
置
を
と
る
よ
う
要
請
す
る
。

．

．

．

 

⑥
そ
の
議
長
に
、
こ
の
決
議
を
、
評
議
会
、
委
員
会
、
会
員
国
の
議
会
お
よ
び
政
府
に
伝
え
る
こ
と
を
委
任
す
る
」
。

(m) 
Ratz, 
a. a. 0., 
S. 
1
3
4
.
 

9
)
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
・
マ
イ
ホ
ー
フ
ァ
ー

(
W
e
r
n
e
r
M
a
i
h
o
f
e
r
)
は
、
刑
法
学
者
。
一
九
一
八
年
生
ま
れ
。
一
九
五
六
年
ザ
ー
ル
プ
リ
ュ
ッ
ケ
ン
大

学
正
教
授
。
一
九
七

0
年
か
ら
ビ
ー
レ
フ
ェ
ル
ト
大
学
教
授
。
一
九
七
四
年
か
ら
一
九
七
八
年
ま
で
連
邦
内
務
大
臣

(
F
D
P
)
。

(175) 

V
 gl. 
M
a
i
h
o
f
e
r
,
 
Nichtverjiihrung d
e
s
 V
o
l
k
e
r
m
o
r
d
e
s
,
 
N
 R
P
 19
7
9
,
 
S. 
8
1
f
f
.
 ;
 vgl. 
Ratz, 
a. a. 
0., 
S. 
1
3
7
f
f
.
 ;
 Steinbach, 
a
 

• 

• 

a. 
0., 
S
.
 
6
4
.
 

籍
）

Ratz, 
a. a. 
0., 
S. 
1
3
8
.
 

G
)
 Ratz, 
a. a. 
0., 
S. 
1
3
9
.
 

(178) 
B
a
u
m
a
n
n
,
 W
i
d
e
r
 e
i
n
e
 Verjiihrung v
o
n
 N
S
-
V
e
r
b
r
e
c
h
e
n
,
 
N
 R
P
 19
7
9
,
 
S. 
1
5
2
 :
 H
a
n
s
 H• 

Klein, 
A
b
s
c
h
l
i
e
B
e
n
d
e
 B
e
m
e
r
、

k
e
r
u
n
g
e
n
 z
u
r
 Verjiihrungsdebatte 1
9
7
9
,
 
N
 R
P
 19
7
9
,
 
S. 1
4
9
:
 
(
ク
ラ
イ
ン
は
、
臨f効
の
寧
〖
止iに
后
g
別
すWる
）
。
かiお
、
シ
ュ
ク
イ
ン
バ

ッ
ハ
も
、
マ
イ
ホ
ー
フ
ァ
ー
の
法
案
に
対
し
て
は
、
ナ
チ
犯
罪
者
の
た
め
の
「
特
別
法
」
を
作
る
こ
と
に
な
る
こ
と
、
お
よ
び
、
―
―

-0年
も
経
っ

て
、
行
為
者
が
人
種
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
動
機
と
し
て
殺
害
し
た
の
で
あ
っ
て
（
民
族
殺
）
、
私
的
な
「
殺
害
欲
」
な
ど
か
ら
殺
し
た
の
で
は
な
い

5

と
証
明
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
ナ
チ
犯
罪
者
に
、
後
者
の
よ
う
な
主
張
を
す
る
逃
げ
道
を
与
え
る
と
い
う
問
題
点
を
挙
げ
て
い
る

(Stein-

b
a
c
h
,
 a. a. 
0., S. 6
4
f
.
)
。
な
お
、
マ
イ
ホ
ー
フ
ァ
ー
の
提
案
が
実
際
的
だ
と
し
、
マ
イ
ホ
ー
フ
ァ
ー
の
提
案
に
従
っ
た
決
定
が
、
国
内
的
に
は
、

と
く
に
ド
イ
ツ
国
民
の
政
治
的
責
任
に
鑑
み
て
も
、
最
善
の
政
治
的
行
為
で
あ
り
、
国
際
的
に
も
国
際
法
上
の
義
務
を
果
た
す
も
の
だ
と
す
る
も

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
付

一四一――

（
四
ニ
―
)



関
法

第
四
一
巻
第
二
号

の
に
、

W
a
l
t
e
r
L
e
w
a
l
d
,
 A
u
f
h
e
b
u
n
g
 o
d
e
r
 N
i
c
h
t
a
u
f
h
e
b
u
n
g
 d
e
r
 M
o
r
d
v
e
r
j
i
i
h
r
u
n
g
ー
F
r
e
i
h
e
i
t
d
e
r
 
Gewissentscheidung•N 

R
P
 

1979, 
s. 
152ff. 
`
 
s. 
154. 
ぶ
”
4
の

る

。

・

(179) 
B
u
n
d
e
s
t
a
g
s
d
r
u
c
k
s
a
c
h
e
 8
/
2
6
5
3
,
 S. 
2. 

(180)

そ
の
理
由
書
に
い
う
。
「
謀
殺
時
効
の
廃
止
は
、
ナ
チ
暴
力
支
配
の
間
に
実
行
さ
れ
た
謀
殺
の
多
さ
や
残
虐
さ
を
背
景
と
し
て
特
別
の
意
味
を

も
つ
。
確
か
に
、
一
九
八

0
年
一
月
一
日
以
降
も
、
公
訴
時
効
が
中
断
さ
れ
て
い
な
い
、
ま
だ
多
数
の
行
為
者
が
発
見
さ
れ
る
確
率
は
高
く
な
い
。

し
か
し
、
法
的
平
和
に
と
っ
て
は
、
若
干
の
行
為
者
で
さ
え
も
一
九
八

0
年
一
月
一
日
以
降
発
見
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
行
為
に
対
し
て
刑
事
上
責
任

を
追
及
さ
れ
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
堪
え
え
な
い
こ
と
で
あ
る
」
。

G
m
)
 
R
a
t
z疇

a.
a. 
0., 
S. 
142£. 

(
1
8
2
)
 

H
e
i
n
z
 E
y
r
i
c
h
,
 
A
u
c
h
 d
i
e
 V
e
r
f
o
l
g
u
n
g
 v
o
n
 M
o
r
d
 soil 
verjiihren, 
N
 R
P
 1979, 
S. 
lff. ;
 Ra
t
z
,
 
a. a. 
0., 
S. 
143ff. 

G
)
 R
a
t
z
,
 
a. a. 
0., 
S. 
145£. 

G
)
 M
e
i
h
o
f
e
r
,
 
N
 R
P
 1979, 
S. 
82. 

(
1
8
5
)
リ
ュ
ー
ダ
ー
セ
ン
の
論
文
の
表
題
で
あ
る
(
V
g
l
•
K
l
a
u
s
 Liiderssen, 
P
o
l
i
t
i
s
c
h
e
 
G
r
e
n
z
e
n
 d
e
s
 
R
e
c
h
t
s
 1
 r
e
c
h
t
l
i
c
h
e
 
G
r
e
n
z
e
n
 d
e
r
 

Politik, 
J
 N
 1979, 
s. 
449ff.) 

(186) 
A
l
f
r
e
d
 
G
r
o
s
s
e
r
,
 
D
e
r
 S
t
e
r
n
 1978, 
N
r
.
 
48, 
S. 
259. 

(187) 
H
a
n
s
 ,
 
J
o
c
h
e
n
 V
o
g
e
l
,
 
M
o
r
d
 sollte 
n
i
c
h
t
 verjiihren, 
N
 R
P
 1979, 
S. 
lff., 
S. 
3. 

ハ
ン
ス
ー
ヨ
ー
ヘ
ン
・
フ
ォ
ー
ゲ
ル
は
、
一
九
二

六
年
生
ま
れ
の
S

P

D
の
政
治
家
。
一
九
六

0
年
か
ら
一
九
七
二
年
ま
で
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
市
長

(
O
b
e
r
b
i
i
r
g
e
r
m
e
i
s
t
e
r
)
。
一
九
七
四
年
か
ら

一
九
八
一
年
ま
で
連
邦
司
法
大
臣
。
一
九
八
三
年
S

P

D
の
首
相
候
補
。

(188) 
B
e
r
n
d
 S
c
h
u
n
e
m
a
n
n
,
 1
7
 T
h
e
s
e
n
 z
u
m
 P
r
o
b
l
e
m
 d
e
r
 M
o
r
d
v
e
r
j
i
i
h
r
u
n
g
,
 J
R
 1979, 
S. 
177ff., 
S. 
18lf. 

(
1
8
9
)
 

V
o
g
e
l
,
 
N
 R
P
 1979, 
S. 
3
;
 vgl. 
B
V
e
r
f
G
E
 25, 
S. 
2
9
4
;
 B
e
m
m
m
a
n
n
,
 J
u
S
 1965, 
S. 
337. 

(lgo) 
K
l
e
i
n
,
 
N
 R
P
 1979, 
S. 
146. 

ク
ラ
イ
ン
は
、
時
効
が
完
成
し
て
ナ
チ
犯
罪
が
訴
追
で
き
な
く
な
る
と
法
的
平
和
が
害
さ
れ
、
国
民
の
法
意

識
を
苛
立
た
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
惧
に
対
し
て
は
、
こ
こ
で
も
利
益
衡
量
が
必
要
だ
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
刑
事
訴
追
を
支
配
す
る
毎

年
毎
年
変
転
す
る
偶
然
性
に
よ
っ
て
、
法
的
平
和
が
よ
り
深
く
害
さ
れ
、
法
意
識
が
よ
り
鋭
敏
に
傷
つ
け
ら
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
と
言
う
の
で

あ
る

(
K
l
e
i
n
,
N
 R
P
 1979, 
S. 
149£.)
。
ハ
ン
ス
ー
フ
ー
ゴ
ー
・
ク
ラ
イ
ン
は
一
九
三
六
年
生
ま
れ
の
公
法
学
者
で
、
一
九
八
三
年
以
来
、
連

一
四
四

（
四
二
二
）



第
五
節

邦
憲
法
裁
判
所
判
事
。
一
九
六
九
年
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
大
学
正
教
授
。

m) S
c
h
u
n
e
m
a
n
n
,
 J
R
 1
9
7
9
,
 
S. 
1
7
8
.
 

(192) 
G
e
r
d
 Pfeiffer, 
Z
u
r
 V
e
r
j
i
i
h
r
u
n
g
 d
e
r
 S
t
r
a
f
v
e
r
f
o
l
g
u
n
g
 b
e
i
 
M
o
r
d
,
 D
R
i
Z
 1
9
7
9
,
 
S. 
12. 

(193) 
V
g
l
.
 
A
r
n
d
t
,
 J
 N
 1
9
6
5
,
 
S
.
 
1
4
6
;
 C
a
l
v
e
l
l
i
 ,
 

Adorno• 

N
J
W
 1
9
6
5
,
 
S. 
2
7
3
.
 

Q
)
 V
o
g
e
l
,
 
N
 R
P
 19
7
9
,
 
S
.
 
3. 

(195) 
V
o
g
e
l
,
 
N
 R
P
 19
7
9
,
 
S. 
4. 

(196) 
K
l
e
i
n
,
 
N
 R
P
 19
7
9
,
 
S. 
1
4
6
.
 

e) S
c
h
u
n
e
m
a
n
n
,
 J
R
 1
9
7
9
,
 
S. 
178. 

Q
)
 V
o
g
e
l
,
 
N
 R
P
 19
7
9
,
 
S. 
3. 

(
1
9
9
)
 

E
y
r
i
c
h
,
 
N
 R
P
 19
7
9
,
 
S. 
52. 

(200) 
S
c
h
u
n
e
m
a
n
n
,
 J
R
 1
9
7
9
,
 
S. 
179. 

fol) 
B
V
e
r
f
G
E
 45, 
S
.
 
1
8
7
,
 
259ff・ 

砿
）
そ
の
後
、
第
二

0
次
刑
法
改
正
法
に
よ
っ
て
こ
の
五
七
条
a
は
成
立
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
宮
沢
・
前
掲
法
学
研
究
六
一
巻
二
号
四
六
頁
参

照。

(203) 
Pfeiffer, 
D
R
i
Z
 1
9
7
9
,
 
S
.
 
12. 

一
定
の
条
件
と
は
、
五
七
条
一
項
二
号
、
三
号
、
四
号
で
要
求
さ
れ
て
い
る
、
R
有
罪
の
言
い
渡
し
を
受
け

た
者
の
特
別
な
重
さ
の
責
任
が
そ
れ
以
上
の
執
行
ヲ
要
求
せ
ず
、
③
有
罪
の
言
い
渡
し
を
受
け
た
者
が
、
刑
の
執
行
で
も
は
や
い
か
な
る
犯
罪
行

為
を
も
犯
さ
な
い
か
ど
う
か
の
審
査
に
責
任
を
も
ち
え
、
か
つ
、
④
有
罪
の
言
い
渡
し
を
受
け
た
者
が
同
意
し
た
と
き
、
で
あ
る
。
宮
沢
訳
『
ド

イ
ツ
刑
法
典
』
法
曹
会
一
―
―
―
頁
参
照
。

命
）

K
a
r
l
s
r
u
h
e
 
O
L
G
 J
R
 1
9
8
3
,
 
S. 
377ff., 
評
釈
と
し
て
、

H
o
r
n
,
J
R
 1
9
8
3
,
 
S
.
 
380ff. 

照。
ナ
チ
犯
罪
裁
判
に
お
け
る
謀
殺
罪
の
統
計
的
研
究

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
飼

一
四
五

（四ニ――ー）

宮
沢
・
法
学
研
究
六
一
巻
二
号
四
八
頁
注
九
一
参



全
体
的
傾
向

大
抵
の
場
合
、
被
害
者
の
告
訴
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
た
個
人
的
犯
罪
に
置
か
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
、
個
々
の
行
為
複
合
が
シ
ス
テ
マ
テ

①
 (2) 

介
は
、

で
に
第
一
審
判
決
が
あ
り
、

刊
し
た
が
、
そ
の
著
書
に
は
、

第
四
一
巻
第
二
号

オ
ピ
ッ
ツ
の
研
究

ウ
ル
リ
ッ
ヒ
ー
デ
ィ
ー
ク
ー
・
オ
ピ
ッ
ツ
は
、

「
一
九
四
六
年

2
一
九
七
五
年
の
期
間
の
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
の
五
四
二
件
の
確
定
判
決
に
基
づ
く
研
究
」

（鐵）

と
い
う
副
題
が
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
第
二
版
で
一
九
六
六
年
か
ら
一
九
七
五
年
ま
で
の
有
罪
判
決
を
も
巻
末
に
補
充
さ
れ
た
結
果

で
あ
る
。
第
一
版
の
研
究
で
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
と
西
ベ
ル
リ
ン
の
裁
判
所
で
ナ
チ
犯
罪
と
し
て
刑
法
ニ
―
一
条
（
謀
殺
）
を
適
用

し
て
有
罪
判
決
を
受
け
、
お
よ
び
、
管
理
理
事
会
法
一

0
号
を
適
用
し
て
死
刑
ま
た
は
終
身
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
、
そ
の
他
、
そ
の
者
の

故
国
の
刑
法
に
お
い
て
刑
法
ニ
―
一
条
に
対
応
す
る
規
定
に
よ
っ
て
有
罪
と
さ
れ
た
者
を
対
象
と
し
て
、
一
九
六
五
年
―
二
月
三
一
日
ま

(201) 

一
九
七

0
年
―
二
月
三
一
日
ま
で
に
確
定
し
た
判
決
に
限
定
し
て
考
察
さ
れ
た
。
後
者
の
期
日
が
画
さ
れ
た

の
は
、
確
定
判
決
を
経
て
す
で
に
刑
の
執
行
が
開
始
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
一
―
―
―
四
人
の
対
象

者
が
確
定
さ
れ
、
こ
の
う
ち
五
名
が
別
の
ナ
チ
犯
罪
で
再
び
有
罪
判
決
を
受
け
て
い
る
の
で
、
総
じ
て
、
三
一
九
件
の
有
罪
事
件
が
対
象

と
さ
れ
た
。
な
お
、
本
研
究
に
は
、

ル
ー
ト
ヴ
ィ
ッ
ヒ
ス
プ
ル
ク
・
セ
ン
ク
ー
の
資
料
が
役
立
て
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
謀
殺
で
有
罪
と

さ
れ
た
事
件
の
み
が
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
、
も
う
一
度
注
意
を
促
し
て
お
こ
う
。

（
四
二
四
）

本
節
で
は
、
こ
の
オ
ピ
ッ
ツ
の
研
究
の
中
か
ら
、
本
稿
の
目
的
か
ら
関
心
を
引
く
研
究
部
分
を
抜
粋
し
て
紹
介
し
よ
う
。
そ
の
際
、
紹

一
九
六
五
年
ま
で
に
有
罪
判
決
を
受
け
た
者
に
関
す
る
研
究
に
限
定
す
る
。

(208) 

有
罪
判
決
の
年ド

イ
ツ
の
裁
判
所
は
、
す
で
に
一
九
四
六
年
に
は
ナ
チ
犯
罪
で
有
罪
判
決
を
言
い
渡
し
て
い
る
。
当
初
は
、
重
点
は
、

(1) 

関
法

一
九
七
九
年
に
、

(205) 

『
ナ
チ
犯
罪
に
お
け
る
刑
事
手
続
と
刑
罰
執
行
』
と
い
う
著
書
を
公

一
四
六



①

法

的

観

点

(3) 
九
条
）
は
、

③
 

ィ
ッ
ク
に
解
朋
さ
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
原
因
と
し
て
は
、
当
時
は
四
つ
の
占
領
地
域
に
分
割
さ
れ
、
訴
追
官
庁
に
そ
の
可

能
性
が
な
か
っ
た
こ
と
、
非
ナ
チ
化
手
続
を
行
う
た
め
の
評
決
裁
判
所
手
続
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
心
理
的
障
害
が
存
在
し

た
こ
と
や
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
と
連
合
国
の
裁
判
所
が
任
務
を
分
担
し
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。

お
よ
そ
一
九
五
七
年
ま
で
は
、
訴
追
が
下
降
す
る
時
期
で
あ
る
。
こ
の
時
期
、
ド
イ
ツ
の
再
軍
備
を
押
し
進
め
る
た
め
に
連
合
国
は
、
戦

ニ
―
―
一
条
に
関
す
る
法
律
」
に
基
づ
い
て
ナ
チ
の
過
去
の
ゆ
え
に
停
職
さ
せ
ら
れ
て
い
た
公
務
員
が
再
び
そ
の
職
に
復
帰
し
た
こ
と
に
よ

っ
て
、

ナ
チ
犯
罪
の
追
及
は
終
わ
り
に
近
づ
い
た
と
い
う
印
象
を
与
え
た
こ
と
に
よ
る
（
次
頁
の
第
1
表
を
参
照
せ
よ
）
。

謀
殺
と
謀
殺
捐
助

一
四
七

一
九
五

0
年
に
は
、
こ
こ
で
取
り
扱
わ
れ
た
判
決
の
一
―
―
―
―
―
。
ハ
ー
セ
ン
ト
が
判
決
に
至
っ
た
。
そ
の
次
に
来
る
、

一
般
に
ナ
チ
犯
罪
に
対
す
る
宥
恕
の
感
情
が
蔓
延
し
た
こ
と
、
前
述
し
た
「
基
本
法

(209) 

一
九
四
五
年
か
ら
五
年
毎
に
段
階
を
付
す
る
と
す
る
と
、
対
象
者
の
八
三
・
五
。
ハ
ー
セ
ン
ト
が
謀
殺
ま
た
は
謀
殺
帯
助
で
有
罪
と
さ
れ

て
い
る
。
第
一
段
階
で
は
、
刑
法
ニ
―
一
条
（
謀
殺
）
に
よ
る
も
の
が
圧
倒
的
で
あ
り
、
全
有
罪
者
の
一
―
―
-
．
―
―
-
。
＾
ー
セ
ン
ト
が
、
そ
し

て
ニ
―
一
条
に
よ
る
全
有
罪
数
の
四

0
・
ニ
。
ハ
ー
セ
ン
ト
が
こ
の
時
期
に
言
い
渡
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
謀
殺
幣
助
（
ニ
―
一
条
、
四

一
四
•
四
。
ハ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、
全
期
間
の
合
計
に
お
け
る
五
四
・
六
。
ハ
ー
セ
ン
ト
よ
り
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
次
の
段
階

も
、
ま
だ
、
謀
殺
の
方
が
、
謀
殺
暫
助
よ
り
は
。
ハ
ー
セ
ン
ト
に
お
い
て
高
い
。
し
か
し
、
第
四
期
に
入
る
と
朋
ら
か
に
変
わ
っ
て
、
謀
殺

で
有
罪
と
さ
れ
た
者
が
三
ニ
・
六
。
＾
ー
セ
ン
ト
な
の
に
対
し
、
謀
殺
捐
助
は
、
六
四
•
四
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
る
（
第

1

表
、
第
2

表
参
照
）
。

（別）

確
定
判
決

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
祠

争
犯
罪
有
罪
者
に
恩
赦
を
与
え
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

（
四
二
五
）



〔第
1
表
J

適
用

条
文

と
第

一
審

判
決

の
年

第~
1

審判決の年
211

条
翡聾

翡誓
闊誓’

尉
ぎ

⑬
観

醤211
温

条
合

観
醤212温

条
合

他
の

犯
罪

無
罪

全
体

1
9
4
6
 

6
 

1
 

2
 

，
 

1
9
4
7
 

，
 

15 
2
 

2
 

28 
1
9
4
8
 

4
 

5
 

5
 

6
 

2
 

3
 

2
5
 

1
9
4
9
 

10 
2
 

2
 

2
 

3
 

2
 

2
 

23 
1
9
5
0
 

8
 

1
 

1
 

1
 

4
 

15 
小
計

1
37 

4
 

25 
10 

15 
4
 

5
 

100 

％
 

I
 40.2 

I
 

I
 

I
 14.4 

I
 

I
 

I
 

I
 

I
 

I
 31.3 

1
9
5
1
 

5
 

1
 

3
 

1
 

1
 

11 
1
 9
 5
 2
 

3
 

1
 

4
 

1
9
5
3
 

2
 

1
 

1
 

3
 

7
 

1
9
5
4
 

6
 

6
 

1
9
5
5
 

2
 

1
 

2
 

5
 

小
計

2
12 

1
 

3
 

15 
1
 

1
 

33 

％
 

I
 13.1 

I
 

I
 

I
 
s.6 

I
 

I
 

I
 

I
 

I
 

I
 10.4 

1
9
5
6
 

3
 

3
 

1
9
5
7
 

1
 

4
 

1
 

6
 

1
9
5
8
 

2
 

11 
1
 

14 
1
9
5
9
 

3
 

1
 

4
 

1
9
6
0
 

7
 

1
 

4
 

1
 

13 
小
計

3
13 

1
 

1
 

22 
2
 

1
 

40 

％
 

I
 14.1 

I
 

I
 

I
 12.6 

I
 

I
 

I
 

I
 

I
 

I
 12.5 

1
9
6
1
 

3
 

19 
1
 

23 
1
9
6
2
 

4
 

1
 

22 
2
7
 

1
 9
 6
 3
 

5
 

28 
33 

1
9
6
4
 

3
 

1
 

13 
17 

1
9
6
5
 

15 
1
 

3
0
 

46 

小
計

4
30 

3
 

112 
1
 

146 

％
 

I
 32.6 

I
 

I
 

I
 64.4 

I
 

I
 

I
 

I
 

I
 

I
 45.8 

合
計

I
 92 

I
 ，

 I 
4
 
I
 174 

I
 11 

I
 
15 

I
 

4
 

I
 ，

 I 
1
 
I
 319 

％
 

I
 zs.9 

I
 
2.s 

I
 
1.2 

I
 54.6 

I
 
3.4 

I
 

4.8 
I
 

1.2 
I
 
2.s 

I
 
o.3 

I
 

A
u
s
 :

 Opitz, 
a. 
a. 
0., 

S. 
34. 

〔注〕
①
 

刑
法
211

条
は
謀
殺
罪
，

44
条
は
，
未
遂
に
関
す
る
規
定
，

48
条
は
教
唆
，

49
条
は
桐
助
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。

R
 
K
R
G
 Nr. 

10
は

管
理

理
事

会
法
10

号
を
意
味
す
る
。



〔第
2
表〕

確
定

有
罪

判
決

に
お

け
る

適
用

条
文

と
刑

種

~
I
 

211
条

1211, 
44

条
1211,

48
条

1211,
49

条I
K
R
G
 Nr. 

10
他

の
犯

罪I
b
 

a
 
c

a
 
b

a
 
c

b
 
a

b
 
a
 
c

a
 

計
I

 その
う
ち

b
 

a
 

c
 

1
9
4
6
 

4
 

1
 -

5
 

1
 

4
 

1
9
4
7
 

2
 

1
 

3
 

1
 

7
 

2
 

3
 

2
 

1
9
4
8
 

1
 

3
 

1
 

1
 

17 
7

 
1
 

3
 

34 
8
 
19 

7
 

1
9
4
9
 

，
 1
 

4* 
3
 

4
 

21 
12 
，

 
1
9
5
0
 

6
 

1
 

2
 

5
 

3
 

1
 

1
 

19 
11 

7
 

1
 

小
計

1
18 

1
 

8
 

1
 

1
 

1
 

1
 -

26 
15 

8
 

5
 

1
 

86 
34 

38 
14 

1
9
5
1
 

6
 

2
 

1
 

1
 

10 
7
 

3
 

1
9
5
2
 

，
 

1
 
-

2
 

12 
10 

2
 

1
9
5
3
 

3
 

4
 

7
 

3
 

4
 

1
9
5
4
 

1
 

2
 

1
 

5
 

，
 1

 
8
 

1
9
5
5
 

1
 

1
 
-

3
 
-

5
 

1
 

4
 

小
計

2
19 

1
 

2
 

2
 

1
 

1
6
 

1
 

1
 

43 
22 

21 
1
9
5
6
 

1
 

3
 
-

4
 

1
 

3
 

1
9
5
7
 

5*
—

 
5
 

5
 

1
9
5
8
 

1
 

1
 
-

8
 

10 
2
 

8
 

1
9
5
9
 

2
 

2
 

2
 

1
9
6
0
 

6
 

1
 

3
 
-

10 
6

 
4
 

小
計

3
10 

1
 

1
 
-

19 
31 

11 
20 

1
9
6
1
 

5
 

11 
16 

5
 
10 

1
9
6
2
 

4
 

1
 

15 
1
 

21 
4
 
17 

1
9
6
3
 

3
 

2
0
 

23 
3
 
20 

1
9
6
4
 

3
 

1
 

16 
3
 

23 
3

 
20 

1
9
6
5
 

4
 

1
 

1
 

13 
19 

4
 
15 

小
計

4
19 

2
 

2
 

75 
4
 

102 
19 

83 
1
9
6
6
 

3
 

1
 

27 
31 

3
 
28 

1
9
6
7
 

3
 
-

3
 

3
 

1
9
6
8
 

1
 
-

1
 

1
 

1
9
6
9
 

6
 

1*
—

 
7
 
-

14 
6
 

8
 

1
9
7
0
 

3
 

1
 

4
 
-

8
 

4
 

4
 

小
計

5
12 

1
 

1
 

1
 

42 
57 

13 
44 

合
％
計

1
7
8
 

5
 

8
1

7
 

4
1

2
 

24.5 
1.6 

2.5 
2.2 

1.2 
0.6 

1
 I
 

1
 
11s 1

1
6
 

9
 

s
 

o.3 
o.3 

55.s 
5
 
2.s 

1.6 
s
 I

 
319 

1,6 
1
9
9
 
206 

14 
31-1 

64.5 
4.4 

A
u
s
:
 Opitz, 

a. 
a. 
0., 

S. 
78. 

a
)
 
有

期
自

由
刑

b
)
 
終

身
刑

c
)
 
死

刑
＊

そ
の

う
ち

1
件

が
少

年
刑

〔注）
K
R
G
 Nr. 

1
0
=
管
理
理
事
会
法

10
号
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〔第
3
表）

管
理

理
事

会
法

10
号

の
適

用
に

お
け

る
有

罪
数

確
定

の
年

1
法

10
号

法
10

号
と

211
条
*

I
法

10
号
と

212
条
*
I

総
数

I
211

条
を
含
む
有
罪
数

終
身

1
死

刑
終

身
I

死
刑

I
有
期

終
身

終
身

1
死
刑

1946 
1
 

4
 

1947 
1

 
1
 

2
 

1
 

1948 
6

 
1

 
1

 
2

 
1

 
11 

1
 

4
 

1949 
2

 
4

 
I
 

7
 

12 

1950 
2

 
1

 
2

 
3(2) 

1
 

，
 

11 
1
 

1951 
1

 
1(2) 

2
 

7
 

総
数

I
 8

 
I
 2

 
I
 6

 
I
 3

 
I
 ，

 I
 

2
 

I
 30
 
I

 41 
I

 14 
A
u
s
 :

 Opitz,a. a. 
0., 

S. 
80. 

＊
は
．
観
念
的
競
合
を
意
味
す
る
。

(1) 
ペ
ル
リ
ン
の
裁
判
所
に
よ
る
有
罪
判
決
。

(2) 
こ
の
数
字
は
，
司
法
省
の

1965
年

の
報

告
(40頁

）
に

挙
げ

ら
れ

た
1950

年
の

92
件
の
有
罪
判
決
と

1951
年
の

23
件
の

有
罪
判
決
を
甚
礎
と
す
る
有
罪
判
決
を
詳
し
く
調
べ
る
と
も
っ
と
高
く
な
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。



-
0年、

ほ
ぼ
均
等
に
処
罰
さ
れ
て
い
る
。
九
年
、

―
一
年
、

四
一
件
の
言
い
渡
さ
れ
た
終
身
刑
の
う
ち
八
件
(
-
九
・
五
％
）
が
、
そ
し
て
、

一五

-
＝
％
）
が
管
理
理
事
会
法
一

0
号
の
み
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
そ
の
他
の
有
罪
判
決
は
、
刑
法
の
刑
罰
規
定
に
よ
っ
て
行

わ
れ
、
ま
た
は
行
わ
れ
え
た
（
行
わ
れ
え
た
と
い
う
の
は
、
有
罪
者
の
統
計
の
中
に
は
、
謀
殺
が
管
理
理
事
会
法
一

0
号
と
観
念
的
競
合

と
さ
れ
た
謀
殺
事
件
は
含
め
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
）
。
管
理
理
事
会
法
一

0
号
の
適
用
は
実
際
的
に
は
ほ
と
ん
ど
意
味
を
も
た
な

一
四
名
の
対
象
者
（
四
・
五
％
）
に
対
し
て
、
死
刑
が
言
い
渡
さ
れ
た
。
九
六
名
(
-
―

10・
八
％
）
が
終
身
刑
‘
―

1
0四
名
（
六
四
・

七
％
）
が
有
期
自
由
刑
に
処
せ
ら
れ
た
。
有
期
自
由
刑
へ
の
処
罰
は
、
刑
期
が
短
い
と
い
う
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
全
有
罪
判
決
の
六
〇

パ
ー
セ
ン
ト
が
、
五
年
の
自
由
刑
に
ま
で
達
し
な
か
っ
た
。
有
罪
判
決
の
二
八
。
ハ
ー
セ
ン
ト
が
、
五
年
以
上
、

-
0年
未
満
の
自
由
刑
で

あ
っ
た
。
有
罪
判
決
の
―
二
。
＾
ー
セ
ン
ト
の
み
が
、
そ
れ
以
上
の
刑
期
で
あ
っ
た
。
法
律
上
規
定
さ
れ
た
法
定
刑
は
、
有
罪
判
決
に
よ
っ

て
不
均
等
に
活
用
さ
れ
て
い
る
。
短
期
刑
へ
の
有
罪
判
決
（
二
年
以
下
）
は
、
割
合
的
に
は
少
な
い
。
こ
こ
で
は
、
法
定
の
最
低
刑
は
、

―
―
一
年
で
あ
り
、
例
外
的
に
の
み
こ
れ
を
下
回
っ
て
よ
い
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
。
四
年
以
下
の
自
由
刑
は
、
そ
れ
よ

り
多
用
さ
れ
て
い
る
。
裁
判
所
は
、
明
ら
か
に
、
最
低
刑
へ
の
有
罪
判
決
を
避
け
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
。
四
年
か
ら
八
年
の
間
で
は
、

ご
一
年
、

―
―
―
一
年
お
よ
び
一
四
年
の
刑
は
、
言
い
渡
さ
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
む
し
ろ
、

一
五
年
の
刑
を
言
い
渡
す
傾
向
に
あ
る
（
第
6
表
を
見
よ
）
。

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
祠

③
 

か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

(211) 

刑
罰
の
種
類
と
高
さ

（
四
二
九
）

一
四
件
の
言
い
渡
さ
れ
た
死
刑
の
う
ち
二
件
（
一
四
・



〔第4表〕 謀殺罪の有罪判決において確定した刑種と刑期

確~定の年

自由刑の刑期

-I群 10年.,-I'"'_ I"年少年飛l有期刑終身刑

死
計

刑
s.1 10 12 15以下

1946 4 4 
1947 2 1 3 
1948 1 3 4 
1949 1 1 1 ， 10 
1950 6 6 
小計 1 1 18 8 27 

％ I I I I I I I I 23.1 I I 29.1 
1951 6 6 
1952 ， ， 
1953 3 3 
1954 1 1 
1955 1 1 1 1 
小計 2 1 1 19 20 

％ I I I I I I I I 24.41 I 22 
1956 1 1 
1957 
1958 1 1 
1959 2 2 
1960 6 6 

小計 3 10 10 

％ I I I I I I I I 12.s I I u 
1961 5 s I 
1962 4 4 
1963 3 3 
1964 1 1 1 3 4 
1965 1 1 1 4 5 

小計 4 2 2 19 21 

％ I I I I I I I I 24.41 I 23.1 
1966 3 3 
1967 
1968 
1969 1 1 6 7 
1970 3 3 

小計 5 1 1 12 13 

％ I I I I I I I I is.41 I 14.3 
計 I I i I I I 3 I i I s I 1s 1 s I 91 
％ I I i.1 I I I 3.3/ 1.1 I 5.5[ s5.1 I 8,81 I 

関
法

第
四
一
巻
第
二
号

一
五

（四一―

10)

Aus: Opitz, a. a. 0., S. 78. 



〔第 5表〕 謀殺柑助の有罪判決における確定した刑種と刑期

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
祠

一五一――

確＼定の年

重懲役／自由刑
下懲5年役の軽以 終自由身刑2 3 5 10 15 少年刑 計 ％ 

以下以下以下以下以下

1946 
1947 1 1 1 3 
1948 1 13 2 1 17 
1949 1 2 1 4 
1950 1 1 2 

小計 1 3 17 3 2 1 26 14.5 

1951 1 1 2 
1952 1 1 2 
1953 3 1 4 
1954 3 2 5 
1955 2 1 3 
小計2 7 8 1 16 8.9 

1956 1 2 3 
1957 1 1 1 1 1 5 
1958 1 2 4 1 8 
1959 
1960 3 3 
小計3 2 7 7 3 1 19 10,6 

1961 2 5 4 11 
1962 2 ， 3 1 15 
1963 4 10 5 1 20 
1964 1 12 3 16 
1965 2 3 7 1 13 
小計4 11 39 22 3 75 41,9 

1966 10 8 5 3 1 27 
1967 2 1 3 
1968 1 1 
1969 2 4 1 7 
1970 1 2 1 1 5 

小計5 10 13 12 5 1 1 43 24.1 

計％ 10 16 83 52 14 1 2 1 179 
5.6 8.9 46.4 29.1 7.7 0.6 1.1 Q.6 

Aus: Opitz, a. a. 0., S. 79. 

（
四
三
一
）



〔第6表〕 有期自由刑の刑期と有罪者の人数

刑期（年） 1 2 3 3.5 4 4.5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

総数（人） 7 9 16 27 29 17 18 16 13 15 3 11 1 8 5 1 10 

％ 3.4 4.4 7.7 13.1 14.1 8.3 8.7 7.7 6.3 7,3 1.4 5,3 0,5 3,9 2,5 0,5 4,5 

人55年年％毎毎数のの
123 58 25 

60% 28% 12% 

Aus: Opitz, a. a. 0., S. 81. 

関
法

第
四
一
巻
第
二
号

〔第 1図〕 有期自由刑
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②
 

連
邦
領
域
に
お
い
て
は
、
西
ベ
ル
リ
ン
を
も
含
め
、

者
(
-
―
―
―
九
人
）
の
ほ
か
、

① 
(4) こ

の
第
6
表
を
グ
ラ
フ
に
し
た
の
が
前
頁
の
第
1
図
で
あ
る
。

(212) 

一
九
五

0
年
か
ら
一
九
七

0
年
ま
で
の
謀
殺
有
罪
判
決
の
割
合

統
計
の
意
義
と
数
字
の
基
礎

的
に
上
昇
し
て
い
く
こ
と
の
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
。
す
で
に
一
九
五
一
―
一
年
に
、
ラ
ン
ゴ
ル

(
R
a
n
g
o
l
)
は、

(213) 

九
年
に
つ
き
、
影
響
が
考
え
ら
れ
る
と
示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
指
摘
は
、

一
九
六
二
年
か
ら
一
九
七
0
年
ま
で
の
一
六
0
五
件
の
謀
殺
有
罪
判
決
の
う
ち
、
―
―
―
―
―
―
件
（
一
四
•
四
％
）
が
ナ
チ
犯
罪
で
あ
っ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
割
合
は
、
統
計
で
は
分
類
さ
れ
て
い
な
い

C

以
下
で
は
一
九
五

0
年
か
ら
一
九
七

0
年
ま
で
の
公
式
統
計
（
刑
事

訴
追
統
計
）
を
基
礎
と
し
て
そ
の
他
の
謀
殺
と
比
較
し
て
訴
追
に
対
す
る
ナ
チ
犯
罪
の
割
合
と
意
義
が
考
察
さ
れ
る
。

統
計
の
数
字
の
甚
礎
と
し
て
、

ナ
チ
犯
罪
と
し
て
の
謀
殺
の
有
罪
判
決
が
増
加
し
て
行
く
こ
と
が
、
謀
殺
に
よ
る
有
罪
判
決
が
一
般

一
九
五

0
年
か
ら
一
九
六
一
年
ま
で
は
ペ
ル
リ
ン
と
ザ
ー
ル
ラ
ン
ト
が
含
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と

に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
連
邦
領
域
以
外
と
ベ
ル
リ
ン
、
そ
し
て
一
九
五
七
年
以
降
の
ザ
ー
ル
ラ
ン
ト
の
数
字
が
付
け

加
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
少
年
裁
判
所
法
の
施
行
に
よ
り
、
基
礎
と
な
る
数
字
が
変
更
さ
れ
た
。

年
ま
で
は
、
少
年
と
成
人
（
一
八
歳
以
上
）
が
区
別
さ
れ
た
が
、
そ
れ
以
後
は
、
年
長
少
年
（
一
八
歳
以
上
ニ
―
歳
未
満
）
と
成
人
（
ニ

一
歳
以
上
）
が
区
別
し
て
数
え
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

入
れ
ら
れ
る
。

謀
殺
有
罪
統
計

一
九
六
六
年
一
月
一
日
以
降
に
判
決
を
受
け
、
調
査
の
日
ま
で
に
確
定
し
た
九
四
件
の
有
罪
判
決
が
考
慮
に

五

0
年
か
ら
一
九
七

0
年
の
間
に
一
―
―
―
七
八
人
が
謀
殺
で
有
罪
と
さ
れ
た
。
同
時
期
に
は
、
三
二
七
人
が
ナ
チ
犯
罪
の
謀
殺
で
有
罪
と
さ

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
祠

一
五
五

一
九
五
八
年
以
降
は
ザ
ー
ル
ラ
ン
ト
を
も
含
め
れ
ば
、

一
九

ナ
チ
犯
罪
と
し
て
一
九
七

0
年
―
二
月
＝
―
-
日
ま
で
に
有
罪
判
決
の
確
定
し
た

（四一―――――)

一
九
五

0
年
代
に
は
一
九
五

一
九
四
八
年
と
一
九
四

（川）

一
九
六
四
年
の
連
邦
司
法
省
の
報
告
で
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
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〔第
7
表〕

連
邦
領
域
と
西
ペ
ル
リ
ン
に
お
け
る
有
罪
判
決
に
対
す
る
ナ
チ
犯
罪
手
続
の
割
合

こ
謀
殺
有
罪
判
決
に
お
け
る
刑

1
)
2
)
(
軽
懲
役
を
除
く
）

終
身
重
懲
役
／
自
由
刑
＂

戸年重以懲I役／I自~由年刑
以I

I
 atlf 

身b
I
 ぎ
究

a
 

全
体
c

1そ
のa

う
ち
成b
人
年
少
長
年
I刑
法
（
成211人a

条及のびみ年に長よ少c
る年有）

罪

1950 
16 

2
 

34 
1
 

96 
6
 

146 
，

 97
 

91 
96 

9
0
 

1951 
15 

1
 

35 
1
 

7
4
 

6
 

124 
8
 

7
7
 

71 
7
4
 

68 
1952 

18 
1
 

41 
1
 

7
7
 

10 
136 

12 
8
2
 

7
2
 

77 
67 

1953 
2
6
 

38 
4
 

7
0
 

3
 

134 
7
 

71 
6
8
 

7
0
 

6
7
 

1954 
18 

4
 

26 
4
 

4
7
 

1
 

91 
，

 52 
51 

4
8
 

1
 

4
 

51 
5
0
 

1955 
17 

2
 

19 
2
 

5
7
 

1
 

9
3
 

5
 

6
3
 

6
2
 

61 
1

 
2
 

5
8
 

57 

1956 
12 

1
 

3
0
 

2
 

38 
1
 

8
0
 

4
 

41 
4
0
 

4
0
 

1
 

1
 

39 
36 

1957 
10 

2
 

4
2
 

2
 

3
7
 

8
9
 

4
 

39 
3
9
 

3
7
 

2
 

39 
39 

1958 
14 

3
 

33 
5
 

39 
2
 

86 
10 

4
5
 

4
3
 

4
0
 

2
 

5
 

4
4
 

4
2
 

1959 
14 

39 
42 

2
 

9
5
 

2
 

4
6
 

4
4
 

4
0
 

2
 

5
 

4
5
 

4
3
 

1960 
15 

3
 

4
0
 

1
 

4
5
 

6
 

100 
10 

52 
4
6
 

4
8
 

6
 

4
 

4
9
 

43 
..... 

1961 
19 

7
 

38 
4
 

5
3
 

5
 

110 
16 

6
2
 

5
7
 

5
6
 

5
 

6
 

52 
4
7
 

1962 
2
8
 

11 
35 

5
 

4
2
 

4
 

105 
20 

4
8
 

4
4
 

4
3
 

4
 

5
 

4
7
 

4
3
 

1963 
32 

14 
39 

6
 

36 
3
 

107 
2
3
 

3
7
 

3
4
 

3
6
 

3
 

1
 

3
7
 

34 
1964 

2
4
 

13 
4
8
 

5
 

5
6
 

3
 

128 
21 

6
2
 

5
9
 

5
9
 

3
 

3
 

59 
56 

1965 
3
3
 

6
 

51 
10 

6
0
 

4
 

144 
2
0
 

6
6
 

6
2
 

61 
4
 

5
 

65 
61 

1966 
31 

21 
52 

11 
68 

4
 

151 
36 

76 
7
2
 

7
4
 

4
 

2
 

7
0
 

6
6
 

1967 
2
6
 

10 
5
5
 

6
 

51 
5
 

132 
21 

5
5
 

5
0
 

5
5
 

5
 

51 
4
6
 

1968 
36 

1
5
 

6
8
 

8
 

6
7
 

13 
171 

36 
6
9
 

56 
6
6
 

13 
3
 

67 
54 

1969 
32 

8
 

6
3
 

5
 

5
8
 

1
5
 

153 
2
8
 

59 
4
5
 

5
9
 

15 
5
8
 

4
3
 

1970 
2
5
 

3
 

71 
15 

7
0
 

8
 

166 
26 

7
0
 

6
2
 

6
7
 

8
 

3
 

7
0
 

62 

1) 
ペ
ル
リ
ン
を
含
む
連
邦
領
域

1961
年
か
ら
ザ
ー
ル
ラ
ン
ト
を
含
む
。

A
u
s
:
 Opitz, 

a. 
a. 0., 

S, 
137. 

2) 
1
9
5
0
-
5
3
年
お
よ
び

1968
年
ー
7
0年

は
成
人
お
よ
び
年
長
少
年
。
そ
の
他
は
，
成
人
の
み
。

a
=
全
体
数
（
刑
法
の
み
）

b
=
ナ
チ
犯
罪
の
有
罪
数

C
=
ナ
チ
犯
罪
以
外
の
数



れ
た
。
か
く
し
て
全
有
罪
判
決
の
一

O・
―
―
―
。
ハ
ー
七
ン
ト
が
ナ
チ
犯
罪
で
あ
っ
た
。
そ
の
割
合
は
、
年
毎
に
異
な
る
。

一
九
六
八
年
に
は
一
六
・
四
。
ハ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
。

―
―
―
-
．
―
―
―
。
ハ
ー
セ
ン
ト
(
-
九
六
一
年
）
か
ら
二
三
・
七
。
ハ
ー
セ
ン
ト
(
-
九
六
六
年
）
に
上
昇
し
、
次
に
、
一
三
パ
ー
セ
ン
ト
(
-
九

六
八
年
）
に
落
ち
、
最
終
的
に
一
六
・
六
。
ハ
ー
セ
ン
ト
(
-
九
七

0
年
）
に
な
っ
た
。
謀
殺
の
有
罪
判
決
は
、

線
を
辿
り
、
そ
れ
以
降
、
絶
え
ず
上
昇
し
て
い
る
。

（加）

⑮
量
刑

終
身
自
由
刑
に
処
せ
ら
れ
た
一
―
八
三
件
の
謀
殺
有
罪
判
決
が
あ
り
、
そ
の
他
の
理
由
か
ら
す
る
五
一
件
の
有
罪
判
決
（
四
・
=
=
％
）
に

対
立
し
て
い
る
。
こ
の
五
一
件
の
有
罪
判
決
の
ど
れ
も
ナ
チ
犯
罪
で
は
な
い
。

一
九
五

0
年
以
降
、
終
身
刑
の
有
罪
判
決
の
割
合
は
低
下
す
る
（
第
8
表
参
照
）
。

一
九
七

0
年
に
は
四
ニ
・
ニ
。
ハ
ー
セ
ン
ト
に
達
し
て
い
る
。

を
示
し
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
に
は
、
鞘
助
へ
と
判
例
が
変
更
さ
れ
た
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ナ
チ
犯
罪
手
続
と

そ
の
他
の
謀
殺
犯
罪
の
有
罪
判
決
を
比
較
す
る
と
、
刑
の
高
さ
毎
の
グ
ル
ー
プ
の
中
で
の
、

な
っ
て
現
れ
た
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
有
罪
判
決
を
受
け
た
年
長
少
年
お
よ
び
成
人
の
全
体
で
―
ニ
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
が
ナ
チ

犯
罪
で
有
罪
と
さ
れ
て
い
る
。
五
年
以
下
の
自
由
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
は
、
二
七
・
五
。
ハ
ー
セ
ン
ト
が
、

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
祠

五
年
を
超
え
る
自
由
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
は
、

ナ
チ
犯
罪
の
実
行
時
に
は
大
抵
成
人
で
あ
っ
た
。
ナ
チ
犯
罪
の
割
合
は
、

一
九
六
三
年
に
は
、
こ
の
割
合
は
、
一
―
―
―
―
-
•
六
。
ハ
ー
セ
ン
ト
に
下
降
し
て
い
る
。

1
0
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
の
み
が
ナ
チ
犯
罪
の
ゆ
え
に
有
罪
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
終

そ
の
後
、
ふ
た
た
び
上
昇
し
、

の
六
五
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
が
終
身
刑
に
処
せ
ら
れ
た
が
、

一
九
五

0
年
に
は
ま
だ
、
全
成
人
お
よ
び
年
長
少
年

①
終
身
自
由
刑
は
、

ほ
と
ん
ど
専
ら
、
謀
殺
に
対
す
る
刑
に
限
ら
れ
る
。

一
九
五

0
年
か
ら
一
九
七

0
年
の
間
の
期
間
に
は
、

し
た
。

一
九
七

0
年
ま
で
は
一

o・ハ
ー
セ
ン
ト
を
下
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

一
九
六
六
年
に
は
、

一
五
七

ナ
チ
犯
罪
手
続
の
有
罪
判
決
も
、
同
じ
傾
向

ナ
チ
犯
罪
の
有
罪
判
決
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
異

ナ
チ
犯
罪
で
有
罪
と
さ
れ
た
。

（四一＿一五）

一
九
五
七
年
ま
で
は
下
降

一
九
・
四
。
ハ
ー
セ
ン
ト
に
達
し
、
最
高
値
を
示

一
九
六
一
年
か
ら



〔第8表〕 謀殺総数中のナチ犯罪と謀殺終身刑判決中のナチ犯罪の割合

儘
140 

130 

120 

110 

100 

90 

80賢

70 

60 

50 

40 

30 

20 

20 

10 

:.;._ 

A 謀殺で有罪とされた成人と年長少年全体

B ナチ犯罪を除いた数
C終身刑に処せられた謀殺犯（成人及び年長少年）

D ナチ犯罪を除いた数

゜50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70年

三
件
が
上
告
裁
判
に
お
い
て
終
身
刑
に
変
更
さ
れ
た
。

二
件
は
、
三
年
半
お
よ
び
四
年
半
に
減
じ
ら
れ
た
。

刑
判
決
が
基
礎
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
う
ち

死
刑
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
か
ら
漏
れ

省
の
報
告
書
で
は
、

に
ペ
ル
リ
ン
で
言
い
渡
さ
れ
、
確
定
し
た
。
連
邦
司
法

一
九
四
五
年

2
一
九
五
一
年
の
間
の
死
刑
判

し
た
（
第
9
表
参
照
）
。
そ
れ
以
降
も
、
一
九
五

0
年

―
二
件
の
ナ
チ
犯
罪
に
お
け
る

た
も
の
を
含
め
て
一
四
件
の
ナ
チ
犯
罪
の
ゆ
え
の
死

は
ニ
―
＿
件
の
ナ
チ
犯
罪
の
ゆ
え
の
死
刑
判
決
が
確
定

法
が
死
刑
を
廃
止
す
る
ま
で
の
間
に
、
連
邦
領
域
で

R
 

(216) 
決
基
本
法
一

0
二
条
は
死
刑
を
廃
止
し
た
。
基
本

J

と
が
明
ら
か
に
な
る
。

ヽさ
れ
た
者
よ
り
も
頻
繁
に
軽
い
刑
罰
を
受
け
て
い
る

ヽに
有
罪
と
さ
れ
た
者
は
、
そ
の
他
の
犯
罪
で
有
罪
と

ン
ト
と
な
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

、
、
、
、
、
、
、

ナ
チ
犯
罪
の
ゆ
え

身
刑
の
ば
あ
い
は
、
こ
の
割
合
は
、
八
•
六
パ
ー
セ

関
法

第
四
一
巻
第
二
号

一
五
八

（四一＿一六）



〔第
9
表〕

確
定
死
刑
判
決

-------------ラソ-ト--
-------------

----------------
確
-
-
定
-
-
-
-
の
-
年

1946 
1947 

1948 
1949 

1950 
1951 

全
体

1確
定
し

全
体

1確た定ものし
全

体
1確た定ものし

全
体

1確た定ものし
全

体
1確た定ものし

全
体

た
も
の

ノ
ル

ト
ラ

イ
ン

・
ヴ

ェ
ス

ト
フ

ァ
レ

ン
(9) 

2
 

5
 

1
 

10 
1
 

3
 

バ
イ

エ
ル

ン
5
 

11 
12 

ニ
ー

ダ
ー

ザ
ッ

ク
セ

ン
11 

1
 

(7) 

ヘ
ッ

セ
ン

2
 

5
 

1
 

5
 

3
 

(10) 

ヴ
ュ

ル
テ

ン
ブ

ル
ク

・
バ

ー
デ

ン
1
 

4
 

ラ
イ

ン
ラ

ン
ト

・
プ

フ
ァ

ル
ツ

1
 

1
 

シ
ュ

レ
ス

ヴ
ィ

ッ
ヒ

・
ホ

ル
ツ

ュ
タ

イ
ソ

(1) 
1
 

ハ
ン

ブ
ル

ク
3
 

2
 

4
 

バ
ー

デ
ン

1
 

3
 

1
 

ヴ
ュ

ル
テ

ソ
プ

ル
ク

・
ホ

ー
エ

ン
ツ

ォ
レ

ル
ソ

6
 

ブ
レ

ー
メ

ン
3
 

計
I
 

en) I
 2
 I

 1s 
I
 2
 I

 
c
s
o
 I

 7
 I

 
(44) I

 -
-

-
I
 -

ベ
ル

リ
ン

(3) I
 2
 I

 s
 I

 -
I
 20 I

 -
5
 

-
1

 
(3) 

1
 I

 c2) 
＊
括
弧
の
中
の
数
字
は
，
デ
ュ
ー
ジ
ン
グ
に
比
べ
て
変
更
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

A
u
s
:

Opitz, 
a. 
a. 
0., 

S. 
153. 

4--~Q
「
怜
垢
心
思
踪
」

Q
釜
巡
翠
則
宜

1
 ¥;:j兵

（
回
111.¥:l)



っ
た
。
一
二
名
の
死
刑
囚
が
死
刑
を
執
行
さ
れ
た
。

オ
ピ
ッ
ツ
に
よ
る
と
、
戦
後
の
連
邦
領
域
お
よ
び
ベ
ル
リ
ン
に
お
け
る
確
定
し
た
死
刑
判
決
は
、
デ
ュ
ー
ジ
ン
グ
の
調
査
よ
り
も
少
な

く
と
も
三
四
件
増
え
る
。

結
局
、
死
刑
の
有
罪
判
決
の
大
き
さ
は
、

九
パ
ー
セ
ン
ト
が
、
そ
し
て
、
ベ
ル
リ
ン
で
は
七
。
ハ
ー
セ
ン
ト
が
、

(211) 

行
刑
の
終
了
事
由

(218) 

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
第
10
表
が
一
九
七
三
年
三
月
＝
＝
一
日
現
在
の
終
了
事
由
を
実
数
で
掲
げ
、
第
11
表
が
、
有
期
自
由
刑
の
受
刑
日
数

の
パ
ー
セ
ン
ト
を
掲
げ
て
い
る
。
未
決
勾
留
の
期
間
が
刑
期
に
算
入
さ
れ
る
た
め
、
現
実
に
は
刑
が
執
行
さ
れ
る
期
間
は
短
い
。

(

a

)

死
亡

一
八
名
が
自
由
刑
の
執
行
中
に
死
亡
し
た
。
そ
の
う
ち
五
名
が
有
期
自
由
刑
、

(219) 

が
無
期
自
由
刑
で
あ
っ
た
。
ナ
チ
犯
罪
者
で
未
決
拘
禁
中
に
自
殺
し
た
者
は
多
い
。

(220) 

(
b
)
再
審

全
体
で
、
対
象
者
の
う
ち
五
八
名
が
再
審
請
求
を
な
し
た
（
第
12
表
参
照
）
。

分
的
に
成
功
し
た
。
全
部
で
二

0
六
名
の
有
期
自
由
刑
に
処
せ
ら
れ
た
対
象
者
の
う
ち
、

が
成
功
を
収
め
た
。
九
九
名
の
終
身
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
の
う
ち
、
四
一
名
（
四
一
％
）
が
再
審
を
請
求
し
、

四
件
の
死
刑
判
決
の
う
ち
四
名
が
再
審
を
請
求
し
、

(221) 

(

C

)

解
放
ま
で
の
刑
罰
執
行
期
間

残
刑
が
保
護
観
察
に
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
対
象
者
の
六
六
パ
ー
セ
ン
ト
が
、
刑
期
の
三
分

(222) 

の
二
を
受
刑
し
た
後
に
釈
放
さ
れ
て
い
た
。
対
象
者
の
三
四
。
ハ
ー
セ
ン
ト
が
一
七
年
の
範
囲
内
で
よ
り
長
い
刑
期
を
務
め
て
い
た
。
有
期

(6) と
い
う
。

関
法

第
四
一
巻
第
二
号

一
名
が
成
功
し
た
。

一
三
名
が
成
功
し
た
。

一
三
名
（
六
％
）
が
再
審
手
続
を
行
い
、

一
名

―
二
八
件
の
代
わ
り
に
少
な
く
と
も
一
六
二
件
の
死
刑
判
決
を
受
け
た
者
が
死
刑
の
廃
止
ま
で
に
、
確
定
し
た

ナ
チ
犯
罪
手
続
に
よ
っ
て
そ
う
著
し
く
は
影
響
さ
れ
て
い
な
い
。
連
邦
領
域
の
有
罪
判
決
の

ナ
チ
犯
罪
者
で
あ
る
。

有
期
自
由
刑
の
執
行
は
、
高
齢
の
有
罪
者
が
確
定
判
決
の
直
後
に
死
亡
し
た
こ
と
に
よ
り
三
名
に
つ
き
実
施
さ
れ
な
か

そ
の
う
ち
、

一
六
〇

全
部
ま
た
は
一
五
名
が
部

（
四
三
八
）

一
三
名



〔第10表〕

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
⇔

対象者の1973年現在における刑罰執行の状況

(1973年3月31日現在）

人数 ％ 

-,-玉涵属雇i五五至五j--・-r・ ・w―----------
1 36 I 36 11 

漏の換算 4 

柑的受刑，残刑
盲予

22 

I 3 13 I l 

：三こ ： I'i I : I I 
I 

I .... . . .... ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ......... . ・・・・・・・・ ・・・・・・ ........... .......... .... ー............ ー一噸 ・・・・・・・・・ 

I 1 1 12 

4 I 14 
I 9 I 36 

I I 
I I I 
I I 31 

I 14 9 1 

I 

死 刑
自由 刑

終身刑 i有期刑

確定して終了

未決拘留による完全受刑

b) 外国9

c) 未決の部分
の猶―

a: 

死亡して終了

10 

4
 
22 

8
 a: 刑に入る前 3

 
b
 

死刑執行

c: 行刑中
そのう

逃亡

再審手続

恩赦釈放

部分的受刑の後の残刑の猶予

完全受刑

3
 

3
1
 

ー

6
 

5
 

ー 0.4 

ー

43 

2 一

100 

204 

14 

拘禁無能力 18 6
 

,

―

―

 

2
 

88 

100 

刑の執行未了 31 10 

一
六

314 

4
 

28 

32 

0.6 

100 

Aus: Opitz. a. a. 0., S. 201. 

（
四
三
九
）



刑の執行の終了事由 10/20 130 ＇40 紅50那60I 66.6 I70 75 80 90体全 100ィ。

a)換未決算勾され留た拘禁

1. 未決勾留による「受刑」 4 4 7 2 4 1 10 32 16 

2. 外国で受けた刑の換算 4 4 2 

3. 再審手続 1 1 Q.5 

4. 受刑以前の死亡 1 1 1 3 1,5 

5. 拘禁無能力 1 2 2 2 2 1 2 2 14 7 

6. 行刑中の死亡 3 2 5 2.5 

7. 残刑の猶予 9 9 18 18 13 16 ， 2 4 2 100 49 

＆恩 赦 8 7 6 10 8 3 1 4320.5 

9. 受刑完了 1 1 2 1 

計 I I I I I I I I I I 2041100 
b)拘 留

1・未決勾留による「受刑」

2. 外国で受けた刑の換算

3. 再審手続 1 1 0.6 

4. 受刑以前に死亡

5. 拘禁無能力 1 1 0.6 

6. 行刑中の死亡 1 2 1 1 5 3.2 

7. 残刑の猶予 10 20 22 13 16 11 4 2 2 ・r・ ＆恩 赦 2 10 8 8 7 4 1 1 1 1 28 

9. 受刑完了 1 1 1.3 

計 I I I I I I I I I I 153 100 
c)未決勾留および拘留

1. 未決勾留による「受刑」 4 4 7 2 4 1 10 32 16 

2. 外国で受けた刑の換算 4 4 2 

3. 再審手続 1 1 0.5 

4, 受刑以前に死亡 1 1 1 1 3 1 

5. 拘禁無能力 1 3 2 2 1 2 2 14 7 

6. 残刑の猶予 1 2 1 1 5 2 

7, 行刑中の死亡 2 8 36 20 15 9 10 100 49 

＆恩 赦 1 6 8 14 13 5 3 3 43 21 

9. 受刑完了 2 2 1 

計 sJ 1 I 1 I s 111 I 22 I s4 I s1 I 24 119 114 lrn 2041 100 

全体の％ 1.51 o.51 0.51 4 I 6 I 11 I 26 115 I 12 I 1s.51 1 I s I 

〔第11表〕 有期自由刑の受刑

Aus: Opitz, a. a. 0., Tabelle 27. 

関
法

第
四
一
巻
第
二
号

一
六

（
四
四

0
)



照）。 ①
有
期
自
由
刑

仮
釈
放
は
、

ど
を
付
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

(223) 

(
d
)
恩
赦
決
定

Aus "0 pitz, a. a. 0., S. 230 

怜

薔↑1j g¥忌Tgi:;;予:;;乎呂 :;; g 朋 喜
~ 

寄 井

怠 tna, ...... OCA>。,1:,.NI 00 tn ! 
畠

怜
器 ,...ooa,a, ,_. NI へ~

百弁螂 填噛躊渇

笞 ,_. 00 .--.:i u:, • O ~c,, 00 c,, ,_. 雌
N) 

塁

~ I I .... en'° 
や 活涅

~\ 

笞 I I .... --.:i c.., .... c.., c.., 
淫憾蜻〇 填喘" 躇怜

~ 

心 I I t,) t::; ::: 淡滋：：~., 霜

"" 』

〔
渫1
2
~〕

蓋
涸
辻
油
併
〇
乖
盗
燃

a哺
萌
翠
怜

自
由
刑
に
処
せ
ら
れ
た
二

0
四
名
の
う
ち
一
六
三
名
が
残
刑
が
猶
予
さ
れ
た
。
そ
の
う
ち
―
―
九
名
（
七
二
％
）
の
者
は
、
遵
守
事
項
な

一
九
五
一
＿
一
年
ま
で
は
恩
赦
の
特
殊
な
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
従
っ
て
一
九
五
一
二
年
九
月
―
―

10日
ま

で
の
仮
釈
放
は
、
す
べ
て
恩
赦
に
よ
る
釈
放
の
中
に
算
入
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
時
期
に
は
一
―

10人
の
釈
放
が
行
わ
れ
て
い
る
（
第
13
表
参

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
祠

一
六

（
四
四
一
）



-
0年、

一
四
年
、

(

a

)

 

第
四
一
巻
第

1

一号

釈
放
ま
で
の
受
刑
期
間
の
、
言
い
渡
さ
れ
た
刑
に
対
す
る
。
ハ
ー
セ
ン
ト
と
人
数
の
関
係
は
次
表
の
ご
と
く
で
あ
る
。

七
五
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
九

0
。
ハ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
受
刑
期
間
を
終
え
た
者
が
比
較
的
少
な
い
の
は
、

は
、
四
分
の
三
の
刑
期
を
終
え
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
仮
釈
放
さ
れ
た
者
が
多
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

（磁）

終
身
刑終

身
自
由
刑
の
有
期
自
由
刑
へ
の
転
換

終
身
刑
受
刑
者
の
恩
赦
的
釈
放
の
第
一
段
階
は
、
終
身
自
由
刑
か
ら
有
期
自
由
刑
へ
の
転
換
で
あ
る
。
転
換
さ
れ
た
有
期
自
由
刑
は
、

ご
一
年
、

―――一年、

一
五
年
お
よ
び
―

-
0年
で
あ
る
。

②
 

〔第14表〕

IO% 

20 

30 

40 

50 

60 

66.6 

70 

75 

80 

90 

100 

ー

6

8

4

3

5

3

3

 

ー

〔第13表〕

年 人数

1946~1948年

゜1949年 8 

1950年 4 

1951年 10 

1952年 2 

1953年 6 

計 30 

1955年 2 

1956年 1 

1957年 1 

1959年 1 

1963年 3 

1964年 2 

1965年 2 

1969年 1 

全体人数 43名

関
法

Opitz, a. a. 0., S. 276. 

一
九
五
一
一
一
年
九
月
三

0
日
以
前
に

一
六
四

（
四
四
―
―
)



〔第15表〕 有期自由刑への終身刑の転換

ナチの「不法と犯罪」の戦後処理祠

有期自由刑1 受刑期間（年）

年 I6 I 1 s I 9 I 10 I u l 12 I 13 I 14 I 1s I 16 I 21 I 22 J計 1%

確定されず 1 1 1 1 1 1 6 17 

10 1 1 

2 fr, 12 1 1 

13 1 

14 1 1 

15 2 2 1 2 2 1 1 3 14 39 

20 1 ] 3 2 1 1 9 25 

計 I 21 sl sl s! 41 sl 2I 41 sl 411! 1I 1!s6I 

Aus : Opitz, a. a. 0., S. 280. 

（第16表〕

受刑期間（年） 1 

I 人 数

6
 

7
 

8
 ，
 

10 11 12 13 14 15 16 21 22 26 

2
 

4
 

5
 

4
 

4
 

4
 

2
 

5
 

3
 

4
 

ー ー ー ー

Aus: Opitz, a. a. 0., S. 289. 

一
六
五

（
四
四
三
）

六
人
が
一
五
年
以
下
の
受
刑
期
間
で
あ
っ
た
（
四
五
。
＾

1

者
の
一
七
人
（
四
七
パ
ー
セ
ン
ト
）
が
釈
放
さ
れ
た
。

-
0年
以
下
の
受
刑
の
後
に
一
ー
一
六
人
の
恩
赦
を
受
け
た

て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
第
16
表
の
ご
と
く
で
あ
る
。

調
査
に
は
恩
赦
の
時
に
算
定
さ
れ
た
刑
期
が
基
礎
と
さ
れ

て
は
、
経
験
的
デ
ー
ク
は
公
刊
さ
れ
て
い
な
い
。
以
下
の

恩
赦
に
よ
っ
て
釈
放
さ
れ
る
ま
で
の
受
刑
期
間
に
つ
い

(
b
)
 

（斑）

釈
放
ま
で
の
刑
の
執
行
の
期
間

五
人
に
す
ぎ
な
い
。

外
で
あ
り
、
一
―

10人
の
う
ち
全
刑
期
を
受
刑
し
た
の
は
、

の
転
換
さ
れ
た
有
期
自
由
刑
が
全
部
受
刑
さ
れ
た
の
は
例

さ
れ
た
の
は
、

一
九
。
＾
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ

ハ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。

-
0年
か
ら
一
四
年
の
刑
が
選
択

な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
二

0
年
の
自
由
刑
は
、
二
五

ン
ト
）
。

そ
の
際
、
有
期
自
由
刑
の
最
長
期
間
が
目
処
と

さ
れ
る
有
期
自
由
刑
は
、

一
五
年
で
あ
る
（
三
九
パ
ー
セ

上
の
第
15
表
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
最
も
頻
繁
に
選
択



セ
ソ
ト
）
。
二
ニ
年
以
下
は
一
ー
一
人
（
八
バ
ー
セ
ン
ト
）

の
施
行
の
前
に
、
終
身
刑
に
転
換
さ
れ
た
。
確
定
と
転
換
の
間
の
期
間
は
三
ヵ
月
か
ら
七
ヵ
月
で
あ
る
。
残
り
の
者
の
刑
は
、
基
本
法
の

施
行

(
1
0―
一
条
）
に
よ
っ
て
転
換
さ
れ
た

J

連
邦
領
域
で
は
、
転
換
さ
れ
る
ま
で
、
一
―
―

2
六
週
間
か
か
っ
た
。
ベ
ル
リ
ン
で
は
、
同
様

の
法
律
が
施
行
さ
れ
る
ま
で
、
三
ヵ
月
か
か
っ
た
。
転
換
さ
れ
た
終
身
刑
は
三
名
に
つ
い
て
は
、
後
に
有
期
自
由
刑
に
転
換
さ
れ
た
。

九
五
七
年
一

0
月
一
六
日
に
は
九
名
の
う
ち
七
名
が
自
由
の
身
と
な
っ
た
。
残
り
の
二
名
に
つ
い
て
は
一
八
年
と
一
ニ
カ
月
な
い
し
二
二
年

と
一
―
ー
カ
月
受
刑
し
た
。

以
上
、

③
 

自
由
に
な
っ
て
い
る
。

（渤）

死
刑

第
四
一
巻
第
二
号

（
四
四
四
）

で
あ
る
。
全
体
の
九
二
。
ハ
ー
セ
ン
ト
が
最
長
期
の
自
由
刑
の
刑
期
の
経
過
の
前
に
、

死
刑
を
言
い
渡
さ
れ
た
一
四
人
の
う
ち
、
九
人
が
自
由
刑
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
う
ち
四
人
は
、
基
本
法

オ
ビ
ッ
ツ
の
研
究
か
ら
重
要
と
思
わ
れ
る
結
論
の
概
略
を
記
述
し
た
。
オ
ピ
ッ
ツ
は
最
後
に
「
ま
と
め
」
を
行
っ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
我
々
の
紹
介
も
、
以
上
で
示
し
た
数
字
の
上
で
の
結
論
に
と
ど
め
、
評
価
や
理
由
の
推
則
は
行
わ
な
い
で
お
こ
う
。

(205) 
U
l
r
i
c
h
 D
i
e
t
e
r
 
O
p
i
t
z
,
 
S
t
r
a
f
v
e
r
f
a
h
r
e
n
 
u
n
d
 S
t
r
a
f
v
o
l
l
s
t
r
e
c
k
u
n
g
 b
e
i
 
N
S
-
G
e
w
a
l
t
v
e
r
b
r
e
c
h
c
n
.
 

5
4
2
 
rechtskriiftigen 
U
r
t
e
i
l
e
n
 
d
e
u
t
s
c
h
e
r
 
G
e
r
i
c
h
t
e
 
a
u
s
 d
e
r
 Z
e
i
t
 
v
o
n
 1
9
4
6ー

1
9
7
5
,

1
9
7
9
.
 

(206) 
O
p
i
t
z
,
 
a. a. 
0., 
S. 
3
2
2
f
f
.
 

(201) 
O
p
i
t
z
,
 
a. 
a. 
0., 
S. 
5
.
 

(208) 
O
p
i
t
z
,
 
a. a. 
0., 
S. 
3
1
f
f
.
 

(209)

こ
の
段
階
区
分
は
、
一
九
五

0
年
に
、
管
理
理
事
会
法
一

0
号
に
基
づ
く
連
合
国
の
関
与
が
終
わ
っ
た
年
で
あ
り
、
一
九
五
五
年
に
は
ド
イ
ツ

連
邦
共
和
国
が
完
全
な
主
権
を
回
復
し
、
一
九
六

0
年
以
降
、
「
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ッ
ヒ
ス
プ
ル
ク
・
セ
ン
タ
ー
」
が
活
動
を
開
始
し
、
一
九
六
五
年

は
、
オ
ビ
ッ
ツ
の
調
査
の
対
象
期
間
の
終
了
年
で
あ
る
こ
と
に
甚
づ
い
て
い
る

(vgl.
O
p
i
t
z
,
 
a. a. 
0., 
S. 
3
3
)

。

(210) 
O
p
i
t
z
,
 
a. a. 
0., 
S. 
7
5
.
 

関
法

一
六
六

D
a
r
g
e
s
t
e
l
l
t
 
a
n
 
H
a
n
d
 v
o
n
 



(1) 
(211) 

(212) 

(213) 
G
)
 

(215) 

(
2
1
6
)
 

術）
(218) 

(219) 

(220) 

(221) 

(222) 

(223) a) 
(225) 

(226) 
O
p
i
t
z
,
 
a. a. 
0., S
.
 
7
7
.
 

O
p
i
t
z
,
 
a. a. 
0
 ., 
s. 
1
3
5
.
 

R
a
n
g
o
l
,
 
W
i
S
t
a
 1
9
5
3
,
 
S. 3
1
0
.
 

V
e
r
f
o
l
g
u
n
g
 (
1
9
6
4
)
,
 
S. 
4
3
f
f
.
 

O
p
i
t
z
,
 
a. a. 
0., 
S
.
 
1
4
9
.
 

O
p
i
t
z
,
 
a. 
a. 
0., S
.
 
1
5
3
.
 

O
p
i
t
z
,
 
a. a. 
0., S
.
 
2
0
3
.
 

O
p
i
t
z
,
 
a. a. 
0., 
S
.
 
2
0
8
.
 

O
p
i
t
z
,
 
a. a. 
0., S
.
 2
2
5
.
 

O
p
i
t
z
,
 
a. a. 
0., 
S
.
 
2
2
9
f
f
.
 

O
p
i
t
z
,
 
a. a. 
0., 
S
.
 2
6
5
.
 

O
p
i
t
z
,
 
a. a. 
0., 
S
.
 
2
6
8
.
 

O
p
i
t
z
,
 
a. a. 
0., S
.
 
2
7
6
.
 

O
p
i
t
z
,
 
a. a. 
0
 ., 
s. 
2
8
1
.
 

O
p
i
t
z
,
 
a. a. 
0., 
S
.
 
2
8
9
.
 

0
 pitz, 
a. a. 
0., 
S
.
 
2
9
1
 

一
九
六

0
年
代
に
は
、

ナ
チ
犯
罪
裁
判
に
お
け
る
有
罪
判
決
が
増
加
す
る
が
、
そ
の
処
罰
の
寛
刑
に
過
ぎ
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
世
論

に
お
い
て
も
強
い
批
判
が
な
さ
れ
た
。
非
難
声
明
は
、
様
々
な
団
体
の
会
議
に
お
け
る
決
議
の
形
で
表
明
さ
れ
た
。

ド
イ
ツ
・
ニ
ヴ
ァ
ン
ゲ
リ
ッ
シ
ュ
教
会
の
評
議
会
の
声
明

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
祠

第
六
節
ナ
チ
犯
罪
裁
判
に
対
す
る
非
難
声
朋

一
六
七

（
四
四
五
）



職
分
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

『
な
ぜ
な
ら
、
法
は
、
や
は
り
法
た
ら
ね
ば
な
ら
な
い
』
か
ら
で
あ
る
」
。

「提

「
ナ
チ
時
代
の
犯
罪
に
関
す
る
若
干
の
判
決
と
、
現
在
の
犯
罪
に
関
す
る

第
四
一
巻
第
二
号

一
九
六
三
年
三
月
一
三
日
に
は
、
ド
イ
ツ
の
ニ
ヴ
ァ
ン
ゲ
リ
ッ
シ
ュ
教
会
の
評
議
会
は
、
ナ
チ
犯
罪
裁
判
に
関
し
て
、
声
朋
を
発
表
す

(227) 
る
。
こ
の
声
明
の
中
で
は
、
ナ
チ
犯
罪
裁
判
に
よ
っ
て
民
族
全
体
の
浄
化
を
行
う
の
が
、
裁
判
所
の
任
務
で
は
な
く
、
裁
判
所
は
、
個
々

の
犯
罪
者
の
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
と
し
つ
つ
も
、

「
過
去
に
お
い
て
破
壊
さ
れ
た
我
々
の
国
民
に
お
け
る
法
へ

（磁）

の
義
務
を
再
び
打
ち
立
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
国
民
の
内
面
的
復
活
に
重
要
な
寄
与
を
な
す
こ
と
は
、
そ
の
崇
高
な
職
務
で
あ
る
」
と
す

る
。
そ
し
て
、
最
近
終
結
し
た
ナ
チ
裁
判
の
判
決
を
見
る
と
、

判
決
と
に
不
均
衡
が
存
在
し
な
い
か
ど
う
か
と
い
う
疑
問
」
に
突
き
当
た
る
こ
と
を
禁
じ
え
な
い
と
す
る
。
も
ち
ろ
ん
「
そ
の
際
、
こ
の

よ
う
な
ナ
チ
犯
罪
裁
判
に
お
け
る
裁
判
官
と
陪
審
員
の
任
務
が
、
わ
が
国
民
の
多
く
の
層
に
お
い
て
以
前
続
い
て
い
る
良
心
の
混
乱
の
た

め
に
、

ど
れ
ほ
ど
困
難
な
も
の
で
あ
る
か
を
看
過
す
る
も
の
で
は
な
い
。
も
し
、
何
度
も
子
殺
し
を
行
っ
た
殺
人
者
を
七
年
後
に
捕
ま
え

た
な
ら
ば
、
殺
人
者
を
裁
く
裁
判
所
に
は
、
も
ち
ろ
ん
国
民
か
ら
支
持
が
与
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
わ
が
裁
判
所
は
、
こ
こ
で
問
題
に
な

っ
て
い
る
ナ
チ
犯
罪
裁
判
の
場
合
に
は
、
我
々
の
国
民
の
一
部
に
お
け
る
多
く
の
無
理
解
と
深
刻
な
内
面
的
抵
抗
を
予
想
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
ま
さ
に
そ
の
た
め
に
、
我
々
は
、
裁
判
所
を
そ
の
重
い
責
任
に
お
い
て
孤
立
さ
せ
な
い
で
お
こ
う
と
思
う
。
裁
判
所
は
、
そ
の

こ
の
表
明
に
対
し
て
は
、

m
e
i
n
d
e
)」

「
ベ
ル
ク
地
方
刑
務
協
会
の
作
業
委
員
会

(
A
r
b
e
i
t
s
g
e
m
e
i
n
s
c
h
a
f
t

d
e
r
 
B
e
r
g
i
s
c
h
e
n
 G
e
f
i
i
n
g
n
i
s
g
e
 ,
 

か
ら
評
議
会
に
宛
て
た
手
紙
が
送
ら
れ
た
。
そ
こ
で
は
「
署
名
者
達
は
、
国
家
の
側
か
ら
法
を
確
証
す
る
た
め
に
、
ナ
チ
法

(229) 

違
反
者
の
こ
れ
以
上
の
訴
追
を
放
棄
し
て
、
一
般
的
恩
赦
に
よ
っ
て
法
的
安
定
性
の
た
め
に
配
慮
す
べ
き
だ
と
い
う
意
見
」
が
述
べ
ら
れ

た
。
ニ
ヴ
ァ
ン
ゲ
リ
ッ
シ
ュ
教
会
の
側
か
ら
は
、
一
九
六
一
―
一
年
―
一
月
一
五
日
付
け
の
手
紙
で
、
こ
れ
に
対
す
る
返
答
が
な
さ
れ
、

(230) 

起
さ
れ
た
疑
問
の
真
摯
さ
」
は
評
価
す
る
が
、
結
論
に
は
賛
同
で
き
な
い
と
答
え
ら
れ
た
。

関
法

一
六
八

（
四
四
六
）



の
傾
向
に
拍
車
が
か
け
ら
れ
た
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
上
、

じ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
む
し
ろ
、

ド
イ
ッ
調
整
協
会
は
、
以
前
か
ら
、

い
や
増
す
憂
慮
を
も
っ
て
、

キ
リ
ス
ト
教
・
ユ
ダ
ヤ
教
の
協
力
会
の
ド
イ
ッ
調
整
協
会

一
九
六
三
年
三
月
―
二
日
に
は
、

(2) 

一
六
九

「
一
般
の
目
に
は
、
謀
殺
へ
の
加
担
が
、

キ
リ
ス
ト
教
・
ユ
ダ
ヤ
教
の
共
同
作
業
協
会
の
ド
イ
ツ
調
整
会

(
D
e
u
t
s
c
h
e
K
o
o
r
d
i
n
i
e
r
u
n
g
s
r
a
t
 

d
e
r
 Gesellschaften 
f
u
r
 
christlich ,
 Ju
d
i
s
c
h
e
 
Z
u
s
a
m
m
e
n
a
r
b
e
i
t
 e. 
V.)
ド
イ
ツ
の
華
四
大
学
の
刑
法
学
者
に
宛
て
て
ナ
チ
犯
罪

(231) 

裁
判
に
関
す
る
手
紙
を
送
っ
た
。
そ
の
後
、
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
の
全
議
員
に
宛
て
て
も
同
じ
手
紙
を
送
っ
た
。

し
て
い
る
裁
判
の
意
義
と
そ
れ
が
多
数
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
て
、

「
連
邦
共
和
国
に
お
け
る
陪
審
裁
判
所
に
よ
っ
て
ナ
チ
時
代
の
大
量

殺
識
や
権
力
犯
罪
が
、
部
分
的
に
は
·
…
•
•
そ
の
他
の
謀
殺
事
件
と
は
異
な
っ
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
観
察
し
て
き
た
。
ま
だ
存
在

で
き
る
限
り
適
時
に
強
く
、
判
例
の
そ
の
よ
う
な
展
開
と
結
び
つ
い
た

危
険
性
に
つ
い
て
指
摘
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
だ
と
思
わ
れ
る
。
と
り
わ
け
、
世
間
に
お
い
て
は
、
今
や
国
家
お
よ
び
司
法
も
、
実
行
さ

れ
た
不
法
に
対
し
て
は
、
我
々
の
法
秩
序
に
従
っ
て
も
明
ら
か
に
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
評
価
を
も
は
や
与
え
て
い
な
い
と
い
う
印
象
が
生

こ
こ
何
年
か
の
間
に
国
民
の
広
い
層
に
お
い
て
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

ナ
チ
の
非
道
行
為
の
無
害
化
へ

一
般
の
法
意
識
に
は
、
益
々
、
国
家
指
導
部
の
委
託
に
よ
る
犯
罪
は
、
実
際

の
犯
罪
で
は
な
く
、
国
家
に
よ
っ
て
命
じ
ら
れ
、
ま
た
は
是
認
さ
れ
た
謀
殺
は
、
謀
殺
と
は
い
え
な
い
と
い
う
考
え
が
影
響
を
及
ぼ
し
て

い
る
」
。
被
告
人
が
自
ら
の
受
動
で
決
断
の
自
由
を
も
っ
て
積
極
的
に
関
与
し
た
大
量
殺
識
も
、

例
え
ば
、
大
雑
把
に
言
え
ば
重
窃
盗
ま
た
は
営
業
的
腔
物
罪
の
よ
う
な
犯
罪
に
ま
で
軽
く
評
価
さ
れ
る
『
謀
殺
柑
助
』
だ
と
み
な
さ
れ
て

い
る
。
正
義
と
い
う
根
拠
か
ら
も
、
大
量
殺
識
へ
の
加
担
を
そ
の
他
の
す
べ
て
の
犯
罪
、

（磁）

を
も
っ
て
処
理
す
る
こ
と
は
堪
え
難
い
」
。

か
く
し
て
、
刑
法
学
が
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
し
て
、
刑
法
上
の
同
等
の
取
り
扱
い
と
押
し
退
け
ら
れ
た
正
し
い
基
準
を
回
復
さ
せ

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
向

と
く
に
謀
殺
罪
の
裁
判
に
著
し
く
不
均
衡
な
刑

（
四
四
七
）



事
の
フ
リ
ッ
ツ
・
バ
ウ
ア
ー
、

ュ
ル
ゲ
ン
・
パ
ウ
マ
ン
教
授
、

，，ヽ

ン

ハ
ン
ス
・
デ
ュ
ネ
ビ
ア
］
上
級
検
事
、
弁
護
士
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
ハ
マ
ー
シ

g
u
n
g
)
 

さ
て
、
法
律
の
専
門
家
の
集
団
も
、

ら
三
日
ま
で
、

ケ
ー
ニ
ッ
ヒ
シ
ュ
ク
イ
ン
／
ク
ウ
ヌ
ス
に
お
け
る
第
四
六
回
の
ド
イ
ッ
法
曹
大
会
の
特
別
の
催
し
と
し
て
、

(236) 

の
追
及
と
処
罰
の
諸
問
題
」
に
つ
い
て
論
議
さ
れ
た
。

(3) 

第
四
一
巻
第

1

一号

(233) 

る
よ
う
「
明
確
な
発
言
」
を
行
う
こ
と
が
必
要
だ
と
し
て
、
具
体
的
な
判
例
を
―
二
件
挙
げ
て
、
「
刑
法
学
の
側
面
か
ら
こ
れ
ら
の
判
決

(231) 

に
対
し
て
早
急
に
で
き
る
だ
け
明
確
に
意
見
を
表
明
し
て
下
さ
る
よ
う
提
案
し
お
願
い
申
し
上
げ
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
書
筒
は
、
七
月
九
日
に
連
邦
議
会
議
員
に
も
送
付
さ
れ
た
が
、

(235) 

書
に
掲
載
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
こ
の
協
会
の
意
見
に
賛
同
す
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。

ド
イ
ッ
法
曹
大
会

に
招
待
し
、

ヘ
ン
キ
ュ
ス
は
、
若
干
の
議
員
の
同
意
を
得
て
、
そ
れ
を
そ
の
著

ナ
チ
犯
罪
の
裁
判
所
の
処
理
に
対
し
て
は
批
判
の
声
を
あ
げ
て
い
る
。

「
ナ
チ
犯
罪

秘
密
会
議

(
K
l
a
u
s
u
r
t
a,
 

ナ
チ
犯
罪
の
追
及
と
処
罰
と
関
係
す
る
刑
法
上
・
刑
事
訴
訟
法
上
の
諸
問
題
を
論
じ
て
頂
く
よ
う
要
請
し
た
。
刑

法
学
者
、
裁
判
官
、
検
察
官
、
司
法
行
政
関
係
者
、
弁
護
士
、
政
治
学
者
、
犯
罪
学
者
お
よ
び
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ッ
ヒ
ス
プ
ル
ク
・
セ
ン
ク
ー

の
代
表
者
が
参
集
し
た
)
参
加
者
の
名
前
を
上
げ
て
お
く
と
、

ュ
ク
イ
ン
、

ケ
ル
ン
大
学
の
ウ
ル
リ
ッ
ヒ
・
ク
ル
ー
ク
教
授
を
主
幹
と
し
て
、
上
級
検

ニ
ル
ン
ス
ト
ー
ヴ
ァ
ル
ク
ー
・
ハ
ナ
ッ
ク
教
授
、
ラ
ン
ト
知
事

(Senatsprasident)
の
ハ
ン
ス
・
ホ
フ
マ
イ
ヤ
ー
、

ブ
ル
ク
大
学
助
手
（
当
時
）
の
ヘ
ル
ペ
ル
ト
・
イ
ニ
ー
ガ
ー
、

ー
教
授
で
あ
る
。

カ
ー
ル
・
ラ
ッ
ク
ナ
ー
教
授
、
弁
護
士
ヘ
ン
リ
ー
・
オ
ル
モ
ン
ト
、
弁
護

士
の
ア
ン
ト
ン
・
レ
ー
ゼ
ン
、
省
課
長
の
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
・
ロ
ー
ト
、

ク
ラ
ウ
ス
・
ロ
ク
シ
ン
教
授
、
第
一
検
事
の
ア
ダ
ル
ペ
ル
ト
・
リ
ュ

ッ
ケ
ア
ル
、
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
・
ザ
ル
シ
ュ
テ
ッ
ト
教
授
、
弁
護
士
ニ
ー
リ
ッ
ヒ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ー
ラ
イ
ヒ
ナ
ー
、
ペ
ー
ク
ー
・
シ
ュ
ナ
イ
ダ

「
ド
イ
ッ
法
曹
大
会
の
常
任
理
事
会
は
、
専
門
家
を
、

関
法

一
七
〇

一
九
六
六
年
四
月
一
日
か

（
四
四
八
）



「
法
秩
序
の
維
持
と
人
間
の
生
命
の
保
護
は
、

一
、
委
員
会
は
、

ナ
チ
犯
罪
の
追
及
と
処
罰
を
要
求
す
る
)
行
わ
れ
た
犯
罪
に
対
す
る
社
会
の
共
同
責
任

は
、
こ
の
よ
う
な
行
為
に
対
し
て
不
適
切
な
寛
大
な
取
り
扱
い
を
な
す
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
は
な
ら
な
い
。

ナ
チ
犯
罪
が
判
決
に
お
い
て
行
わ
れ
た
認
定
に
よ
れ
ば
目
立
っ
て
低
い
刑
を
も
っ
て
処
罰
さ
れ
た
判
決
を
、
危
惧
の

念
を
も
っ
て
読
ん
だ
。
か
か
る
事
件
の
本
質
的
部
分
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
、
謀
殺
の
正
犯
者
が
桐
助
者
と
し
て
有
罪
と
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
依
拠
し
て
い
る
。
委
員
会
の
委
員
が
主
観
的
共
犯
論
を
と
る
か
実
質
的
客
観
的
共
犯
論
を
と
る
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の

一
致
し
た
見
解
に
よ
れ
ば
し
ば
し
ば
不
当
に
幣
助
が
正
犯
の
代
わ
り
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。
正
犯
と
な
る
の
は
、
委
員
会
の
見
解
に

命
令
権
者
と
し
て
独
自
の
決
定
権
力
を
も
っ
て
、
あ
る
い
は
独
自
の
裁
量
の
余
地
を
も
っ
て
殺
害
を
命
令
し
た
者
で
あ
る
。

二
、
い
ま
ま
で
知
ら
れ
る
に
至
っ
た
行
為
を
分
析
し
た
と
こ
ろ
、
大
抵
は
身
体
ま
た
は
生
命
に
対
す
る
現
在
の
危
険
を
も
っ
て
す
る
急

迫
の
威
嚇
の
表
象
を
前
提
と
す
る
、
緊
急
避
難
、

ま
た
は
誤
想
避
難
と
い
う
責
任
阻
却
事
由
は
、
立
証
さ
れ
る
こ
と
は
稀
で
し
か
な

い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
委
員
会
の
見
解
に
よ
れ
ば
、

一
七

か
か
る
責
任
阻
却
事
由
が
、
時
に
は
余
り
に
も
寛
大
に
認
め
ら
れ
た
と

い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
に
反
し
て
、
幾
人
か
の
正
犯
者
は
、
そ
の
行
為
を
漠
然
た
る
脅
迫
感
情
の
も
と
で
行
っ
た
こ
と
が
認
め

ら
れ
る
。
委
員
会
は
、
正
犯
性
の
そ
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
、
と
く
に
緊
急
避
難
類
似
の
葛
藤
状
況
に
お
け
る
命
令
に
基
づ
く
行

為
の
場
合
に
は
、
終
身
自
由
刑
が
あ
ま
り
に
も
苛
酷
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
を
見
逃
す
も
の
で
は
な
い
。

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
回

(

C

)

 

(
b
)
 
彼
に
命
じ
ら
れ
た
こ
と
以
上
の
こ
と
を
行
っ
た
者
、

(

a

)

 

具
体
的
命
令
な
し
に
殺
害
し
た
者
、

よ
れ
ば
、

い
か
な
る
場
合
に
も
、
そ
の
動
機
を
問
う
こ
と
な
く
、

(231) 

J

の
会
議
の
結
果
、
全
員
一
致
で
次
の
決
議
が
行
わ
れ
て
い
る

（
四
四
九
）



る。 る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
四
一
巻
第
二
号

委
員
会
の
一
部
は
、
そ
の
よ
う
な
異
常
な
状
況
か
ら
生
じ
た
事
案
に
は
例
外
的
に
超
法
規
的
な
刑
罰
軽
減
事
由
が
考
慮
さ
れ
う
る

だ
ろ
う
と
い
う
見
解
を
唱
え
た
が
、
他
の
委
員
は
、
そ
の
解
決
を
立
法
者
ま
た
は
恩
赦
機
関
に
任
せ
よ
う
と
す
る
。

三
、
ナ
チ
ス
の
使
命
感

(
S
e
n
d
u
n
g
s
b
e
w
u
B
t
s
e
i
n
)

や
党
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
不
法
の
意
識
を
排
除
し
な
い
。

四
、
粗
助
と
し
て
罰
せ
ら
れ
た
行
為
に
あ
っ
て
は
、
刑
罰
が
、
し
ば
し
ば
、
法
定
刑
の
最
下
限
で
宜
告
さ
れ
る
こ
と
が
目
立
つ
。
そ
れ

は
、
委
員
会
の
見
解
に
よ
れ
ば
、

い
か
な
る
場
合
も
、
何
人
か
が
、
高
い
機
能
に
お
い
て
、
ま
た
は
特
別
に
積
極
的
な
態
様
で
協
力

し
た
と
き
、
ま
た
は
、
多
数
の
行
為
が
問
題
で
あ
る
と
き
、
唱
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

五
、
謀
殺
と
故
殺
の
区
別
に
あ
っ
て
は
、
謀
殺
欲
と
い
う
要
素
は
、
顧
慮
さ
れ
な
い
ま
ま
に
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

六
、
委
員
会
は
、
陪
審
裁
判
所
も
上
訴
審
の
従
来
の
判
決
以
上
の
も
の
を
公
刊
す
る
管
轄
権
の
あ
る
機
関
を
要
望
す
る
と
と
も
に
、
学

界
に
対
し
て
は
、
至
急
に
、

研
究
は
、
委
員
会
の
一
部
の
見
解
に
よ
れ
ば
と
く
に
錯
誤
の
問
題
と
量
刑
の
問
題
に
も
拡
大
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る

3

委
員
会
に
は
、
余
り
に
も
軽
い
量
刑
実
務
と
〔
手
続
〕
打
ち
切
り
実
務
に
対
す
る
合
理
的
お
よ
び
不
合
理
な
理
由
を
明
ら
か
に
す

七
、
委
員
会
は
、
ド
イ
ッ
法
曹
大
会
の
常
任
委
員
会
に
、
会
議
の
結
果
を
、
そ
れ
に
適
し
た
方
法
で
公
衆
に
知
ら
せ
る
こ
と
を
要
望
す

一
九
六
六
年
九
月
末
の
ニ
ッ
セ
ン
に
お
け
る
第
四
六
回
ド
イ
ッ
法
曹
大
会
の
特
別
企
画
に
お
い
て
、

さ
れ
た
こ
の
決
議
が
読
み
上
げ
ら
れ
、
説
朋
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
す
る
反
応
と
し
て
は
、

リ
ュ
ッ
ケ
ア
ル
は
、
「
聴
衆
の
反
応
か
ら
は
、

(238) 

司
法
が
ナ
チ
犯
罪
処
罰
に
つ
き
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
責
任
は
、
十
分
意
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
推
測
で
き
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
し

関
法

ナ
チ
犯
罪
に
関
す
る
問
題
領
域
を
抜
本
的
に
研
究
す
る
こ
と
を
要
請
す
る
。

（
四
五

0
)

ケ
ー
ニ
ッ
ヒ
シ
ュ
ク
イ
ン
で
起
草

一七



ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
日

問
題
点
に
つ
い
て
は
、
第
六
章
で
検
討
す
る
。

か
し
、
ド
イ
ッ
法
曹
大
会
の
会
員
の
一
部
は
、
初
め
、
大
会
で
こ
の
問
題
を
議
論
す
る
こ
と
に
対
し
て
強
い
反
対
の
意
思
を
表
明
し
た
と

(239) 

い
う
。
あ
る
高
い
地
位
に
い
る
裁
判
官
は
、
抗
議
の
た
め
、
ド
イ
ッ
法
曹
大
会
の
理
事
と
し
て
の
そ
の
職
を
辞
し
た
と
い
う
。
し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
声
明
に
よ
っ
て
、
そ
れ
以
降
の
判
例
の
傾
向
が
変
化
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
大
会
で
指
摘
さ
れ
た
刑
法
解
釈
学
上
の
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れ
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,
 a. a. 
0., S
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(233)

そ
こ
で
は
、
一
九
六
一
年
―
二
月
二

0
日
の
カ
ー
ル
ス
ル
ー
＝
陪
審
裁
判
所
、
一
九
六
二
年
三
月
二
六
日
の
ギ
ー
セ
ン
陪
審
裁
判
所
、
一
九
六

一
年
七
月
―
―
―
日
の
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
第
一
陪
審
裁
判
所
、
一
九
六
一
年
五
月

1

一
九
日
の
ア
ウ
リ
ッ
ヒ
陪
審
裁
判
所
、
一
九
六
一
年
一

0
月
―
二
日
の

ド
ル
ト
ム
ン
ト
陪
審
裁
判
所
、
一
九
六
二
年
六
月
八
日
の
ア
ン
ス
パ
ッ
＾
陪
審
裁
判
所
、
一
九
六
一
年
ご
一
月
二

0
日
の
ト
リ
ア
陪
審
裁
判
所
、

一
九
六
二
年
七
月
―
-
＝
日
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
陪
審
裁
判
所
、
一
九
六

0
年
初
頭
の
ペ
ル
リ
ン
陪
審
裁
判
所
、
一
九
六
一
年
四
月
二
八
日
の
カ
ッ

セ
ル
陪
審
裁
判
所
、
一
九
六
二
年
末
の
ボ
ン
陪
審
裁
判
所
の
判
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る

(
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S
.
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